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序章

1 . 問題提起および研究目的

今日の環境問題は特定地域住民が蒙る公害問題から地球環境問題へと拡大している。環

境問題の根本的な原因は自然界における自然資本の再生能力ないし自浄能力を超える部

分（物量アンバランス）にあり、その物量アンバランスは人間活動によって発生する環境負

荷の累積によって引き起こされているという点では公害問題と地球環境問題には何ら相

違がない。従来から、企業は自然資本によるサービス（自然界における物量バランスの維

持＆自然資源の提供）を受けながら生産・営業活動を行っているが、その活動規模の拡大

が自然資本の相対的な不足を来たしている。自然資本による主たるサービスは自然資源の

提供能力と自然の再生能カ・自浄能力の源である自然資本のストックによって提供されて

おり、それは企業活動に必要な自然資源の再生サービスとその消費に伴って発生する排出

物に対する自浄サービスとして具現化する。化石燃料のような再生不可能な自然資源の消

費による環境問題は、本来的には、自然資源そのものの減少にあるのではなく、消費過程

における排出物に起因するものである。しかし、社会の持続可能性の視点からすると、化

石燃料のような再生不可能な自然資源ストック自体の減少も重要な問題になる。つまり、

社会の持続可能性の問題は狭義の環境問題の域を超える問題であり、自然資本の量とその

サービス能力に関わる問題でもある。したがって、社会の持続可能性を実現するためには

人間活動による自然資本の消失を防ぎながら、その相対的な不足部分を補うための環境活

動を行うことが必要になる。このような環境活動は、「将来の世代が自らの欲求を充足す

る能力を損なうことなく、今日の世代の欲求を満たすことができるりとする持続可能な

発展の定義からも必要不可欠であることが分かる。

持続可能性の問題はさて置き、環境問題の深刻化により自主的であれ規制によるもので

あれ、環境活動を行うことが営利を目的として活動する企業にとって新たな挑戦となって

いる。企業が行う環境活動は費用の発生を伴うので、伝統的には企業外部の問題として取

り扱われてきた環境問題が企業の財務的側面に影響を与え得るようになったことを意味



する。そして、企業が環境事象の財務的側面への影響を無視することができなくなった時、

企業会計に環境要素を取り入れざるを得なくなる 2。このような企業会計における単なる

環境費用の取り扱いから環境問題の解決へと探索した結果として環境会計という新しい

会計学分野が開拓された。その環境会計の役割は現行会計システムが提供する貨幣情報に

環境要素を取り込み、その有効活用によって環境保全に貢献することにある。そして、そ

の展開は学術面と実務面の双方に及んでいる 30

環境会計が学術面と実務面に跨った一つの研究領域として確立されたのは 1990年代で

ある。学術面の研究における環境会計の主な立論根拠は企業の社会的アカウンタビリティ

にあり、企業が環境情報を開示する根本的な理論究明を主眼としているのに対して、実務

面における環境会計の研究目的は企業の意思決定への貢献にあった4。したがって、実務

面における研究はアメリカ環境保護庁 (USEPA) が行った研究（環境会計プロジェクト）

でみられるように、その関心事は企業の環境設備投資決定を改善すること 5にあり、その

プロジェクトにより開発された代表的な会計手法としてはトータルコストアセスメント

を挙げることができる。

ヨーロッパにおいては、 1990年代末に EUの支援による「エコ管理会計」に関する研究

が始まり、 2000年代初頭の「環境管理会計ネットワーク」 (EMAN) の活動へと発展した。

それと時を同じくして、 1999年には国連の持続可能開発部 (UNDSD) が環境管理会計の手

法開発と普及活動を開始し、 2005年にはこの活動と密接に関わる形で国際会計士連盟

(IFAC)が環境管理会計に関するガイダンスドキュメントを公刊している。さらに 2008

年からは国際標準化機構 (ISO) において、マテリアルフローコスト会計 (MFCA) の国際

標準化 (IS014051)が開始された又 2011年にはマテリアルフローコスト会計の国際標準

化がなされ、 IS014051:2011 (Environmental management -Material flow cost accounting 

-General framework) として発行されている。このように、環境会計情報の開示を目的

とする環境会計に関する研究の焦点は次第に資源生産性を向上させるための環境管理会

計に関する研究にシフトし、環境会計情報の開示は、厳密に言えば、環境管理会計情報の

開示となっているがゆえに、その情報の開示によっては企業の環境責任（企業活動による

2 



自然資本の欠損）を明らかにすることはできない。環境会計情報の開示を通して企業の環

境責任を明らかにするためには、行うべき環境活動の量を明らかにすることが必要である。

環境情報、特に非財務情報の開示において、 EUでは 2003年に企業の年次報告書に環境

に関する非財務情報の開示を求める指令が出され、アメリカでは SECが 2010年に気候変

動情報開示のガイダンスを発表しており、また、 GRIガイドラインなどの影響もあって環

境情報の開示が世界の先進企業の中で促進されている 7。しかし、その環境清報はフロー

情報を中心とする物量情報がベースとなっており、財務会計情報のような貨幣情報に慣れ

親しんできた外部情報利用者にとっては理解可能性を有する情報であるとは言い難い。そ

こで最近では、環境パフォーマンスと財務パフォーマンスを統合した情報開示への動きが

イギリスやアメリカで顕著である凡しかし、そのような環境情報一環境管理会計情報の

ように費用対効果（収益と物量効果）のフロー情報と経年累積的なt青報でない物量情報の

組合せーからは企業の環境責任を明らかにすることはできない。つまり、企業の営業活動

に関わる全体的な環境負荷のうち、個々の環境負荷を部分的に減らすための相対的な費用

の発生額を示す環境会計情報からは、企業の全体的な環境責任を把握することは不可能で

あり、企業努力の成果だけを問題にする現行環境会計システム（フロー型環境会計システ

ム）による会計情報は「自画自賛」のためのものになっていると言わざるを得ない。

そして、財務会計の面では、環境修復負債、資産除去債務、電気・電子機器廃棄物処理

負債および排出権に関する会計処理のように、環境事象に起因する会計処理が会計基準の

ベースでも譲論されているが、これは環境問題に関わる環境要素を部分的に制度会計に取

り入れたに過ぎず、会計情報の網羅性（環境責任の範囲）の視点からすると問題が存在す

る。そのため現行の環境財務会計情報だけでは、企業の環境責任を完全に明らかにするこ

とができず、環境問題の視点からするとその根本的な解決には繋がらない可能性がある。

上記のように、環境会計に関する研究は財務会計、管理会計、環境情報の開示および非

財務情報の取り扱い方法等の面で活発に行われているが、未だに環境会計情報をもって企

業の環境責任を明らかにできるところまでには至っていない。

このような問題意識から、視点を再び環境問題へ移し、そこから企業の環境責任を明ら

3 



かにできる環境会計システムはどのようなものであるべきかという疑問への解答に繋が

る示唆を得ることにする。

今日における地球環境問題が公害問題の延長線上にあるとすれば、公害問題の解決方法

から地球環境問題の解決の手掛かりを得ることができると考えられる。持続可能な地域発

展に向けた公害地域再生への理論的検討では環境被害ストックという概念が用いられて

おり、その理由は、公害によってもたらされた環境被害を直視することによって、そこか

ら浮かび上がる様々な資産のストックの再生が必要であるという考え方にある，。その環

境被害ストックには、汚染物質のストック、人的被害のストック、破壊された自然環境の

ストック、都市施設と都市構造のストックおよび地域社会の文化と地域社会の共同性の破

壊がある 10。このような環境被害ストックの中で物質的なストック側面に目を向けると、

汚染物質のストック、破壊された自然環境のストックおよび都市施設と都市構造のストッ

クを捉えることができるが、これらのストックは下記のように解釈されている。

汚染物質のストックの中には「ストック型汚染」と呼ばれるものがあり、「ストック型

汚染」の被害を緩和し、環境を再生するためには、被害の原因となる汚染物質のストック

の存在を認識し、その削減と浄化を行う必要がある 11。また、破壊された自然環境のスト

ックは人間活動によって生態系の機能が破壊された状態を指し、破壊された自然環境スト

ックからは、人間が享受してきた様々な人間の生活に不可欠な自然的サービスが部分的に

供給されなくなることから、自然的サービスを供給する自然環境のストックを健全な状態

に維持・再生することが重要な課題となる。都市施設と都市構造のストックは本来、生活

の質の向上に資する生産・消費活動のためのストックであるが、そのストックの存在によ

り、生活の質が低下されるか、または直接的な被害を蒙ることがある 12。例えば、都市部

を貫通する高速道路のような人工構造物をその例として挙げることができる。

そして、環境被害ストック概念は、「環境被害」と「ストック」という二つの要素から

構成される。「環境被害」は、物質的環境（自然環境や社会的インフラ）に加えて、非物

質的環境（地域の文化や社会関係という人々の生活環境を構成する重要な要素）の破壊を

意味し、公害・環境問題における出発点となる被害である。「フロー対策」が主に公害規
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制や資源リサイクルなどの環境政策に関連するのに対して、「ストック対策」は環境被害

のストックを除去・修復・復元・再生させることを意味するので、公害地域再生において

ストック概念は鍵概念として認識される。しかし、公害地域再生をいかに進めるべきかと

いう指針との関係で環境被害ストックを把握するためには、むしろ以下の五つに分類され

る「環境ストック」の破壊・劣化として理解する方が望ましいとされる 13 0 

第 1は、自然環境のストックである。自然環境のストックは、それが生態系システムと

してもっている回復力を超える破壊・劣化が生じるとフロー供給能力を失い、人間の社会

経済活動の基礎的な条件が失われることになる。

第 2は、人的ストックである。自然環境ストックの破壊・劣化に起因する人的ストック

の破壊・劣化は個人のもつ様々な能力を低下させ、延いては地域社会の生産力を低下させ

る。

第 3は、社会基盤的人工構造物のストックである。人工構造物のストックは、その在り

方がほかのストック（例えば、人的ストックと自然環境ストック）を破壊しないように、

蓄積•利用されるべきものである。

第 4は、文化的ストックである。文化的ストックはそれ自身が生活の質に直接的に関わ

るものであると同時に、人々の行動様式や集団の意思決定に影響することを通じて生活の

質を左右する。

第 5は、社会関係ストックである。社会関係ストックは文化的ストックと人的ストック

とそれぞれ重複する部分をもっており、公害によって破壊されるストックであると同時に、

公害を発生・拡大させるストックとなることもある。

つまり、公害地域再生で環境被害ストック概念を利用することは、公害地域における再

生させるべきものとは何であろうかという公害地域再生の目標を明確にすることに繋が

るのに対して、環境ストック概念を利用することは環境被害ストックという結果を招いた

原因を特定し、公害地域再生における具体的な対処方法を立てることに繋がる。この環境

被害ストックと環境ストックの関係は図 lで読み取ることができる。

このように、環境被害ストックを環境ストックの破壊・劣化の結果として捉えることで、
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被害とその原因・加害構造・解決過程を環境ストックの管理問題として統一的に理解する

ことが可能になると同時に、公害地域再生を持続可能な地域発展と共通の基盤で議論する

ことができるようになる 14 0 

図1.環境被害ストックの形成と生活の質の低下

社会関係ストッ

出典：清水万由子「く書評論文＞公害地域再生の環境学」罪悌北公共政策』第29巻第 1号 Gm巻第41号），2007年，147ページ

を見て著者偕図。

そして公害地域再生のためには、それぞれの環境ストックが一般的にどのような機能、

性質および相互関係をもっているのかを分析することが必要であるが、自然環境ストック、

人的ストック、人工構造物ストック、文化的ストックおよび社会関係ストックを、それぞ

れ、自然資本、人的資本、人工資本（あるいは社会資本）、文化資本および社会関係資本

などというように資本概念を用いて定式化する議論もある 15。したがって、自然環境スト

ックと自然資本は内容および機能的な側面において同等のものであると理解することが

できる。

また、自然環境は人間活動の基礎的条件である環境と主に経済活動において利用される

資源に区分され、このような自然環境ストック（自然資本）から引き出されるフローのう

ち、環境は人間が生存•生活する上で不可欠なサービスを提供する。資源は経済活動に用

いられることを通じて生活の質に影響を与えているがゆえに、自然環境のストックは、そ
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れが生態系システムとしてもっている回復力を超える破壊・劣化（自然資本に限度を超え

る目減り）が生じると、フロー供給能力を失い、人間の社会経済活動の基礎的条件が失わ

れることになる 16。換言すれば、公害地域再生における諸環境ストックの中で自然環境ス

トック 17に焦点を当てることは、自然資本のフローとストックに焦点を当てるのと同じこ

とになる。企業のレベルでは、企業による環境活動を今日の環境負荷のフロー対策型活動

から、環境負荷のストック対策型活動へと移行させ、環境負荷のストックを減らす形で、

自然資本の復元活動（自然界における物量アンバランスの解消）へと活動内容を昇華させ

ることにより、地球環境問題の解決に貢献できることになる。なぜなら、今日の企業によ

る環境活動は排出基準内に環境負荷のフローを抑え込むことによってある程度の成果を

挙げているが、それでも環境負荷のフローは依然として自然界にストックとして蓄積され

続けているので、やがて環境負荷のストックが限界値を超えて重大な問題となる可能性を

否定できないという意味では、環境負荷のストックを問題にする必要がある。換言すれば、

公害地域再生にはストック概念である資本概念の拡張が必要になり、地球環境問題の解決

における手掛かりも企業活動と自然資本の関わりに対する認識から得られると考えられ

る。

資本主義経済社会の中では、資本が何らかの収益をもたらすことを期待して生産（およ

びサービス）過程に投じられ、市場における無限の交換過程と資本蓄積サイクルの一環を

担う資源として理解されていることからすると 1尺資本主義経済社会における貨幣資本の

循環過程の中に自然資本を取り込む形で、自然資本の循環を形成する必要がある。この必

要性は、「リオ+20」地球サミットの『自然資本宣言』 19で確認することができ、そこで

は自然資本の重要性について次のように述べている。

自然資本は地球の自然財産（士壌、大気、水、植物相、動物相）から成り、それらに

起因する生態系サービスによって人間の生活は成り立っている。自然資本からの生態系

サービスは年間何兆ドルもの価値を生み出しており、食物、繊維、水、健康、エネルギ

ー、気候保全、そのほかあらゆる不可欠なサービスを構成している。しかしながら、こ

れら生態系サービスだけでなく、それを提供する自然資本のストックも、社会資本や金



融資本と比べて適切に価値評価されていない。我々の健康に必要不可欠であるにもかか

わらず、その日常使用は今日の経済システムの中でも、殆ど見過ごされたままである。

このような自然資本の使用は持続可能ではない。民間も政府も我々全てが、自然資本の

使用について認識を深め、今日および将来の経済成長と人類の健康の維持にかかる真の

コストを認識しなければならない20 0 

このような問題意識から、自然資本を資本主義経済社会における貨幣資本の循環過程の

中に取り込むためのヒントを得る目的で、さらに自然資本と貨幣資本の関係を検討するこ

とにする。また、この検討に入る前に自然資本と貨幣資本の関係の全体像を捉えるために

社会と自然資本の相関関係に関する説明を試みる。

自然資本は再生可能資源、再生不可能資源および生態系サービスのフロー (flowof 

ecosystem services)を社会に提供する自然資産のストック (stockof natural assets) 

を言い、自然資産には非生物資産（化石燃料、鉱物、金属等）と生物性資産（生態系サー

ビスのフローを提供する生態系）がある 21。ここで注意しなければならないことは、自然

資本はストック概念であり、そのストックによって社会への資源（枯渇性・非枯渇性）と

生態系サービスのフローが維持されているということである。この自然資本と社会の相関

関係は図 2のように示すことができる。

図2で示したように、社会の発展は自然資本への負荷を相対的に増大する傾向（社会 I

⇒社会1I⇒社会ill)にあり、その結果として、自然資本は社会の発展に伴って相対的に縮

小する傾向（自然資本 I⇒自然資本1I⇒自然資本ill) にある 22 0 

自然資本 Iと社会 Iの場合、自然資本 Iが社会に提供可能なサービスの量 (a+b+c) は

社会 Iの需要量 (A) を大きく上回っており、自然資本の存在を完全に無視しても社会は

良好な状態を維持することができる（状態 I)。

自然資本1Iと社会1Iの場合、自然資本1Iが社会に提供可能なサービスの量 (a+b) は、

自然の自浄能力が有効に機能する範囲内であれば、社会1Iの需要量 (A+B) を満たすこと

ができる状態ーすなわち、自然資本の存在を完全に無視することができない状態ーにある

（状態II)。
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自然資本mと社会mの場合、自然資本mが社会に提供可能なサービスの量 (a)が社会

mの需要量 (A+B+C) を多く下回っており、自然資本の不足を人工的に補う必要がある状

態にある（状態m)。

図2. 自然資本と社会の相関関係

社会m

G→W→ (Pm, A, 環境費用）……P→W' → G' 

企業の環境責任（環境負債）

社会II I → 

G→W→ (Pm, A, 環境費用）……P→W' → G' 

企業の環境責任（環境費用）

社会 I

G→州→(Pm, A)巡…..p→ W' → G' 

企業の環境責任（皆無）

→ 

財 の希少性 環境破壊 持続可能性危機

社会が必要とする自然資本のサービス量

c
 

自然資本m

自然資本II ← 

自然資本 I

出典：著者作成 ※ Pmは生産手段、 Aは労働力を意味する。

，
 



自然資本の視点からすれば、状態 Iでは財の希少性というフィルターを通して自然資本

の一部が経済財として企業資本に組み込まれる。しかし、社会にとって自由財の性質をも

つ自然資本の有用性は無視される。結果的に、財の希少性というフィルターを通して自然

資本の一部が積極的に資本循環過程に組み込まれることになる。

状態1Iでは、財の希少性というフィルターを通して自然資本の一部が経済財として企業

資本に組み込まれるだけでなく、次第に公害という現象が社会問題として取り上げられる

ようになる。換言すれば、自然資本が社会にもたらす積極的な効用に基づいた経済財の認

識ではなく、自然資本によるサービス量の一時的な不足がもたらす負の効用を通した自然

資本の消極的な認識により、環境破壊という別のフィルターが用意されて環境費用の存在

が社会的に認知され、原状回復義務が資本循環過程に組み込まれることになる。これは、

結果的に、これまで自由財として認識してきた自然資本の経済財化、それも消極的な経済

財化を意味する。

状態mでは、財の希少性および環境破壊というフィルターを通して自然資本が企業資本

に組み込まれる以外に、持続可能性危機というさらに別のフィルターが用意されなければ

ならない。なぜなら、この場合には自然資本によるサービス量の一時的な不足による環境

破壊だけではなく、自然資本のストックそのものの常態的な不足による社会の持続可能性

の問題が浮上してくるからである。したがって、自然資本の劣化・不足 (B+C)の問題は、

環境破壊と持続可能性危機という自然資本の消極的認識ーすなわち、環境費用および環境

負債ーに基づいた企業および社会の環境責任の追及を通して明らかにする以外に解決の

方法はない。

上記の三つの状態を勘案して明言できるのは、財の希少性というフィルターを通して自

然資本の一部が経済財として企業資本に組み込まれているだけであり、自然資本の真の経

済価値は資本循環に組み込まれることはなく、希少な資源が製品（商品）の利用価値を伝

るための媒体として評価されているに過ぎないということである。換言すれば、自然

資本のストックとそれによるフローの価値が、今日の経済システムの中では部分的にしか

認識されていないことを意味する。そして、企業の環境責任もそれが問われない段階から、
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環境費用の認識を必要とする段階を経て、環境負債の認識を必要とする段階にまで拡大し

ていることが分かる。

以上の議論を踏まえて自然資本と企業資本の関係について検討に入ることにする。ここ

では、便宜上、製造企業に投入される原材料（自然資本によるフロー）に焦点を当てる形

で譲論を進めていく。製造企業における資本の価値増殖は、企業活動を通じて、貨幣資本

から生産資本へ、さらに生産資本から商品資本へと転化され、その商品資本が投下資本の

回収余剰（利益）と共に再び貨幣資本へと転化されるという一連の経済事象（資本循環過程）

として表される。貨幣資本から生産資本へ転化する過程で貨幣資本は生産手段（原材料を

含む）と労働力（生産資本）に転化するが、生産資本から商品資本へ転化する過程では、

前貸しされた貨幣資本（生産手段＋労働力＝生産資本）に加えて新たに創出される製品の

利用価値（人間が必要とするサービス＝付加価値）が生産資本に上乗せされ商品資本とな

る。したがって、生産資本から商品資本へ転化する過程では単なる転化ではなく、実質的

な貨幣資本の増殖（製品利用価値の高度化）が行われる。そして、その商品資本が再び貨

幣資本へと転化すること（製品の販売）により、結果的に貨幣資本の増殖の循環を形成す

る。この循環過程の中で生産資本と商品資本は一時的に貨幣形態を離脱するが、企業会計

による会計情報の提供は貨幣形態による計算結果に基づくので、企業会計は貨幣資本の増

減変化をもたらす生産資本と商品資本のフローとストックに関する情報を会計情報（貨幣

形態）として構築し、その情報開示によって利害関係者に対する意思決定有用性に貢献し

ていると理解することができる。換言すれば、企業会計は資本循環過程を資金の循環過程

（資金の投下過程と資金の回収過程）として捉えるため、会計情報からは貨幣資本の増減

変化に伴う生産資本と商品資本への転化状態の確認が可能になる。したがって、企業会計

では、貸借対照表の貸方において、請求権の優先劣後関係の表示と利益計算の基礎の提供

といった観点から負債と資本を明確に区分することが重視されてきた一方で、資金の循環

過程の観点から資本を資産と負債の差額概念として捉える見方が国際的にみても現在は

有力である 23 0 

ここで、資本循環過程を貨幣資本の転化における諸局面（資金の循環過程）という視点か
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ら捉えると、貸借対照表の貸方は貨幣資本の調達源泉を、そして借方は貨幣資本の運用結

果（生産資本と商品資本への転化状態）をそれぞれ表していると見倣すことができる。そ

して、損益計算書は貨幣資本の運用経過を表していると見倣すことができる。例えば、原

材料を購入する場合は貸借対照表で生産資本の増加と貨幣資本の減少として貨幣資本か

ら生産資本への転化を表し、従業員の給料を支払う場合は損益計算書によって労働力の獲

得として貨幣資本から生産資本への転化を表す。また、従業員の給料が労務費として製品

に賦課される場合は生産資本から商品資本（貸借対照表の借方における棚卸資産）への転

化として捉えることができる。製品が販売される場合は、損益計算書の貸方では貨幣資本

の増加を、そして貸借対照表の借方では商品資本から貨幣資本への転化を表す。この認識

を前提として、ここからの議論では、企業会計の視点から、資源提供能力と生態系サービ

ス能力によって具現化される自然資本の貨幣価値と企業の貨幣資本との関わり方（自然資

本と企業会計の関係）を探ることにする。

自然資本によるフローの一部（資源）は企業の貨幣資本から、生産手段という形で生産

資本へと転化されるというのが一般的な認識であるが、現状では資源の貨幣価値は財の希

少性フィルターだけを通して決まることから、生産資本へ転化するのは資源自体の貨幣価

値ではない。つまり、資源は原材料という形で、それに見込まれている利用価値を伝達す

る媒体的な役割を果たしているに過ぎない。これは、原材料から製品へという物質的な流

れと、その製品の利用価値によるサービスを人間が享受し、寿命を終えた製品が廃棄され

るという循環を見れば容易に理解することができる。例えば、車を購入するという行動は、

車の移動手段としての利用価値を見込んでの行動であり、決して物質的な存在としての車

そのもの自体を必要としての行動ではない。寿命を終えて廃車となる車には殆ど製品本来

の貨幣価値が付かないばかりではなく、適切に処分されない場合には自然環境に悪影響を

与えることになる。また、枯渇性資源が車の製造に使用されている場合には不適切な廃車

処分は持続可能性を阻害する原因にも成り得る。換言すれば、財の希少性フィルターだけ

を適用する場合、企業会計は生産・消費活動を通して発生する副産物が自然に悪影響を与

えている事実を把握しないまま、生産資本から商品資本への転化過程を表示することにな
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る。その結果として公害のような環境問題が引き起こされ、初めて環境破壊フィルターの

追加適用が必要になる。さらに持続可能性の視点からすると持続可能性危機フィルター

（リサイクル、再生可能エネルギー、水の循環使用）を追加する必要がある。しかし、貨

幣資本の循環で財の希少性フィルターだけが適用されることは企業活動が資源自体の質

に及ぼした悪影響の除去（原状回復）のための貨幣資本が貨幣資本の循環から除外される

ことを意味する。さらに、自然資本の生態系サービス能力によるサービスは人間活動の基

盤を成すことから、人間活動の一側面（企業活動）を間接的に表す貨幣資本の転化の諸局

面においても全面的に自然資本の生態系サービスのサポートを受けているにも拘らず、こ

の自然資本のサービスも貨幣資本の転化の過程にまったく加わることはない。一言で言え

ば、貨幣資本の循環に乗る資源を表す貨幣資本は資源自体の価値を過小評価した貨幣資本

であり、この場合の資源は製品の利用価値（人間が必要とするサービスの質・量の評価額）

を伝達するための媒体的な存在としてしか認識されておらず、資源自体の質的価値と生態

系サービスを提供する自然資本の質的価値は貨幣資本に転化されることはない。つまり、

貨幣資本の視点からすれば、資源は貨幣資本の諸局面を貫く転化過程での媒体的な存在に

はなるが、この媒体自体の質的価値（環境破壊フィルターと持続可能性危機フィルターを

追加適用した場合の資源を表す貨幣資本）が貨幣資本の循環に乗ることはないし、生態系

サービスを提供する自然資本は最初から無視されていると言わざるを得ない。仮に、この

媒体自体の質的価値が生産資本に転化されるとすれば、資源を表す貨幣資本の量はその媒

体のリサイクルに必要な貨幣額とほぼ等しくなる。リサイクルが徹底的に行われていない

現状を勘案すると、貨幣資本の循環に乗れない自然資本は、物質の側面からすると廃棄ヘ

の一途を辿らざるを得ないし、そこには本当の意味での自然資本を表す貨幣資本の循環は

存在しない。

このような認識から、企業会計において自然資本から貨幣資本への転化が適切に行われ

ていないという事実の説明を資産除去債務の視点から試みる。

資産除去費用の資産性を会計理論的に説明することは不可能であるが、それは資産除去

時までに資産除去債務に相当する額を内部留保するための会計技術的な措置であると理
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解することができる。環境負荷の事後的な処理を目的とする内部留保という意味からする

と積極性をもたないが、資金準備の意味からすると意味を有する。なぜなら、企業の環境

活動は費用の発生を伴うものであるがゆえに、資金準備ができていない状態が即座に環境

活動を行うことにおける障壁となる可能性があるからである。仮に、企業会計において自

然資本から貨幣資本への転化が最初の段階から行われてきたとすると、資源のリサイクル

が徹底的に行われていない現状を勘案すれば、資源のリサイクルに必要な貨幣資本が企業

内部に留保されたはずである。しかし、資源をリサイクルするための費用（貨幣資本の不

足）がネックとなって、その環境活動の障壁となっているのが現状である。換言すれば、

殆どの企業では環境活動を行うための費用が企業経営上の暗雲として漂っている。これは、

企業会計において資源をリサイクルするための貨幣資本の留保が行われていないことに

対する反証になる。

しかし、資本主義経済社会の中で上記のような貨幣資本のうちに自然資本を認識する経

済システムが確立されたとしても、企業会計は企業の実態を把握することにあり、会計の

本質はあくまでも個別企業による個別t青報の開示にあるので、特定企業の活動が環境にど

のような影響を与えているかを表すための会計情報が必要であり、それは事後的な評価に

ならざるを得ない。環境問題の原因が自然資本の欠損にあるという認識の下で、自然資本

の視点から企業活動を鑑みると、企業活動によって既に発生している自然資本欠損に対す

る補填義務が未履行の状態にあるということは、企業活動の成立の前提条件に問題があっ

たことを意味する。企業資本充実の原則に準ずれば、会計的には企業資本充実の欠如（末

認識ないし末払込資本の存在＝自然資本の欠損）として捉えることができる。しかし、自

然資本の本質はその外部性にあり、それ自体を会計的に直接認識することはできない。そ

のため、企業は企業活動による環境破壊という現象を通して自然資本の質的価値が低下し

ことを事後的に認識し、その原状回復義務を負うことになる。つまり、企業会計上の自

己資本と自然資本との共生が成り立っている場合には、企業会計上の自己資本は何の修正

も必要としないが、その関係が崩れて環境破壊という現象がみられると、それは企業会計

上の自己資本の運用結果によるものと理解することができる。この理解からすると、企業
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会計上の自己資本の質が問われることになり、自己資本の名目価値を実質価値に評価替え

する必要が出てくるが、会計的には企業の環境責任（環境負債）として自然資本の原状回

復義務を財務諸表に表示するという消極的な表現にならざるを得ない。換言すれば、資本

主義市場経済が自然資本を認識しない現段階で、企業会計上に自然資本を貨幣資本として

表示するためには、自然資本の維持を可能にするために必要な措置が企業によってなされ

ているか否かを明らかにすることが必要になるが、その判断は企業の環境活動による環境

破壊を通して環境負債という形でなさざるを得ないし、それは貨幣資本（自己資本）に対

する質的評価を意味していることから、環境破壊に対する原状回復の必要度を示すために

資本の相殺的評価勘定の設定が必要になる。つまり、会計的に企業の環境責任を表すため

には、環境負債の認識を通して企業資本に対する質的評価という形で企業活動による自然

資本の欠損を表示せざるを得ないので、そのための機能が環境会計システムに要求される。

しかし、現行環境会計システムは「企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良

好な関係を保ちつつ環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的と

して、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を可能な

限り定量的（貨幣単位又は物量単位で表示）に把握（測定）し、分析し、公表するための

仕組み24」を指しており、環境保全対策（環境保全のための投資額および費用額）が意図

した社会的効果（環境保全効果）と環境保全対策に伴う内部的な経済効果（環境保全対策

に伴う経済効果）を対象とするところに特徴がある。換言すれば、現行環境会計システム

は環境保全対策がもたらす財務パフォーマンス（環境保全費用と環境保全対策に伴い企業

等に還元される経済効果）と環境パフォーマンス（環境保全対策による環境保全効果）を

体系的に整理する仕組みとして捉えることができる。したがって、現行環境会計システム

では、その対象範囲が環境保全費用対環境保全効果分析に限定されており、環境問題およ

び持続可能性危機発生の根本的な原因となっている環境保全対策ではカバーできなかっ

た環境負荷の経年累積（環境負荷累計）については何ら言及されていない。つまり企業の

立場からすれば、現行環境会計システムの環境パフォーマンスにおける環境保全効果は企

業が現に果たした環境責任に対する説明に過ぎず、それは企業が負うべき環境責任の一部
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に過ぎない。これは、フロー、「青報に基づいて、企業努力の成果だけを問題にするフロー型

環境会計システムとしての現行環境会計システムがもつ欠点である。

現行環境会計システムに対して、本論文で提示する環境会計システム（ストック型環境

会計システム）は環境保全対策ではカバーできなかった環境負荷の経年累積（環境負荷累

計）を企業が負うべき環境責任として位置付けている点に最大の特徴がある。この環境会

計システムの特徴は、環境負荷のフロー計算から環境負荷のストックを算定し、その環境

負荷のストックをなくすために必要な貨幣資本の量を環境負債として企業会計に組み込

み、この環境負債に等しい貨幣資本（原状回復に必要な自然資本への投資額）を企業会計

における自己資本の目減りとして表すところにある。したがって、企業の原状回復義務を

自己資本の質に対する相殺的評価勘定である末払込環境資本金勘定で表すことができる

「環境会計システム」の再構築が必要になる。この環境会計システムは、環境負債の認識

を手段とし、企業の自己資本の質に対する評価を通じて自然資本の欠損を表すことによっ

て再構築される。つまり、資本概念の拡大を通して企業会計を見直さない限り、現行環境

会計システムにおける諸問題の本質的な解決はない。換言すれば、企業活動よる自然資本

の欠損を会計情報として表すことが、企業の環境責任を明らかにすることに繋がる。これ

は、ストック情報に基づいて、企業努力が及ばなかった部分を問題にするストック型環境

会計システムとしての環境会計がもつ特徴である。

環境破壊あるいは持続可能性危機の原因が自然資本というストックの相対的な不足に

あるという認識からすれば、企業努力の成果を表すことに主眼を置くフロー型環境会計シ

ステムをもって企業の環境責任を明らかにすることができないのは一目瞭然のことであ

り、企業の環境責任を明らかにするためにはストック型環境会計システムが必要である。

ここにフロー型環境会計システムからストック型環境会計システムヘと環境会計システ

ムの主軸を移行する必要性を見出すことができる。

本論文は、環境会計情報をもって企業の環境責任を明らかにするためにはその開示の制

度化を避けて通れないという問題意識の下で、企業活動に関わる全般的な物量情報を基盤

とした貨幣情報（環境負債）を現行制度会計に組み入れる形での環境会計システム（スト
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ック型環境会計システム）の構築を目的としている。そして、企業だけに環境責任がある

という主張に反対する立場から、企業と社会がそれぞれの環境責任を果たすためには環境

活動を行うことにおける役割の分担という考え方の必要性を説き、そのような状況の中で

環境会計システムが果たし得る機能的役割について考察を試みる。

2. 研究の方法および範囲

本研究は環境会計に関する資料および国内外の文献等を参考にし、従来の研究業績の分

析・評価を通して、研究における問題点を指摘し、かつ有意義であると考えられる研究成

果についてはそれを積極的に活用する形で議論の中に取り入れる。換言すれば、既存の研

究成果を批判的・選択的に引き継ぎながら企業の環境責任を明らかにすることができる

新的な環境会計システムの再構築を図る。

企業の環境責任を明らかにすることができる環境会計システムの欠如を問題意識とす

る立場からすれば、議論の前提として企業の環境責任はいかなるものであるかを明白にし

なければならない。そのため、まず、現行環境会計の理論的根拠について考察する。次に、

現行の環境財務会計、環境会計および環境管理会計によって作成される環境情報と制度

的・非制度的に開示が求められている環境関連情報を分析することによって、従来の企業

が開示している環境関連情報をもってその環境責任を明らかにすることができないこと

を証明する。最後に、環境会計システムの情報基盤を物量情報に置くべきであるという観

点から、その物量情報の取褥方法を提示し、その物量情報に基づいた貨幣情報を環境負債

として自然資本の欠損を表す形で現行制度会計へ取り込む方法を探る。換言すれば、現行

環境会計システムに関連する理論的な面と実務的な面における研究成果への検討を踏ま

えてストック型環境会計システムを具現化することになり、その具現化には物量情報と貨

幣情報を跨る検討が必要になる。したがって、本研究の範囲は財務会計、環境会計、環境

管理会計および非財務的t青報（物量情報）を含む広範なものになる。

環境会計に関する研究は英語圏を中心とした先進諸国で萌芽しかつ活発に行われてお
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り、日本における環境会計の研究はやや出遅れ気味であるが、逆に、前者による研究成果

を批判的に受け継ぎ、さらに発展させてきた日本における諸研究成果は輝かしいものがあ

り、ある意味で世界的にも先進レベルの研究業績が蓄積されていると見倣すことができる。

世界的にも先進レベルの研究成果を誇り、言語上でも解読しやすい文献を研究に用いられ

ることは、日本で研究を行う立場からすれば幸いなことである。

3. 研究の構成

本論文の構成は、下記のようである。

序章では、まず問題意識の提起を踏まえて研究目的を明確にする。次に、研究の方法、

範囲および構成について述べている。

第 1章では、現行環境会計の理論的根拠について、社会的アカウンタビリティ、意思決

定有用性および正統性の視点から検討を行い、自然資本の欠損という視点から、それぞれ

の理論における問題点を指摘し、負債認識の拡張に環境会計システム成立の理論的根拠を

置くべきであることを述べる。

第2章では、現に制度会計に組み込まれている環境財務会計と非制度会計における計算

書体系としての現行環境会計について考察し、それぞれの領域における環境会計情報の範

囲について検討する。その結果として、現行会計システムでは部分的な環境責任しか捉え

ていないことを指摘し、全体的な環境責任を示すためにストック情報の変動に関する会計

情報、すなわち負債の拡張認識による環境会計情報の創出の必要性について述べる。

第3章では、環境会計システムの情報基盤を物量情報に置くべきであるという観点から、

企業の営業活動全体に関わる物量情報を現行環境管理会計システムから抽出することが

できるか否かについて検討している。検討の結果として、 MFCAとLCAの部分的な統合に

ついて提案を行い、その部分的な統合によって、現行環境管理会計システムから環境会計

システムの情報基盤となる物量情報を取得することが可能であることを明らかにする。

第 1章から第 3章までの議論を通じて、環境会計システムを再構築するための準備が整
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った段階で、第 5章で提示することになっている環境会計システムが実用性をもっために

は、環境会計システムが道具としての存続条件を満たす必要があることを指摘し、第 4

の議論ー道具の存続条件を念頭に置きながら、環境会計システムの存続条件に焦点を当て

る講論ーを加えることにする。

第4章では、企業の環境責任を明らかにするための道具として環境会計システムを位置

付ける場合、道具としての環境会計システムに付与された機能、その利用目的およびその

実際の利用を環境会計システムの存続条件として挙げ、企業の環境責任を明らかにすると

いう利用目的の観点から環境会計システムの存続に関する議論を展開する。

第5章では、企業が開示する環境会計情報をもって企業の環境責任を明らかにするとい

う環境会計システムがもつべき基本的な機能的な役割に焦点を当てながら、その機能的な

役割を果たし得る環境会計システムの姿を描き出す。そして、持続可能性の本質を明らか

にし、社会の環境責任という考え方を提起する。社会の環境責任について言及する理由は、

現実問題として企業だけの力でその環境責任を完全に果たすことが不可能であるという

認識にあり、したがって企業と社会がそれぞれの環境責任を果たすために役割の分担をす

ることが必要であることを述べる。

第6章では、地球環境問題における環境責任は企業を含む社会全体が負うべき責任であ

るという観点から、環境税を社会がその環境責任を負うための手段として位置付け、社会

全体が環境責任を果たす過程において社会構成員のそれぞれが果たすべき役割とその役

割に基づく相互関係を明らかにし、そのような状況の中で環境会計システムが果たす機能

的な役割について述べる。

結章では、現行環境会計システムに関するそれぞれの章の議論を踏まえて環境会計シス

テムの展望と課題について簡単に述べる。

なお、本論文の構成をフローチャートで表すと、次の頁の図 3のようになる。
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第 1章 環境会計成立の理論的根拠

持続的発展を目的とする今日の企業には伝統的アカウンタビリティの解除以外に社会

的アカウンタビリティの解除が責務として課せられている。企業の社会関連報告は企業が

利潤の獲得以外に社会的にどのような活動を行ったかを報告するものであるが、その報告

の主な内容は企業の社会業績(socialperformance)となり、その社会業績に共通するもの

は企業の株主や出資者に対する業績以外に、賃金給与や労働条件を中心とする労働問題、

地域社会への貢献問題、環境保護問題および消費者保護問題を主たる対象領域とするもの

であるしこれらの目標に対する企業の業績を問題とすることが、社会的要請に企業が応

える要件となる凡

本章の目的は、環境問題の根本的な原因は自然資本の欠損にあるという問題意識から、

現行環境会計の理論的根拠について、上記の社会的アカウンタビリティ理論以外に意思決

定有用性と正統性という二つの理論からの考察を行い、三つのそれぞれの理論における問

題点を指摘することにある。

第 1節 社会的アカウンタビリティの視点からの環境会計

第 1項 会計制度を理解する上で必要な理論的基礎

向山は現在の会計制度を理解する上で、その理論的基礎として、会計責任（アカウンタ

ビリティ）のための会計、情報提供機能としての会計（情報会計）および制度化された会

計のもつ性格ーすなわち、企業に対する社会的な規制作用・監視機能（社会的統制手段

corporate consensus)一の存在を指摘し、社会的アカウンタビリティ、社会関連情報の

提供機能および社会的統制手段という三つの視点から社会関連報告の理論的根拠につい

て検討している叫

まず、向山によれば社会的アカウンタビリティを主張する見解は『コーポレート・レポ

ート』にみられ、その基本的な姿勢は、法律や規則によって要求されているか否かに関わ

らず、暗黙のうちに、規模あるいは法的形態からみて重要であると考えられるいかなる経
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済実体にも、公に報告する義務が存在するというものである文ここで公的アカウンタビ

リティ (publicaccountability) と名付けられている責任は、法律上の義務から離れ、

かつ法律上の義務より範囲が広く、その根拠として社会において経済実体が果たしている

広義の保管的役割 (custodialrole)が取り上げられている尺この保管的役割は、財産

の保全・管理という財務的性格をもつ株主との受託責任関係よりも広く、人的資産（対従

業員関係）・エネルギーや自然保護（対環境）・社会資本（対一般大衆）など財務的資産に

は必ずしも属さない財産の管理をも含む広義のものである凡利害関係が錯綜している現

代企業は、多様な成文化されておらず、また財務的に規定できない契約関係も有している

とする Gray等の見解汀こ基づいて、向山は広義の保管的役割を委託一受託財産の概念とし

て拡張させることによって社会的アカウンタビリティを見出すことができるとし、さらに、

プリンシパルとエージェントの間の契約関係の中に社会的アカウンタビリティを見出す

見解では、財務的契約による株主と取締役（経営者）の間のプリンシパルとエージェント

関係だけでなく、プリンシパルとエージェントの間の契約関係における権利と義務の関係

には財務会計的責任のみならず非財務的責任をも内包する社会的アカウンタビリティが

あると述べている凡このように、向山は社会関連会計における社会的アカウンタビリテ

ィ概念は、その遂行の結果として社会関連報告を位置付ける場合、企業の経済的・社会的

影響力の増大を前提として、①受託責任そのものを拡大解釈し、委託財産概念を拡張する

ことにより、委託一受託関係を基にして企業の果たす広義の保管的役割から社会関連報告

を理解するか、あるいは②対株主に代表される伝統的会計責任の財務的契約から企業と利

害関係者との財務的・非財務的契約へと契約概念を拡張し、そこから生起する免責の手段

として社会関連報告を位置付けるかのいずれかであると捉えることができると述べてい

る凡つまり、向山は社会的アカウンタビリティが受託責任の拡張と非財務的契約関係の

双方から生まれるものであるとする。

次に、向山ばt青報会計論について、社会関連情報を投資家に限定されない各利害関係者

の意思決定への有用な情報の提供と捉えながら、情報の送り手と受け手という観点から、

社会関連情報の開示は、本来的には自主的開示として生起したことを考えれば、環境に対
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して積極的に働き掛け、環境を内部化しようとする企業の意識の発見、機会訴訟コストの

削減等の順応的というよりはむしろ反作用的な公的な批判に対するカウンター戦略の傾

向にあるとしている 10。さらに、社会的統制の視点からすれば、企業の社会関連報告が各

利害関係者によって強制される場合、逆に企業は社会関連報告を用いて各利害関係者に対

して間接的な統制を行う目的で、企業には自主的開示の動き（すなわち、企業からのカウ

ンター戦略）が起こったと考えられている 11。したがって、自主的開示を共通点とする情

報会計論と社会的統制の議論は正統性の議論に帰結する。

上記のように、向山は社会関連報告に関して、①社会的アカウンタビリティの権利一義

務の関係を基礎として、企業と各利害関係者、延いては各利害関係者間の利害調整を求め

る立場、②t青報会計論による利用者志向、さらには正統性に基づいた作成者側からの積極

的な働き掛けに基づき、企業の側からの自主的開示を政治・経済的視点から分析する立場

および③社会的統制の観点に立ち、社会関連報告を社会の側から企業を監視・統制してい

く手段とみる立場から理論的基礎をそれぞれ確立することができるとしている 12。そして、

アカウンタビリティが法律的なコンテクストの下で企業と社会との間に合意・承認を形成

するプロセスであるのに対して、社会関連報告は法規範を超えたところでの企業側から合

意・承認を形成しようとするプロセスであると捉え、そこでは社会の側からの要請・意識

を高めることが重要であり、双方からの接近が社会関連報告の理論化に必要であると指摘

している口さらに、向山によれば、アカウンタビリティの遂行は、企業にとっては正統

性の証明の手段でもある点が重要であり、環境が変化し、それまでの行動規範では対処し

切れなくなった時、企業組織は自らの正当性を社会に向かって主張し、社会に承認を求め

る立場に立つことになり、この立場から企業組織の社会関連情報開示を検討すれば、それ

は揺るぎかけた社会とのバランスを修復し、社会からの有形・無形の新たな承認を得る活

動であると理解することができるとしている 14。このことから、企業と社会の双方向から

社会的アカウンタビリティヘの接近に社会関連報告の理論化を求めることは、企業が誰の

物であるか、誰のために報告を行うかという会計主体論争に帰結すると推測でき、その意

味では、次に検討する小川の会計主体論からの社会的アカウンタビリティに関する講論に
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賛同することができる。そして、社会関連情報の開示における社会的アカウンタビリティ

を企業と社会のバランスを修復し、社会からの承認を得る活動と理解することは、会計主

体論争における企業制度論に立脚した議論の延長線上にあるものと理解することができ

る。

さらに、向山は環境情報開示を説明する概念として、アカウンタビリティと正統性につ

いて検討している。そこでは、時代の変化と共に企業と社会との関係は複雑化していると

いう現実を踏まえて、多くの利害関係者の存在を前提として自由な企業活動を基礎としな

がらも、企業活動が社会に及ぼす影響に配慮しなければならないことから、利害関係者ア

プローチにアカウンタビリティ概念を援用すれば、アカウンタビリティを意識しなければ

ならない関係は広がり、そこに社会的アカウンタビリティの概念が成立する可能性および

必要性が生じるとしている 15。そして環境情報開示に関して、少なくとも理念レベルでは

持続的発展の概念から、世代間の受託責任を意識することができるとしている。世代間の

利害調整を主張する持続的な発展は、具体的な測定構造を規定できるような操作性を有し

てはいないが、現在世代は将来世代に対して環境資本の受託責任を負っていることから、

現在世代は将来世代に対して直赦にアカウンタビリティを遂行することはできないが、環

境情報を開示することは、少なくとも将来世代への責任において指導的な役割を担わなけ

ればならないと考えている人々（例えば、環境規制主体や政府機関）に対するアカウンタ

ビリティの遂行であり、さらには将来世代への「環境資本維持」を目的として現在世代間

での相互監視のための手段として位置付けられるとする 16。さらに、そこでは権利一義務

関係への環境に対する倫理性（環境倫理）の視点を導入することが重要であると向山は指

摘している 17。そして、企業側が自ら進んでt青報開示を行い、社会に働き掛ける倫理が「正

統性(legitimacy)」を有するものであるとし、アカウンタビリティは社会の側からの情報

開示を求める論理、また正統性は企業の側から自主的に情報を開示する論理であり、そし

て環境情報開示はアカウンタビリティと正統性の理論に基づいていることから、その基礎

にある環境倫理と戦略的意思という二側面にまで遡って把握する必要があるとしている

1 8。つまり、環境情報開示におけるアカウンタビリティの範囲は環境倫理によって決めら
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れ、正統性を主張する環境情報の範囲は戦略的意思によって決められることになるが、環

境倫理を前提として戦略的意思決定が行われることを考えれば、社会と企業が認識する環

境情報の範囲に違いがあるものの、その範囲に違いがないとすれば、アカウンタビリティ

と正統性は受託責任の解除という側面では置換可能な理論であるとも言える。さらに、持

続的発展の概念に基づいた世代間の利害調整という機能を考えると、環境アカウンタビリ

ィも会計主体論における企業制度論に立脚したものであると言える。

第2項 会計主体論からの議論

小川は社会関連会計論の展開において、企業は誰のためにどのような会計情報を作成す

るのかというテーマは長い間、会計学の分野で論争されてきたが、社会関連会計を議論す

る場合も避けて通れない課題であるとし、社会的アカウンタビリティに関する議論を会計

主体論の議論から始めている 19。筆者も社会的アカウンタビリティに対する議論を、会計

主体に関する議論から始めることに賛同する立場にある。なぜなら、企業会計の主体が誰

であるかによって、企業会計が開示する会計情報が変わってくると考えるからである。会

計主体論争では会計の計算主体を所有主、企業自体および社会制度の三つに大別して論争

されてきたとする小川は、アカウンタビリティについて会計主体論の視点から次のように

纏めている。

まず、企業会計の主体は所有主であるという主張ー所有主理論(proprietarytheory) 

ーに従えば、会計情報は企業に投入された資本の成果（利益）の計算が中心で、その結果

として債権者に対する担保としての財産がどのような状態にあるかを報告することが必

要になるが、いずれにしても、企業の利益は資本主に帰属するという思考が基礎にあると

する 20。これに対して、企業主体論(entitytheory)によれば、所有主すなわち株主は単

なる資本提供者に過ぎず、経営者という専門家が登場し、株式会社を管理し、事実上の支

配をするということになり、企業は必要とする資本を企業自体の経済的合理性の観点から

判断して調達することから、ここでの特徴は、利益は企業自体に帰属するという意識が強

いことであるとする 21。したがって、小川は企業が提出する会計情報は単に企業活動の結
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果としての利益だけではなく、将来に向けての企業の収益性の推移を予測させる情報とし

ての有用性をもっとする。

次に、企業は経済全体の中に位置付けられる経済的・社会的制度であるとするいわゆる

企業制度論(enterprisetheory)によれば、資本主義体制の枠組みの中で、企業は利潤を

追求する一方で経済的・社会的富を創出し、さらに創出した富とその配分の関係を社会に

対し報告する会計責任をもつことになる 22。小川は、企業制度論は企業が利害関係者に対

し収益性を中心とした会計情報の提供を行うのではなく、それを社会的な機関として利害

関係者を含む社会全体に対して行うということから、社会関連会計への展開の第 1の萌芽

とみることができるとしている 23 0 

そして、小川は社会関連会計の萌芽とみられる第 2の動向として付加価値会計を挙げ、

この思考の基礎には、企業を現在の経済体制の中にあって社会的・経済的富を創出し、そ

れを一定の割合で社会に分配する社会的な機関として捉えるという考え方があるとする

24。その意味では、この付加価値の計算志向は会計主体論争における企業制度論とほぼ同

じ内容のものであると理解することができるとしながら、付加価値会計においては、付加

価値を多く創出した企業ほど社会的な貢献をまず第 1次的に果たしたことになり、そして

この付加価値をいかに公正に配分したかが第 2次的な貢献度測定の尺度となるとする 25 0 

したがって、社会的配分に関する情報の開示は社会関連会計システム構築の上で重要な意

味をもつことになるとされる。ここでは、向山の情報会計論は企業主体論によって、また

小川の付加価値会計論は企業制度論によって、それぞれ説明することができる会計情報に

対する主張であることを強調して置きたい。

次に、会計情報は誰のためのものであるという観点から利害関係者側に対する議論を検

討する。小川よれば、利害関係者が現代の企業会計をどのように解釈するかにおいては、

それを主張する人々が立脚している思考的基盤が問題となるが、この点について、 Gray

等は利害関係者の思考的基盤を①純粋な資本主義者(Pristine-capitalists)、②便宜主義

者(Expedients)、③社会的契約の提唱者(Proponentsof the social contract)、④社会

的エコロジスト (Socialecologists)および⑤社会主義者(Socialists)の五つのグループ
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に分類している 26。ここで、小川は企業の社会的責任を積極的に強調する立場にポイント

を置いて検討すると、特に、③社会契約の提唱者、④社会的エコロジストおよび⑤社会主

義者の三つのグループが問題となるが、中でも社会契約の提唱者と社会的エコロジストの

二つのグループは、現在の経済体制の下で企業が社会的責任にどのように対応したかを開

示する問題に積極的に取り組んでおり、特に重要な意味をもっとされる 27。つまり、社会

的契約の提唱者グループの主張は会計主体論では企業制度論に相通ずるものがあり、また、

社会的エコロジストグループの主張は環境会計の基礎を提供するものである 28。ここでの

小川の主張は、社会契約の提唱者は企業を含めたあらゆる社会制度の下では、明示的にも

暗示的にも一定の社会契約によって活動しており、特に大企業は公共的・社会的目的に合

致する限り存在意義の認められる社会的事業体であり、社会的エコロジストは特に環境問

題に憂慮し、地球規模による環境へのダメージが今後我々の生存を危うくするという危機

感に立つ人々であるという考えに基づいたものである 29と推察できる。

以上の小川の議論から、会計主体論では企業制度論の立場に、そして利害関係者の立場

からは社会的契約の提唱者と社会的エコロジストの観点に立つことにより、初めて社会的

アカウンタビリティ、ないし環境アカウンタビリティの存在を見出すことができることが

分かる。

そして、小川によれば、企業はその社会的業績を会計情報として発信することによって

社会的アカウンタビリティを解除することができ、その社会的業績というのは、経済的な

ものと非経済的なものを総合した業績を意味し、それらに共通するのは企業の株主や出資

者に対する業績以外に賃金給与や労働条件を中心とする労働問題、環境保護問題および消

費者保護問題を主たる対象領域とする点である 30。この問題には長期的な利益の確保とい

う立場からも主張がなされており、企業が利益のみを追求し社会的な要請を無視すること

は、世論の反発を招き、規制や政府の介入を誘発するに至るとする。したがって、長期的

な視点に立った場合、企業は様々な社会的業績をバランスよく追及することによって、企

業自体にとっても良い結果をもたらすことができるというのが長期的な利益追求の考え

方になるとしながら、小川はこのような社会的業績の目標や基準が不明確ではあるが、地
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球規模での環境問題の深刻化に対応して、環境原価計算、 LCC(Life Cycle Costing)お

よび LCA(Life Cycle Assessment)等の環境業績を評価する手法が開発されたとする 31 0 

つまり、社会関連会計における社会的アカウンタビリティの構成部分である環境アカウン

タビリティを解除するために環境会計が誕生したことになるが、この主張は向山の社会的

アカウンタビリティの形成における社会契約論と共通する部分がある。そして、会計主体

論から社会的アカウンタビリティヘと譲論を展開する中で、社会的アカウンタビリティを

導き出すために小川は企業制度論を支持していることが分かる。

第 3項 アカウンタビリティ構造からの議論

向山は会計制度を理解する上でその理論的基礎を出発点とし、また小川は会計主体論に

企業の社会的アカウンタビリティの根拠を求めているのに対して、山上は、現代企業が財

務的受託責任を基底に「個別的利益」を追求する「個別的存在」と社会的負託を基礎に「社

会的利益」への貢献を志向する「社会的存在」という二つの側面を同時にもつ存在である

という立場から、社会的アカウンタビリティをアカウンタビリティの構造に基づいた社会

的拡充から見出すことができるとする 32。アカウンタビリティの構造に基づいた山上の譲

論は、アカウンタビリティの原点に「所有→支配」概念を置き、アカウンタビリティの構

造を、「経済的所有→支配」（下部構造）と「法律的所有→支配」（上部構造）の交合関係

として捉え、さらに前者を、「組織的・管理的所有→支配」（組織的拡充）と「社会的・環

境的所有→支配」（社会的拡充）の重層関係として把握・位置付けるところから始まり、

次に、社会的拡充へと展開される 33 0 

山上は、企業・現代企業は「所有関係」、さらに規定的には「経済的所有関係」（実体）

として存立し、このような「契約関係」は、制度的には「法律的契約関係」（形式）とし

て形式化され、アカウンタビリティは前者を基礎として後者が成立するという交合関係に

あり、「法律的契約関係」からみると、アカウンタビリティは、「価値観・パラダイム」を

原点に、契約強度を識別基準として成立するとする”。すなわち、「価値観→倫理・道徳

→法律・制度」という契約強度を基準に、固い契約として「法律・制度」があり、アカウ
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ンタビリティは、現実には、このような「法律・制度」の一種として存在しているとする

35。しかしながら、上記の議論が、現在では「所有概念」が「倫理的・道徳価値観」へと

広がりを見せており、「法律的アカウンタビリティ」から「倫理的アカウンタビリティ」

へという「所有とは何か」という議論に繋がるようになっていると山上は指摘する 36。つ

まり、一般的には「企業一般（エージェント）＝株主（プリンシパル）」とする基本的関

係にあるが、現代の「経済的所有」においては、一方では「企業一般（所有客体）」は階

層分化し、他方では「株主（所有主体）」は多極化の方向にあるので、「経済的所有」は「組

織的・管理的所有⇔社会的・環境的所有」の二つの方向に展開されることになったとする

3 7 

゜

図4.アカウンタビリティの構造関係

（倫理的アカウンタビリティ）

く人間の論理＞

＜倫理的・道徳的所有→支配＞

t 

⇒ 

（経済的アカウンタビリティ）

く経済の論理＞

く経済的・資本的所有→支配＞

（組織的アカウンタビリティ）

く組織の論理＞

く組織的・管理的所有→支配＞

（社会的アカウンタビリティ）

く社会の論理＞

く社会的・環境的所有→支配＞

（法律的アカウンタビリティ）

く法律の論理＞

く法律的・制度的所有→支配＞

出典：山上達人「環境会計とアカウンタビリティーアカウンタビリティ概念の社会的拡充をめぐって」『企業会計』 第

48巻第 9号，1996年，44ページを見て著者作図。

このように、山上によれば、アカウンタビリティは、「経済的所有関係」と「法理的契

約関係」を交合関係として、「法律的契約関係」は絶えず「倫理的価値観」に律せられ、
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また「経済的所有関係」は、「組織的・管理的」階層分化と「社会的・環境的」多極分化

へと発展しつつある 38 0 

上記のアカウンタビリティ構造を前提としながら、山上はアカウンタビリティの社会的

拡充について、従来の「法律的所有→支配」が問題になり、言わば「倫理的所有→支配」

へと実体的に変化する方向にあり、大きく言えば、「所有概念の崩壊」となって現れてい

るとする 39。さらに、アカウンタビリティの基底には「経済的所有関係」があるが、その

関係が二つの方向に変容しつつあるとする。一つは組織内部の「組織的・管理的所有→支

配」への拡充であり、「資本→個別資本（企業）→企業組織→組織」へと転化する、いわ

ゆる「組織的アカウンタビリティ」への階層化などの領域の問題であり、もう一つは「社

会的・環境的所有→支配」への拡充であり、「資本→個別資本（企業）→社会総資本→社

会」へと転化する、いわゆる「社会的アカウンタビリティ」への拡充化が行われ「環境問

題と環境アカウンタビリティ」はこの領域の問題であり、「所有主体の分裂」が問題であ

るとする 40 0 

ここまでの山上の議論は会計主体論の観点からすると「組織的・管理的所有→支配」へ

の拡充は企業主体論の議論に繋がるものであり、「社会的・環境的所有→支配」への拡充

は企業制度論の議論に帰結するものであると言える。換言すれば、山上は環境アカウンタ

ビリティを「経済的アカウンタビリティ」から「社会的アカウンタビリティ」への展開と

「法律的アカウンタビリティ」から「倫理的アカウンタビリティ」への展開の交点にある

ものとして捉えている。このことから、「社会的・環境的所有→支配」を前提とする「社

会的アカウンタビリティ」に対する議論も、会計主体論における企業制度論の議論の延長

線上にある議論であると言える。

第4項 会計構造と会計主体からの議論

これまで取り上げた三者の謙論に対して、郡司は、社会的アカウンタビリティについて

会計責任の拡充と会計構造・会計主体の観点から次のような議論を展開している 41 0 

郡司によれば、株主に対する受託責任としての会計責任は、これを最も狭く解するなら、
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純資産＝エクイティ（残余持分）に求められ、資本等式説に見出すことができるが、資本

等式説を会計主体の側面から見れば、所有主理論に基づくものと見倣すことができ、この

資本等式説に基づく時、会計ディスクロージャーの拡張は間接的に受託資本たる自己資本

の増減に影響を及ぼすという形で認められるに留まることになるとする 42。かくして、資

産＝エクイティとして捉えられる会計責任に関しては、総資産＝エクイティ（総持分）へ

の拡張が考えられるので、この場合の会計構造は、主に貸借対照表等式説に基づくことと

なり、貸借対照表等式説は企業実体概念に基礎を置くものであることから、会計主体の側

面から見れば、少なくとも企業主体論に接近するものとみることができるとする 43。企業

環境の変化と共に会計責任の範囲は、株主のみならず債権者、従業員および地域住民等の

各利害関係者からの受託（総）資本とその管理運用について直接的に説明報告する責任ま

で広く捉える必要があり、そうであるとすれば、貸借対照表等式からさらに損益計算書等

式を包含する試算表等式がそれに相応する会計構造として捉えることができるとしてい

る44。資産、費用（・損失）、持分、収益(.利益）という四つの勘定系統を中心とする

試算表等式説は、特に損益計算書等式部分に関しては、経常損益と特別損益との区分計算

を通じて業績測定利益と処分可能利益との区分表示を行う損益計算書の方が会計主体論

としては企業主体論に適合しており、損益計算書と貸借対照表を同等に重視することは、

環境項目を含む社会関連項目の区分表示の方向に適合するとしている 45。さらに、損益計

算書における区分表示を一層推進するならば、付加価値・損益計算書の方向が見出され、

その場合の試算表等式は資産＋（前給付費用＋付加価値既支弁・分配高）＝持分＋収益と

なり、ここで、付加価値既支弁・分配高は、当期未処分利益を除く付加価値の既支弁・分

配高を総称するものであり、この方向をさらに推し進めれば、貸借対照表および付加価値

計算書からなる試算表等式が考量され得るとする 46。例えば、収益ー前給付費用＝付加価

値生成高とすれば、資産＋付加価値既支弁・分配高＝持分＋付加価値生成高と表現するこ

とができ、これを会計主体論についてみるならば、企業制度論に相応する議論として捉え

ることができるとする 47。つまり、郡司は、損益計算書等式からは所有主理論、貸借対照

表からは企業主体論を説き、試算表等式に付加価値会計要素を取り入れることによる会計
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構造と企業制度論という会計主体論からは社会的アカウンタビリティの拡充方向を示し

ている。この郡司の議論からも、企業制度論に立脚することにより、社会的アカウンタビ

リティを導き出すことができることが分かる。

向山の会計制度を理解する上でその理論的基礎からの議論、小川の会計主体論からの譲

論、山上のアカウンタビリティ構造からの譲論および郡司の会計構造と会計主体からの議

論は社会的アカウンタビリティに関する議論への入り方としてはそこに違いはあるが、企

業制度論に立脚する社会的アカウンタビリティを導き出しているという点では共通して

いる。しかしながら、企業が資本主義体制の枠組みの中で利潤を追求する一方で、企業に

は経済的・社会的富を創出および創出した富の配分関係を社会に報告するという会計責任

があるとするのが企業制度論である。そのことからすると、企業制度論では企業と社会と

の関係が重視されるに過ぎず、本質的に重要な自然環境そのものに対する関係が排除され

てしまうという点に限界がある。つまり、自然資本を公共財と見倣す場合に限って、社会

的アカウンタビリティを現行環境会計の成立の理論的根拠として考慮し得るが、自然資本

が公共財でないという認識からすれば、そこには限界がある。

第 5項 持続的発展からの議論

梶浦は伝統的会計が果たしてきた一定の範囲内での利害調整機能を、持続的発展を前提

として世代間に拡充することによって、環境問題のみならず、いわゆる社会貢献関連の問

題全般にわたる理論の構築が可能になるとする 48。この議論では『ピアス・リポート』に

おける、持続的な発展に関する三つのキー概念ーすなわち、環境の価値、時間視野の拡張

および利害調整一のうち、利害調整概念に重点を置き、環境会計は、共有財産（公共財）

である自然環境を中心として、文化環境等の生活の基盤に関する世代間に時間的視野を拡

張した利害調整思考を有する会計として構想する必要があると説く 49。このことから、会

計主体論における企業制度論に立脚して導き出された社会的アカウンタビリティを世代

間の利害調整という企業制度論の立場に立ち、環境アカウンタビリティにまで社会的アカ

ウンタビリティの拡充が図られたことが分かる。
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この人類の共有財産であるという考え方の基底には持続的発展 (sustainable

development)の概念があると思われる。環境と発展ないしは開発との調和を意図する「持

続的発展」の概念は、 1980年の国際自然および天然資源保護連合による『世界保全戦略』

で扱われたものが端緒であるとされる 50。しかし、今日における議論の基礎となっている

業績は、国連の決譲に基づいて 1984年から活動を開始したブルントラント委員

(Brundtland Commission)と通称される「環境と発展に関する世界委員会」による報告書

『地球の末来を守るために』である。この報告書では「持続的発展」の概念を、「将来の

世代が自らの欲求を充足する能力を損なうことなく、今日の世代の欲求を満たすことがで

きるような発展51」と定義している。また同時に、「狭い意味での物理的な持続可能性

(sustainabi 1 i ty)に限っても、世代間の社会的利害調整(socialequity)のみならず各世

代間内の社会的利害調整にまで論理的に拡張されるべき利害関係」が内包されている 52 0 

持続な発展概念に基づいた、現在世代の将来世代に対する自然資本における受託責任は、

伝統的会計における受託責任の拡張としてみることができ、今日の環境会計のオーソドッ

クスな理論的根拠として唱えられているのは周知の通りである。

しかしながら、自然資本が人類の共有財産であるという議論には賛同できない。なぜな

ら、地球上の万物は大自然の一部であり、人間を含むあらゆる生物も例外ではない。さら

に、地球上に生息する膨大な数の生物種の中の一つに過ぎない人類にのみ自然資本に対す

る所有権があるとする主張は人類中心の考え方に過ぎない。人類の活動により既に絶滅、

あるいは絶滅の危機にある生物種の数を考えると自然資本が人類だけの共有財産である

とする考え方には問題がある。自然資本は、それが人類に対して資源提供機能を果たすと

いう意味では、人工資本を補完する関係にある。人工資本は、本来的には、人間知能の産

物であり大自然に属する物質的存在ではない。換言すれば、人工資本というソフト的存在

と自然資本に人工的加工を施した部分一人工的環境ーというハード的存在が社会を構成

する。つまり、ソフト部分である人工資本とハード部分である人間を含む人工的環境が統

合して社会を構成するに過ぎない。したがって、このような状況下にある将来世代が委託

した自然資本に対する受託責任を環境会計の理論的根拠とすることには賛成できない。
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「持続的発展」概念における自然資本の世代間の受託責任を環境会計成立の理論的根拠

とする梶浦は、会計は環境保全を助長する方向に変化するのが良いのか、または会計は社

会変化とは無関係に、企業活動だけを描写する行為であるのかについての結論を出すには

至っていないと述べているが 53、現行環境会計は自然資本の欠損という視点から企業活動

による環境事象を描写することにより、企業と社会の変革を求めるという強い立場に立た

ない限り、持続的な発展の実現に貢献することができないのではないかと考えられる。

第 6項 会計公準からの議論

ここまでの議論では、環境会計成立の理論的根拠として、社会的アカウンタビリティ理

論と持続的発展の概念に基づく世代間の受託責任の理論について、自然資本の視点から批

判的に検討してきた。勝山は前述した諸理論に対して批判的ではないにしても、アカウン

タビリティ理論を軸に環境会計成立の理論的根拠とすることには限界があり、これまでの

アカウンタビリティ・アプローチを外在的アプローチとして位置付け、環境会計の成立根

拠をより強固にするために、さらに内在的アプローチを提案し、内在的アプローチとして

の根拠を会計公準に求めている 54。勝山は、会計公準は企業会計が成立する前提であり仮

定であるが、具体的には①会計原則を導き出すための理論的な枠組みまたは構造を示すも

のと②企業を取り巻く社会的・経済的・法制的な諸環境の分析を通して、企業会計が果た

すべき社会的な機能を示すものがあるとする 55。この会計公準に対する解釈は、企業会計

が果たすべき社会的な機能（環境事象対応）を環境会計に託するとも読み取れる内在的ア

プローチの根拠になるが、これは会計職能拡張の鏃論として捉えることができる。

ここまでの諸理論を概括すると、社会的アカウンタビリティないし環境アカウンタビリ

ティは、委託受託関係の拡張あるいは委託受託関係に伴って発生する契約関係の拡張によ

り見出されたアカウンタビリティである。しかし、アカウンタビリティの基底には委託受

託関係があり、自然資本が人類だけの共有財産ではないという立場からすれば、委託受託

関係が措定できない環境問題を対象とする現行環境会計の理論的根拠となるアカウンタ

ビリティ理論には限界がある。なぜなら、大自然は人間のように人格を備えていないので
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社会に対して発言をすることができないからである。自然環境の異変や人間の健康への被

害という形で間接的に社会にメッセージを発することしかできないから、そのメッセージ

を解釈する代弁者が必要になるとする谷本の見解56からも現行環境会計におけるアカウ

ンタビリティ理論の限界を窺い知ることができる。幸いに、勝山の会計職能拡張の議論と

しての内在的アプローチから、企業の環境責任を明らかにするという目的に資する環境会

計システムの再構築において、その理論的根拠としての負債の拡張認識の妥当性を見出す

ことができる。

第 2節 意思決定有用性からの環境会計

第 1項 環境意思決定

企業活動に関わる環境事象に対する意思決定は、企業内部者（経営管理者、従業員）の

意思決定と企業外部者（広範なステイクホルダー）の意思決定に分けられ、それぞれの意

思決定における根拠となる情報を提供するツールとして環境管理会計と環境会計57があ

る。企業外部者へ開示される環境情報は、企業内部で当該情報を収集、整理および分析す

るシステムが既に存在し、企業内部者の熟知があって初めてその開示が意図した通りに行

われることになる。つまり、環境管理会計と現行環境会計はそれぞれ独立した会計システ

ムではない。

企業内部者の意思決定有用性の視点からすると、環境管理会計は、企業が環境保全活動

を遂行しながら、コスト削減や収益獲得の実現を目的とする手段として、環境保全を目指

す企業経営に不可欠なツールとなるもので、企業は営利追求組織である以上、環境保全と

経済活動を結び付ける手段が必要であり、この手段となるのが環境管理会計であるとされ

る58。つまり、環境管理会計は環境と経済の両立を図るための会計システムであり、環境

情報開示における基礎的会計システムである。

企業が必要とする環境管理会計システムは企業活動と密接な関係にあり、手法としての

重要性および具体的な手法開発の可能性の観点から、環境管理会計手法は環境配慮型設備

投資決定手法、環境配慮型原価管理システムおよび環境配慮型業績評価システムの三つの
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領域に分けられる 59。環境配慮型設備投資決定手法は、設備投資において、環境への影響

を考慮して意思決定を行う手法である。その手法は、アメリカの EPA(Environmental 

Protection Agency)の研究成果である TCA(Total Cost Accounting) として確立されて

おり、環境配慮型原価管理システムは、環境に関する原価管理全体を目標とする広範な領

域を占めるシステムであり、それは環境品質原価計算システム、環境配慮型原価企画シス

テム、 MFCA(Material Flow Cost Accounting)および LCCの四つの領域に分けられる 60 0 

この分類によれば、環境品質原価計算システムと環境配慮型原価企画システムは、環境コ

ストの支出の有効性を分析し予算管理に役立てることにより、製品の開発設計における環

境配慮型意思決定を支援するシステムであるとする。そして、 MFCAは、生産プロセスで

の物量と貨幣の流れを正確に捕捉し、製造プロセスの非効率性を物量と貨幣単位で明らか

にする手法であり、 LCCは、製品の使用・リサイクル・廃棄段階でのコストを考慮した原

価計算手法であるとする。 MFCAとLCCはどちらも伝統的な原価計算では明らかにされて

こなかった環境問題を金額ベースで明らかにする手法であるとする。最後の環境配慮型業

績評価システムは、企業の業績評価システムに環境パフォーマンス情報を導入する手法で

あるとする。環境配慮型業績評価システムは環境マトリックス手法と同様に環境保全活動

全般を対象とし得るもので、経常的な費用のほかに、環境調和型製品設計や設備投資額と

その効果などを対象とする手法である 61。それぞれの環境管理会計手法はいずれも環境と

経済を両立させるための手法であるが、管理会計である以上、全ての手法の適用が法的に

義務化されているものではなく、各企業の環境問題対する認識と姿勢を基盤とする環境経

営意思決定のために取捨選択することができる。

そして、企業の環境経営意思決定を支援する会計システムとして、環境配慮型生産 (MFCA

の経営システム化）、環境配慮型業務改善(MFCAの進化と拡張可能性における MFCAと環境

予算マトリックスの融合、カーボンフットプリント情報を統合した MFCA分析モデル）、環

境適合設計（環境配慮型製品の開発意思決定における DfEの設計原則、測定指標および評

価方法に基づく DfEチェックリスト法と LCA&LCC)、環境設備投資 (TCA、LCC&LCA)、環

境業績測定・評価（環境パフォーマンス指標）、グリーン・サプライチェーン・マネジメ
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ント（サプライチェーンにおける MFACの適用可能性）および環境外部性マネジメント（ポ

ストノーマルサイエンス議論における FCA&SAM)を支援する会計システムがある 62。この

ように、企業内部者の環境経営意思決定を支援するためには、場合によっては各種の環境

管理会計手法を組み合わせることができる。

しかし、いくら環境経営意思決定を支援する会計システムが充実していても、企業に環

境活動を行う意欲がないとすると、それぞれの目的をもつ環境経営意思決定を支援する会

計システムはその機能を発揮する場を失うことになり、個別的な環境管理会計手法が活用

されているとしても伝統的な管理会計が見逃した費用の発生源を発見・除去することに留

る可能性がある。つまり、企業外部からの環境清報開示に対する強い要請の存在・環境

情報開示の制度化がなされていないと、企業内部における環境経営意思決定の必要性は次

第に弱まり、企業内部から自主的に環境清報を企業外部に開示するとしても、表現忠実性

と目的適合性をもたない環境清報が企業外部者の環境意思決定において、充分な有用性を

発揮することは不可能である。

第2項 環境経営意思決定のレベル

上記の考え方からすると、環境経営意思決定は抽象的ではなく、そのレベルと適用され

る局面が特定されなければならない。環境と経済の両立を目指す環境経営意思決定のレベ

ルは、下記の三つの段階に大きく分けることができる 63 0 

レベル 1: 経済とは独立して環境を考慮して行う意思決定

レベル 2:現在の経済への影響と環境を考慮して行う意思決定

レベル 3:将来の経済への影響と環境を考慮して行う意思決定

レベル 1は、法律や規制などが導入されたために、環境対応をしなければならない段階

であり、厳密に言えば経済と無関係ではないが環境に関する意思決定をする際に経済的問

題をあまり考慮しなくて良い場合である 64。なぜなら、企業が法律と規制をクリアしない

限り継続的操業が認められないからである。
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レベル 2は、環境対応が現時点での企業の収益性にどのような影響を与えるかを考量し

て行う意思決定であり、環境対応によるコスト・ベネフィットの分析で、その対応策の効

果が短期に発揮されるものに限定され、この段階では、多くの環境対応策は、環境保全コ

ストが当期に実現される経済的収益を上回ることが多いが、例えば MFCAなどの手法を活

用して、廃棄物削減と同時に購入材料費を削減できれば、環境改善と利益向上を同時に達

成することも可能である 65 0 

レベル 3は、環境対応のための支出が短期では回収されなくとも、長期的には企業イメ

ージの向上やリスク回避によって企業価値を高めるか否かを判断して実施する意思決定

であるとする 66 0 

企業における環境経営意思決定は、レベル 1とレベル 2の段階では、法的に強制されて

いたり、環境対策がコスト削減になったりすることから、通常の経営判断において実施す

べきものであり、企業内部だけで完結し得る意思決定である。これに対してレベル 3の段

階では、資本市場を通じて短期的な利益を優先する投資家の圧力が強い場合には、環境経

営意思決定は行い難くなる。逆に、投資家が長期的な環境への影響まで織り込んで行動す

るならば、企業側でもレベル 3の段階の環境経営意思決定を行うことが可能であり、この

レベルの環境経営意思決定は企業内部だけでは完結できず、外部の投資家の投資行動とも

密接に関わっていることから、環境情報開示の必要性が生じる。つまり、レベル 3の段階

では企業外部者の環境意思決定有用性に役立つ環境情報の開示が企業側に求められる。換

言すれば、環境情報開示の制度化はなされていないものの、企業側によって開示される環

境清報に企業外部者の環境意思決定への有用性をもたせるために、環境会計ガイドライン

が制定されたとみることができる。

第 3項 環境会計ガイドラインにおける問題点

企業外部者の意思決定有用性の側面からすると、環境問題への取り組みを含む企業活動

の社会的な影響への配慮は企業の社会的責任としてその重要性が強調される一方で企業

の自主的な取り組みであるがゆえに、規制には馴染まないものと一般的に考えられている
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ことから、それを外部からの情報要求として方向付けるために一般ガイドライン（『環境

会計ガイドライン 2005年版』も含めて）が使われているが、社会的責任が真に重要であ

るならば、環境情報の開示はガイドラインという形式よりは、制度化されたより規範性の

ヽ枠組みによって推進されるべきである 67。なぜなら、伝統的な企業会計と今日の意思

決定有用性会計からすると、制度化がされていない、しかも会計基準も存在しない状況下

における環境会計情報には受託責任解除と意思決定有用性のどちらの機能も有していな

いことは自明であるからである。この意味からすると、環境会計ガイドラインに全面的な

いし部分的に準拠しながら企業独自の工夫を加えることによって創出される環境清報は、

比較可能性の視点からすれば、企業外部者にとって十分な意思決定有用性をもたないこと

になる。

水口は、環境会計ガイドラインは内容の面と位置付けの面という二つの側面の問題を抱

えており、本質の課題はその位置付けにあると指摘している 68。その理由として、環境会

計の導入は法的義務ではないので、ガイドラインに問題があれば企業は独自の方法を取れ

ば良いはずであるが、ガイドラインは事実上の規範として機能していることを指摘し、し

かもそれは、事実上の規範でありながら、明示的には強い規範と位置付けられていないの

で、完全に準拠されている訳でもないとし、その中途半端な位置付けこそが環境会計ガイ

ドラインの問題の本質であるとする 69。しかし、その中途半端な位置付けには理由があり、

水口は環境会計ガイドラインを規範化できない理由として、環境会計ガイドラインの内部

利用の機能を挙げ、規範化した環境会計ガイドラインを内部管理に適用すると企業の多様

性と衝突することになると言う 70。環境保全コストを的確に把握し、それを効果と対比さ

せて分析するという考え方自体は、環境管理会計の分野の問題である。つまり、環境会計

ガイドラインは環境経営に有用な環境管理会計情報を外部への開示にも用いていること

になる。水口は、環境会計ガイドラインを参照しながら、自社用の分類を用いる企業の環

境会計情報は一見、標準化された情報であるようにみえるが、実際には企業ごとに異なる

基準で算出されたものとなっていることから本質的に比較可能なものではないとし、企業

間で比較可能でなければ、同業他社と比べた評価ができないので、情報としての有用性は
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低下するとする 71。さらに、本来比較できない情報が、あたかも比較可能であるかのよう

に開示されているところに問題があると指摘する 72。このように、環境会計ガイドライン

に準拠しながら、自社分類と自社測定基準をベースとする今日の企業の環境情報は外部利

用者に対して十分な意思決定有用性をもたないことが分かる。このことは、日本会計研究

学会特別委員会が行った環境関連情報ニーズと利用状況に関するアンケート調査からも

明らかになっている 73。その調査結果によれば、環境問題に配慮した企業行動は長期的に

見れば企業価値に貢献するものであることから、環境問題に関連する情報が投資意思決定

に有用であるという考え方はあるが、意思決定に有用であると思われる情報であっても

際には必ずしも十分に利用されていない。特に、 CDP(カーボン・ディスクロージャー・

ロジェクト）を通じて公開されている情報は、投資意思決定において有用であるとしな

がらも、今後の利用に関しては、有価証券報告書などの制度開示に組み込まれれば参考に

するという意見が多かった 74。このことは、資本市場における意思決定が十分な情報に支

えられたものになるためには、制度開示が必要であることを示している。しかし、環境関

連の情報開示は、環境報告書や CSR報告書などの自主開示の形で進展してきたので、全上

場企業が作成する訳ではなく、ガイドラインがあったとしても情報内容にばらつきが多く、

制度開示に比べると利用度が低い 75。つまり、環境会計情報の意思決定有用性を確保する

ためには、環境情報開示の制度化と環境会計基準の制定が必要になる。

内部利用者と外部利用者の意思決定有用性の連携という三つ目の側面からすると、企業

が開示する環境情報のうち、規制等によって内部化された環境事象の一部は、環境修復負

債、資産除去債務、電気・電子機器廃棄物処理負債および排出権取引の会計のように財務

会計の枠内（環境財務会計）で対応できる。しかし、企業活動が環境に与える影響の範囲

は上記の財務会計の枠内での対応ができる部分を超えるものである。

環境会計は環境保全活動の状況を定量的に捉える仕組みであるとする『環境会計ガイド

イン 2005』（以下ガイドラインと略称する）では、環境会計の構成要素を環境保全コス

ト、環境保全効果および環境保全対策に伴う経済効果という三つに分けている 76。環境保

全コストは、環境負荷の発生の防止、抑制または回避、影響の除去、発生した被害の回復
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またはこれらに資する取り組みのための投資額および費用額であり、貨幣単位で測定する

77。環境保全効果は、環境負荷の発生の防止、抑止または回避、影響除去、発生した被害

の回復またはこれらに資する取り組みによる効果であり、物量単位で測定する 78。環境保

全対策に伴う経済効果は、その根拠の確実さによって、実質的効果と推定的効果に分けら

れる 79。ガイドラインは環境保全コストに環境保全効果と環境保全対策に伴う経済効果を

対応させるためのものであり、環境保全コストと環境保全対策に伴う経済効果を対応させ

る面では管理会計の性質をもっており、環境保全コストと環境保全効果を対応させる面で

は環境会計の性質の一部を有すると見倣すことができるが、環境保全コストの多寡は環境

管理会計の対象範囲に属する問題である。さらに、ガイドラインにおける「外部公表のた

めの開示様式一本表②」からすると、環境保全効果は前期（基準期間）と当期との差を指

す80ことから期間効果を表すものである。これは、「濡れた雑巾を絞る」のと似ていて、

企業の環境保全活動も対策が進むほど効果が出難くなるのが一般的であって、この時、環

境保全効果が大きいといって、「水がジャブジャブ出てくる」のような企業を評価するこ

とはできない81。つまり、企業活動によって発生する経年累積的な環境負荷の残高をその

環境責任の範囲であると認識すると、ガイドラインは環境保全効果をもって処理できた部

分の環境負荷を表すことができるに過ぎない。そして、前期（基準期間）と当期との差を

もって環境保全効果とすることから、「本表②」からは当該期間における未処理環境負荷

の情報を読み取ることができるが、経年累積的な末処理環境負荷の残高の把握は不可能で

ある。現段階での企業における末処理環境負荷は、コスト・ベネフィット視点を出発点と

する企業の環境保全活動の結果として残る環境負荷であって、この末処理環境負荷さらに

はその経年累積的な未処理環境負荷の残高に焦点を置いていない環境会計情報は持続的

発展の視点からすると十分な環境意思決定有用性をもっているとは言えない。

このように、環境情報に十分な環境意思決定有用性をもたせるためにばt青報開示の制度

化と環境会計基準の制定は避けて通れない道である。制度化しても、基準化するかしない

かという選択肢があるが、制度のないところでは基準を守らせる力が働かないから基準化

を求めるならば制度化を考える必要がある 82。つまり、環境情報開示の制度化がなされて
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いないだけでなく、環境会計基準自体が存在しない現状からすれば、外部利害関係者の環

境意思決定有用性を環境会計の理論的根拠と据えるには問題がある。自然資本の視点から

すれば、自然資本の欠損をフロー情報として捉えようとする試みは評価できるが、自然資

本の欠損をストック情報として捉える会計情報が欠如していることからすると、現段階で、

意思決定有用性を環境会計システムの理論的根拠に据えることには限界がある。

さらに、情報開示の根拠を意思決定有用性すなわち利用者の情報ニーズに求める理論で

は開示責任が制度的に規定されており、意思決定有用性理論は、情報の提供義務を負う者

と情報を受ける権利をもつ者との間の関係が確立して初めて機能する理論であるがゆえ

に、環境清報開示のような法律で決められていない領域における情報開示の責任を論ずる

ためには、アカウンタビリティ関係を措定し、受託者の情報提供義務と委託者の情報入手

権利を確定しなければ、情報開示行為の基盤が成立しないとされる 83。したがって、大自

然が人類のみの共有財産であるという主張を否定する立場からすると、現状の環境会計で

は委託受託関係を措定することができなくなり、委託受託関係を基盤とする環境意思決定

有用性理論も成立しないことになる。

第 3節 正統性の視点からの環境会計

第 1項 正統性の意味

社会全体の秩序が一定に保たれている状態で、企業行動と企業の役割に対する社会の期

待が一致しているとすれば、それは社会全体の秩序が維持されていることを意味し、その

限りにおいて、企業の正統性は確保される。しかしながら、時代と環境の変化に伴って企

業の行動と社会における企業の役割に対する期待との間にギャップが生じる場合、あるい

は現在の秩序そのものを後世へ引き継がねばならない場合には、企業は社会に向けて自ら

の正統性を証明するために社会関連情報の開示を行うが、その目的は企業活動に起因する

社会とのアンバランスを修復し、社会からの新たな承認を得ようとするところにあるとさ

れる 84。正統性を主張する企業の環境情報は、企業活動による環境破壊が企業の正統性を

脅かすものであるという認識に基づいたものであり、企業には環境事象への対応が正当で
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あるという承認を社会から得ようとするインセンティブが働く。つまり、ここでの正統性

は社会からの承認という意味を内包している。

正統性のもう一つの重要な視点は、そこに支配・権力の意図が必然的に内包されている

ことである 85。そして、企業が企業内部者と社会の承認を獲得する場合、さらに企業経営

者が獲得している権力、名声および収入にみられる既得権が脅かされる場合、企業はそれ

を守るために新たな正統性の根拠付けが必要となり、企業経営者達が用いた「正統性の戦

略」による関連情報開示は社会あるいは関係する人々を支配ないし宥和化するための有効

な手段としての性格を有するとする 86。つまり、ここでの正統性には支配の意味がある。

第2項 正統性の位置付け

このように正統性の概念には承認と支配という二つの意味があるが、向山は、自主的な

情報開示という点では両者の区別は困難であり、アカウンタビリティの遂行そのものが正

統性の確立に繋がるという考え方から、社会関連情報の開示においては承認という意味が

重要であるとする 87。したがって、向山は、アカウンタビリティは社会の側から情報開示

を求める理論、そして正統性は企業の側からは自主的に情報を開示する理論であると位置

けることができるとする 88。また、社会報告における正統性理論の位置付けについて、

國部は、企業社会報告の論拠としての正統性理論は企業内部者が能動的に社会報告活動を

行うことの論拠を、そしてアカウンタビリティ理論は企業外部者が能動的に企業に対して

社会報告を要求する際の論拠を、それぞれ提供するが、実際には、正統性理論では企業外

部者は企業内部者の報告活動から情報を受け取る受動的な立場に後退するのに対して、ア

カウンタビリティ理論では企業内部者は企業外部者からの要求を受ける受動的な立場に

立たされることになると主張している 89。つまり、企業側からの自主的な情報開示の根拠

であるとする正統性の位置付けにおいて、向山と國部は同じ見解にある。

第 3項 正統性の種類と環境情報の範囲

正統性理論に依拠する企業が開示する環境清報の範囲は、企業に対する社会の情報要求

とエージェントの立場にある企業による自発的な環境報告の相互作用によって、社会的に
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認められた報告水準に基づいて規定される 90。向山は、社会の側からの要請・批判的な関

心があるからこそ、企業には自身の正統化のために情報開示という手段を積極的・戦略的

に用いて利害対立に対処するインセンティブが生起するが、そこにおいても、何らかの基

準・ガイドラインを設定して置くことが要請されると主張する 91。つまり、自主的開示に

よる情報はその範囲と内容において恣意性があり、その恣意性を排除するために制度化・

基準化が必要となることを意味する。

制度化・基準化がなされていない状況の下では、正統性に基づいた環境情報の範囲は誰

の意見・要望を妥当なものとして認めるかによって決まる。そして、誰の意見・要望を妥

当なものとするかは正統性の種類に依拠する。 Suchmanは正統性を実用的正統性

(Pragmatic Legitimacy)、道徳的正統性 (Moral Legitimacy)および認識的正統性

(Cognitive Legitimacy)の三つに分類している 92。具体的には、実用的正統性は、ある組

織の行為がそれに関連する人々の利益の推進に繋がるかどうかに基づく正統性であり、あ

る組織の行為が関連する主体(audiences)に対して利益をもたらす場合や、社会全体にと

って利益が期待される場合に付与される 93。道徳的正統性は、組織と組織の行為が正しい

かどうかという評価に基づくものであり、その評価は、生産活動 (outputs)とその結果に

対する評価、技術(techniques)と進展(procedures)に対する評価、業務分野(categories)

と体制 (structures)に対する評価および組織のリーダーと代表者に対する評価に分類さ

れる 94。そして、認識的正統性は、利益や評価ではなく社会的に必要性が認識されること

に基づく正統性であり、このような正統性の基準として、理解可能性(Comprehensibility)

と当然性(Taken-for-Grantedness)がある 95。ここで、理解可能性はある行為がもたらす

結果が予測可能で、かつ行為の内容とそれがもたらす結果とが分かりやすいかどうかを意

味する。一方、当然性は、ある行為とそれがもたらす結果に対して、十分な議論や検討が

なされ、その内容が社会的に当然のこととして受け入れられる場合にその議論や検討が成

熟したものであることを意味する。

これら三つの正統性の分類を環境問題における正統性に置き換えて考えると、実用的正

統性は大量生産、大量消費の時代における正統性に当てはまる。なぜなら、その正統性は
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実用性を問題とする正統性であり、消費者の家計に優しい面をもっているからである。そ

して、企業が社会との関係を明示するための情報を開示し始めたのは 1970年代以降であ

るが、これは公害や消費者問題にみられるように、企業行動の諸矛盾が表面化して企業が

それまでの行動規範では対処し切れなくなったという時代的背景を物語っており、企業が

自らの正統性を社会に向かって主張し、社会の承認を得ようとする動きが関連清報開示と

して具現化したものであるとされる 96。この意味からすると、道徳的正統性は今日の環境

会計における正統性と見倣すことができる。認識的正統性の例としては、今日の原発に対

する地域住民の反対活動により、当面の賄い切れなくなった電力需要への対応として火力

発電への復帰（社会的必要性への認識）や自然エネルギー開発を行うことを挙げることが

できる。認識的正統性は場合によっては社会中心的な正統性であると見倣することができ、

自然エネルギー開発を支持する立場からすると環境事象に対する正統性の面もあると考

えることができる。

以上の議論を総括すると、自然環境を巡る諸問題における企業の経済活動による自然環

境への影響にはどのようなものがあり、企業がどのような環境活動を行い、そして、その

結果はどうなっているのか、という問いは、環境側面における企業活動の正統性を問うも

のでもある。そして、この問いへの解答として企業は環境t青報を開示し、環境活動の行使

が正当であるという承認を社会から得て、それによって正統性を確保しようとする。

ここに、正統性理論が環境会計成立の理論的根拠の一つとして浮上してきた理由がある。

そして、何をもって正統性を有すると主張できるかというのは正統性の種類に関する問題

であり、その正統性を主張するのに必要なt青報の水準はその時代的背景によって左右され、

その水準は正統性を得るために必要な情報範囲として具現化する。つまり、企業が自らの

存在の正統性を主張するための情報の範囲は、その正統性の種類と企業内部者の間、ある

いは企業内部者と企業外部者が達成した合意の内容に依存する。

第4項 正統性の定義

これまでの議論では正統性とは何かを明らかにせず議論を進めてきたが、ここで正統性
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の定義について再確認することにする。正統性について、福永は「（被支配者・服従者か

らみて）自発的服従の契約であり、または（支配者あるいは管理者からみて）秩序と統制

を可能にする根拠であり、両者が相互を規定し合うコミュニケーション的性格を持つ概念

である。それは、現状の認識と分析のための概念ともなり得るし、また不正義に抗し、新

たに人々を纏め、集団としての力を発揮させたり、新たな政策や社会規範を生むためのき

っかけとなったりするような実践的が概念にもなり得る。そしてさらには、他者に対して

自らの存在と在り方を社会に認めさせる、すなわち社会的承認を獲得し、他者やほかの権

力に対してその優位性があると主張する論拠となるものである 97」と述べている。この正

統性の概念からも正統性には承認と支配という二つ意味が内包されていることが分かる。

つまり、社会の承認を得た者には、正統性が付与され、次第に支配力を手にするようにな

る。そして、正統とは、広辞苑によれば、「正しい系統、正当な血統、及び伝統・しきた

りを正しく伝えていること」を言う。

以上の二つの概念からすると、正統性というのは垂直的側面と水平的側面をもつ複合概

念であると言える。垂直的側面というのは歴史的な繋がり（ないし通時的な繋がり）を意味

し、水平的側面というのは特定の時代において正当であること（ないし共時的な繋がり）

を意味する。換言すれば、通時的に正統性をもつ物事がある特定の時代においては正統性

をもたなくなり、そのため新たな正統性を生み出す必要があり、その確立を通して社会は

正統性を再び手にすることができる。

これを環境問題に置き換えてみると、企業活動が大自然に与える影響が大自然の自浄能

力を超えなければ、当該企業活動は環境問題に関しては正統性をもつことになる。なぜな

ら、企業活動は社会に悪影響を与えることなく社会に有用な富を生み出すと認識されるか

らである。つまり、企業活動が大自然に与える影響を無視することができる段階までは、

大自然からの自然資本の無償費消によって成り立つ企業活動は通時的にも、また共時的に

も正統性をもつものである。換言すれば、実用的正統性と認識的正統性が企業活動に適用

されていると見倣すことができる。しかし、公害問題を初めとする地球環境問題が表面化

してくるに連れて、大自然からの自然資本を無償で費消することで成り立つ企業活動は通

47 



時的な正統性を失うことになり、共時的にも企業活動の正当性を取り戻すために、企業活

動が営業側面だけではなく環境側面においても正当であることの再承認を社会に求めな

ければならなくなっている。つまり、当該時代を背景とした道徳的正統性を回復しようと

する企業の動きが環境報告書等での環境情報の開示として現れたと見倣すことができる。

第 5項 正統性とアカウンタビリティ

向山は、企業を取り巻く環境が変化し、それまでの行動規範では対処し切れなくなった

時、組織は自らの正統性を社会に向けて主張し、社会に受け入れられる必要があり、その

めの手段の一つが会計であり、会計情報の開示であると述べている 98。その開示の動機

からみると、企業側が自ら進んで清報開示を行い、社会に働き掛けるための理論的根拠が

「正統性」であるのに対して、アカウンタビリティ関係が成立するためには、社会側から

の圧力や情報を求める権利の意識が重要であり、社会側からの圧力があるからこそ、企業

自身による正統化のための情報開示という手段を活用するインセンティブが生起すると

される 99。したがって、この見解からすれば、正統性の主張はアカウンタビリティを解除

する手段と見倣すこともできる。さらに、アカウンタビリティの遂行という行為の中に、

承認を得るという意味において、正統性の確保が含まれているという向山の主張10 0から

すると、アカウンタビリティの範囲が正統性の範囲を上回ると理解することもできる。つ

まり、アカウンタビリティ理論と正統性理論は並列な関係にあるものではなく、アカウン

タビリティ理論と正統性理論は同列の上下関係にあり、上位にはアカウンタビリティ理論

が、そして下位にはアカウンタビリティ解除のための手段としての正統性理論があると見

倣すことができる。そして、仮にアカウンタビリティ理論による環境清報を全面的な情報

であるとすると、正統「生理論による環境清報は局面的な清報である。このことから、アカ

ウンタビリティ理論による情報開示は、①アカウンタビリティ解除のための情報開示、そ

して②アカウンタビリティ解除のために正統性を主張する情報開示という二つの流れに

分解できる。

上記の譲論から明らかなように、必然的に環境アカウンタビリティ理論に基づく環境責
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任の範囲が正統性理論に基づく環境責任の範囲より広いことが推測できる。つまり、正統

性理論を環境会計成立の理論的根拠に据えることにより、環境会計の枠組みが縮小され、

環境会計の役割が限定される可能性があることが分かる。そして、自主開示の面を考える

と開示される情報は企業外部者にとって充分な環境意思決定有用性をもたないもの、ある

いは企業のカウンター戦略によるものに成り兼ねない。さらに、情報開示の制度化がなさ

れると、正統性は環境アカウンタビリティ理論の一部に様変わりする。したがって、正統

性がアカウンタビリティ解除のための手段であるという認識からすると、正統性を環境会

計システムの理論的根拠に据えることには限界がある。この認識は、自然資本の視点から

すると、正統性を主張するために企業が行う環境活動がある程度の自然資本の欠損を補う

ことを意味するので評価できる。しかし、正統性を環境会計システムの理論的根拠に据え

ることは、自然資本の欠損を部分的にしか捉えないことに繋がることを意味し、自ずとそ

の限界を認識せざるを得ない。

く小結＞

本章では環境会計成立の理論的根拠について、社会的アカウンタビリティ、意思決定有

用性および正統性の視点から検討した。そして、自然資本の視点からそれぞれの理論につ

いて評価を行った。

社会的アカウンタビリティについては、向山の会計制度を理解する上でその理論的基礎

からの議論、小川の会計主体論からの譲論、山上のアカウンタビリティ構造からの議論お

よび郡司の会計構造と会計主体からの議論を考察し、それぞれの社会的アカウンタビリテ

ィに関する議論への入り方としてはそこに違いはあるが、会計主体論における企業制度論

に立脚することにより社会的アカウンタビリティを導き出しているという点では共通し

ていることを指摘した。

そして、社会的アカウンタビリティの一部である環境アカウンタビリティと持続的発展

の概念に基づいて将来世帯に対する自然資本の受託責任から導き出した環境アカウンタ

ビリティは、大自然が人類だけの共有財産であるという思考論理にあり、その思考論理を
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否定することにより、アカウンタビリティ理論を環境会計の理論的根拠に据えるには限界

があることを指摘した。つまり、自然資本を公共財と見倣す場合に限って、社会的アカウ

ンタビリティを環境会計の成立の理論的根拠として考慮し得るが、自然資本が公共財でな

いという認識からすれば、そこには限界がある。したがって、企業会計が果たすべき社会

的な機能拡張の観点から、環境会計システム成立の理論的根拠として自然資本の欠損を表

すための環境負債の直接的な認識方法の確立が不可欠であるという結論に達した。

して、環境意思決定有用性については、内部利用者の環境経営意思決定有用性の側面、

外部利用者の環境意思決定有用性の側面および二つの側面の連携から、環境情報開示の制

度化並びに環境会計基準の制定の必要性を訴え、制度化がなされていない状況とガイド

インの限界から、環境意思決定有用性を環境会計の理論的根拠に据えることには限界があ

ることを指摘した。自然資本の視点からすれば、自然資本の欠損をフロー情報として捉え

ようとする試みは評価できるが、自然資本の欠損をストック情報として捉える会計情報が

欠如していることからすると、現段階で、意思決定有用性を環境会計の理論的根拠に据え

ることには限界がある。さらに、委託受託関係が措定できない自然資本の立場から、環境

会計成立の基盤を失っている意思決定有用性を環境会計システムの理論的根拠とするこ

とには限界があることを示した。

正統性については、アカウンタビリティを遂行するための手段として捉えることにより、

正統性を理論的根拠とする場合には環境会計の役割が限定される可能性があることから、

環境会計システム成立の理論的根拠としての限界を示した。正統性を環境会計の理論的根

拠に据えることは、自然資本の視点からすると、自然資本の欠損を部分的にしか捉えない

ことに繋がることを意味し、自ずとその限界を認識せざるを得ない。

大自然は人類共有の財産であるという思考論理によると、上記の三つの理論的根拠は現

行環境会計の成立の理論的根拠としてそれなりの意義をもつことになる。しかし、大自然

が人類だけの共有財産ではないことからすると、上記の三つの理論は環境会計システム成

立の理論的根拠としての意義をもたなくなる。そして、大自然が人類だけの共有財産では

ないとすると、大自然が社会に提供しているサービスは自然資本によるものである。その
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サービスが無限でないことが環境破壊という現象によって明らかになった現在では、自然

の自浄能力ないし再生能力を超える企業活動による環境負荷の排出は企業の自然に対す

る環境責任の発生と考えることができる。つまり、企業活動による自然資本の欠損を表す

ための負債認識の拡張に環境会計システム成立の理論的根拠を求めるべきである。
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第 2章 制度会計および非制度会計における環境情報の範囲

企業が作成・開示する環境会計情報に目的適合性と表現忠実性を求めることは企業外部

者（広範なステイクホルダー）の情報利用を想定しているからである。企業外部者は企業

側が行う環境活動に対して市場面・政策面でのプラス・マイナスのインセンティブを与え

るため、その意思決定に必要な情報として環境会計情報の開示を求めている。伝統的な企

業会計は報告対象の視点から財務会計と管理会計に分類され、それぞれが外部報告と内部

報告の目的を果たしてきた。環境会計も報告対象に応じて外部報告を目的とするもの（環

境会計）と内部報告を目的とするもの（環境管理会計）の二つの領域に分類され、さらに、

報告媒体からすれば、前者は非貨幣情報（物量情報）を含む環境会計情報を提供する環境

報告書（または CSR報告書）と環境問題に関連する経済事象をいわゆる「簿記上の取引」

として捉える財務諸表という二つの媒体を想定することができるが、環境報告書（または

CSR報告書）を媒体とする環境会計は非制度会計に分類され、財務諸表に反映される環境

会計は環境財務会計(environmentalfinancial accounting)として制度会計に分類される

1。そして、企業外部者の環境意思決定に必要な情報には定量的な清報だけでなく、企業

の環境理念・方針、環境マネジメントシステムおよび具体的な環境への取り組みに関する

定性的な清報がある。つまり、環境報告の内容は広範に及ぶものであるが、本章では環境

財務会計（制度会計に組み込まれている）と単なる計算書体系としての現行環境会計（非

制度会計）に焦点を当て、それぞれにおける情報の内容と範囲について考察する。

第 1節 制度会計としての環境会計情報の範囲

上述したように制度会計に組み込まれている環境会計は環境財務会計と呼ばれている。

環境財務会計の論点は、究極的には借方側では環境コストの即時の費用計上、あるいは資

産計上を巡る問題にあり、そして、貸方側では環境負債の認識と測定を巡る問題に収束す

る凡つまり、借方側では私的コストとして内部化される環境コストの期間配分（過年度、

期、または将来期間）に関わる問題を扱っており、貸方側では環境負債の範囲（認識と
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測定）に関わる問題を扱っている。

まず、借方側の環境コストの期間配分の問題について検討することにする。当期に認識

された環境コストの処理においては、過年度、当期、または将来期間のいずれに配賦する

かの問題があり、環境コストでは過年度損益修正として処理されることになるものは殆ど

ないとされる又そして、環境コストの一部は、当期の営業活動に直接的または間接的に

関連しているか、または単に過去または将来のいずれの期間に配賦することができないと

いう理由から、当期に配賦されることになるが、問題になるのは、営業活動が実施された

後のある時点においてその営業活動の結果に関連して環境コストが発生した場合であり、

その場合環境コストの資本化を巡って、そのコストがどの経済的便益と関連しているのか、

それとも関連する経済的便益は存在しないのかという判断が必要であるとする九

固定資産の取得、建設または開発以後に固定資産に関連して発生する環境コストを、将

来の便益に関連付けて資本化することが可能であるかどうかについて、 CICAのスタディ・

グループは二つのアプローチを提案している凡その二つのアプローチは「将来便益増加

アプローチ (increased-future-benefitsapproach)」と「将来便益の追加コストアプロ

ーチ (additional-cost-of-future-benefitsapproach)」である。

「将来便益増加アプローチ」によれば、環境コストが資本化されるためには、かかる環

境コストが当該資産から得られる将来の経済的便益の増加をもたらさなければならない。

このアプローチでは、将来の期待便益が増加したか否かを判断するための評価基準点

(assessment point)が必要となり、評価時点が取得、建設または開発の時点であって、環

境支出が当初期待された用役潜在力を増加させない場合は、そのコストを償却しなければ

ならないとし、そのような支出が新しい環境法によって要求されたものである場合は、新

しい法律の制定が資産の将来の用役潜在力の新たな評価基準点になる。

そして、「将来便益の追加コストアプローチ (additional-cost-of-future-Benefits

approach)」によれば、かかる環境コストが資産から得られる将来の期待便益に対する

コストであると考えられる場合には、それが経済的便益を増加させるか否かに関わらず資

本化が可能である。このアプローチでは、固定資産に関連する環境コストが、当該資産か
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ら得られる過去と将来の便益のいずれか、または両方に関連しているかについて、最初に

決定することが必要である。将来の活動による環境汚染を防止するために生じるコストは、

将来の便益に関連するコストであり、コストが将来の便益から回収可能であるならば、資

本化されることに賛成している。しかし、過去の汚染の浄化が当該資産の過去の便益に関

連しているのか、将来の便益に関連しているのか、あるいはその両方に関連しているのか

よって、そのコストのうちのいくらを資本化し得るかについてはコンセンサスが得られて

しヽなし、60

そして、 FASBの EITF90-8「環境汚染処理コストの資産計上」では「将来便益の増加ア

プローチ」が採用され八 IAS第 16号「有形固定資産」では「将来便益の追加コストアプ

ローチ」が採用されている凡国連貿易開発会議 (UNCTAD) の会計と報告の国際基準に関

する政府間専門作業部会 (IASR) は、環境コストの資産化について EIFT90-8が規定する

要件とほぼ同じ要件を提示しているが、異なる要件として、 IASRは環境の保全を挙げて

おり，、また FASBは「販売目的資産ーの売却準備のためのコスト」を挙げている 10 0 

上記の二つのアプローチは環境コストの資本化において、環境コストと将来便益との関

係については議論が分かれているが、環境の立場からすると将来の便益とは関係なく資産

認識ができる「将来便益の追加コストアプローチ」がより積極性をもつアプローチである

と解釈できる。しかし、資本化された環境コストも最終的には資本化ができない環境コス

トと共に当期における環境コストとして合理的な額をもって部分的に費用化されること

を鑑みると、貸方側の環境負債の認識問題がもっと重要なテーマになる。なぜなら、借方

側における問題は環境コストを過去、現在および将来にわたっていかなる方法で財務的に

消化していくのかの問題であり、貸方側では企業活動による外部不経済をどの範囲まで私

的コストとして内部化できるかの環境負債の認識範囲に関わる問題になるからである。換

言すれば、環境改善にいくらの財貨が費用化・資本化されていくかは企業、もっと広くは

社会の問題であり、環境の立場からするとそれよりも環境活動の範囲（自然資本の欠損

補う活動）をどこまで企業の環境責任として認識するかが重要になる。

次に、貸方側の環境負債の定義と範囲については、種々の見解があり、文言や内容のコ
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ンセンサスが得られている訳ではない。現状では、環境負債は環境コストの側から言及さ

れており、したがって、環境負債は環境コストの性質に基づいて議論されている。

環境コストは大きく二つの属性に分けることができる。一つは、経済主体が関与する環

境に対する悪影響の改善（汚染資産の修復）に資するコストであり、もう一つは、環境法

規違反によって課される罰金・科料や第三者への損害賠償支払額である 11。前者について

は、自然環境に対する悪影響の改善に資するコストであることから環境コストと呼ぶに異

論を唱える余地は残されていない。そして、環境コストが制度会計における環境コストと

して認識されるためには、企業が負担する環境コストである私的コストとそれ以外の社会

的コストとの間の線引きという問題が存在するが、私的コストと社会的コストの境界線は

固定化されたものではなく、法律やほかの法案・政策(legislationand other measures) 

によって変動する 12。将来期間に賦課される環境負債についても、 IASBやFASBの現行の

負債の定義において法的債務と同列に扱われている「擬制債務」（推定債務や衡平法上の

債務）の存在が社会的コストから私的コストヘの転換を促し、強いては環境負債の範囲を

拡大する方向に作用し、社会的コストと私的コストの境界線は流動的になるようになって

いる＼つまり、擬制債務をどこまで拡張できるかによって私的コストの最終的な範囲が

決定される。

後者については、環境コストからペナルティー項目をすべて除外するという考え方は

EUROSTAT (EC統計局）の枠組みと整合的であり、そのことを何よりも重んじる欧州の風

土に適し、また環境コストにペナルティー項目をすべて含めるという考え方がペナルティ

一項目を制度会計上の環境コストと位置付けてきた訴訟に敏感な米国の風士に適合して

いる＼環境法規違反によって課されるコストは実際に企業に課される前までは企業の環

境活動を促す圧力効果を有する可能性があるが、一旦課された後は自然環境に与えた悪影

響を改善するためのコストではないことから環境コストに後者を含めるには議論の余地

が残されている。つまり、ペナルティー項目が環境コストとしての性質をもっているかど

うかの議論を棚上げすると、同じ状況にある環境事象に対して米国の企業によって認識さ

れる環境コストが欧州の企業によって認識される環境コストより多額になる可能性があ
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ることを示唆する。換言すれば、ペナルティー項目を環境コストに含めることにより、企

業活動に伴う環境事象の改善状況を環境コストの多寡だけで判断することができない要

素を一つ増やしたことになる。

ここからは自然環境の視点に立脚し、議論の焦点を環境財務会計（貸借対照表の貸方）

に当てながら、環境修復負債、資産除去債務、電気・電子機器廃棄物処理負債および排出

権会計での環境資産・環境負債の捉え方について考察する。

第 1項 環境修復負債

環境修復負債の会計認識は、元々FAS第 5号「偶発事象の会計」の対象とされてきたが、

アメリカ公認会計士協会の SOP96-1「環境修復負債」はそれを具体化して改善したもので

あり、それはいわゆるスーパーファンド法や資源保全・再生法等によって義務付けられる

土壌汚染等についての修復のためのコストを、何時、どのように認識し、測定し、かつ計

上すべきかを規定するものである 15。その環境負債はある一定の時点（段階）で完結的に

認識可能なものとして識別できるのでもなく、また決まった単一の金額が見積可能になる

のでもなく、修復プロセスの進行に伴って事象の識別可能性および金額の見積可能性が

徐々に変化することから、計上される金額は見積修正の繰り返しを通して変更されること

になる 16。SOP96-1が提案する環境修復負債の認識の仕組みは「段階的認識」であり、通

常は時の経過と共に環境修復負債の計上額は増加し、それと共に見積額の信頼性も向上し

ていくものと思われるが、 当事者が環境修復費用の見積額として最少額(minimum

amount) 1 7を明確な意思をもって計上し得ることから、合理的な見積額として解される見

積額には最少額よりも大きい次善の見積額が存在するにも関わらず、外部公表に際しては

それがなかったものとして最少額を計上しても、GAAPに準拠した正しい会計処理となり、

GAAP準拠性という点において異論を唱えることは難しいとされる 18。そもそも、 SOP96-1

での環境修復負債の相手勘定科目である環境修復費用は、修復にかかる直接増分費用

(Incremental direct costs)と、実際の作業に直接的に従事する従業員の給与および福利

厚生費から構成され、直接増分費用は、①外部の法律事務所に対する報酬支払額、②修復
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調査、実行可能性調査に要する費用 (RI/FS)、③士建会社およびコンサルティング会社に

対する報酬支払額、④修復活動に従事する請負業者への報酬の支払額、⑤EPAまたは政府

当局による監視活動関連費用、 (Governmentoversight costs and past costs)、⑥修復

活動目的に限定した機械設備にかかる費用、⑦土地修復の担当者による修復費用の見積額

(Assessments by a PRP group covering costs incurred by the group in dealing with 

a site)および⑧修復活動の実施および維持・管理費用からなり、多岐にわたって発生す

るだけでなく、当事者の間での負担割合も多様である 19。つまり、現状では、企業が負担

する環境修復費用は環境改善に不可欠な本来的費用（すなわち、環境汚染属性による

用；固有費用）と訴訟費用のように企業それぞれが負担する環境付帯費用（すなわち、特定

企業属性による費用；特有費用）の合計額であり、その区分が困難である。その区分を問

題視する理由は、企業それぞれに特有な費用である環境修復費用の合計額として導き出さ

れる環境修復負債からは、企業活動が自然環境へ与えている負の影響の大きさである「固

有費用」を把握することが困難であることに求められる。例えば、 1個の卵を茄でるのに

必要な熱エネルギーは卵の大きさを考慮外にすればほぼ同じである。しかし、卵を茄でる

方法は様々あり得る。使用する熱源として太陽の熱エネルギー、電気エネルギー、ガスエ

ネルギー等々の選択肢があり、茄でるのに使用する水の量も lL、2L等の選択肢が存在し

得る。さらに、熱源の種類と使用する水の量を組み合わせることによりさらなる選択肢（方

法）を見出すことができる。数多い選択肢（方法）によって決まるそれぞれの実際の熱工

ネルギー量（特有費用）からは 1個の卵を茄でるのに本来必要な熱エネルギー量（固有費

用）を把握することが難しいのと同じである。

また、環境負債の認識については、 FASBとの会計基準・解釈指針の収倣作業の結果と

して、 IASBから公表された IAS第 37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」 (2004年改訂

版）の Appendixでは、汚染土壌について取り上げており、法的要求に基づく浄化債務や企

業が公表した環境指針によって浄化責任（推定債務）を負うことになる場合は、予期され

る支出を合理的に見積もることができるとされ、引当金を計上しなければならないとして

いる 20。UNCTADの ISARの「1998年報告書」（環境会計の分野での最近の進展を評価し、
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新たな指針を提供する目的）では、環境負債の範囲を法的な債務、推定債務および衡平法

上の債務の三つの段階に分けている 21。つまり、 FASB、IASBおよび UNCTADの ISARが認

識すべきとしている環境負債は法的債務と同列に扱われている「擬制債務」（推定債務や

衡平法上の債務）によって発生するものである。そして、環境修復負債の根本的な原因は

財務諸表日、ないしそれ以前に起こっていなければならないことから、現事業から今後

10年間にわたって環境負荷が発生することが明らかであったとしても、環境修復負債は

財務諸表日、ないしそれ以前に起こった環境負荷に対応する部分しか認識されない22。つ

まり、環境修復負債は事後対応的なものであるが、環境負荷は発生した時点から自然環境

に影響を与えているので、後になって纏めで処理する方法は自然環境の立場からすると積

極的な環境対策とは言えない。

以上を総括すると環境修復負債の範囲は法的債務 (SOP96-1) 2 3、推定債務および衡平

法上の債務を含むものであり、財務諸表日ないしそれ以前に起こっている環境事象に限定

される。したがって、推定債務と衡平法上の債務をどこまで拡張できるかによって環境修

復負債の認識範囲は変わってくる。ゆえに、環境コストの分類とその範囲に関しては議論

の余地が残されていることが分かる。

第 2項 資産除去債務

FASBは、 2001年 6月に財務会計基準書第 143号 (FAS143) 「資産除去債務に関する会計

処理」を公表し、その内容は資産除去債務を負債として公正価値で計上し、同額の資産除

コストを長期性資産として計上し、資産に計上された資産除去コストは関連する長期性

資産の対象年数にわたり、規則的かつ合理的な方法で費用配分し、負債に計上された資産

除去債務は期首の負債金額に利息法を適用して、時の経過による増加分を営業費用として

各期に計上するというものである 24。そして、 FAS143は、有形固定資産の取得、建設、

開発、通常の稼働の結果として生じる当該資産の除去に関連する法的債務（禁反言の法理

の下における法的債務を含む）に適用され、ここで、「除去」とは、有形固定資産のサー

ビスから一時的ではない撤去を言い、売却、廃棄、再利用その他の手段による処分を含む
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が、一時的遊休は除外され、資産の不適切な稼働の結果生じた負債については SOP96-1「環

境修復負債」の対象としている 25。さらに、 FASBはFASB解釈指針第 47号 (FIN47) 「資

産除去債務に関する会計処理ーFAS第 143号の解釈」を公表し、そこで資産除去債務の決

済の時期や方法がはっきりしていない場合でも、その法的義務は無条件に発生しているこ

とから、合理的な公正価値を見積もることができる場合は資産除去債務を負債として認識

することを確認した 26。つまり、資産除去債務の範囲を法的債務に限定し、資産除去債務

を負債として認識することおよび資産の不適切な稼働の結果生じた負債を除外したこと

によって負債の認識範囲と測定における不確実性がある程度確実なものになった。

そして、資産除去債務の特徴は、①資産の将来の移転あるいは使用を回避する裁量が殆

どまたは全く企業に与えられていない事象や状況が発生していること、②将来の犠牲を回

避する裁量が殆ど、あるいは全くないことおよび③企業に義務を負わせる取引あるいはほ

かの事象が既に発生していることにあるとする 27。つまり、資産除去債務は企業活動に必

要不可欠と思われる資産の取得によって発生するものであるという見方ができる。そして、

資産除去債務と環境負債の関係については、資産除去費用は長期性有形資産の除去に伴う

環境対策費用を含み得ることから、環境コストに含めることができ 28、したがって資産除

去債務も部分的に環境負債に該当することになる。そして、有形固定資産の正常な稼働か

ら生じる環境修復負債で、当該資産の除去に関連するものは、 FAS143により、資産除去

債務として会計処理しなければならない 29。また、前述した資産の不適切な稼働の結果生

じた負債は SOP96-1「環境修復負債」の対象になることから、資産除去に伴う環境コスト

は資産の不適切な稼働によるものか否かによって FAS143による会計処理か、あるいは

SOP96-1による会計処理かが決まることになる。

そして、資産除去債務に関する IASの個別の基準書は存在しないが、 IASBは国際財務

報告基準 (IFRSs)において、資産除去債務の会計処理について、国際会計基準第 37号「引

当金、偶発負債及び偶発資産」 (IAS37)および国際会計基準書第 16号「有形固定資産」

(IAS16) を適用することにしている 30。その内容は、資産除去債務について一定の要件

を満たす場合、現在の債務を決済するための最善の支出見積を行って引当金として計上し、
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借方側では最善の見積額を取得原価に含め、有形固定資産の取得原価に含められた除去費

用は資産の償却可能価格として、その後関連する有形固定資産の耐用年数にわたり規則的

な方法で費用配分するというものである。そして、資産除去債務の事後測定については、

国際財務報告解釈指針委員会の解釈指針書第 1号「廃棄、原状回復およびそれらに類似す

る既存の負債の変動」 (IFRICl) を適用する 31。そのため、当該引当金の金額は、現在の

市場評価を反映した割引率の変更によっても変動することとなり、この点が FAS143との

相違点であるとされる 32。そして、資産除去債務の認識においては、法的債務と推定債務

を根拠とし、過去の事象が現在の債務を発生させたかどうかは明確であるとしながらも、

極稀には、現在の債務が存在するかどうかが明らかでない場合があるとし、その場合にお

いても全ての利用可能な証拠を考量した上で、貸借対照表日において現在の債務が存在し

ている可能性が高いと判断される場合（資源の流出する可能性が高い、つまり、そのよう

な事象が 50%以上の確率をもって発生する）には、過去の事象が現在の義務を発生させ

ていると見倣すことにしている 33。この点は、 FASBのFIN47の内容と同等である。さら

に、 2005年、 IASBは IAS37の改訂草案を公表し、そこでは引当金や偶発負債に代えて金

融負債以外の負債を「非金融負債」と一括した上でその会計処理方法を提案し、提案の中

で非金融負債の原始認識に際して、無条件債務から現在の債務が生じ、非金融負債が負債

の定義を充足する直接的な根拠となることから蓋然性要件は条件付債務ではなくて無条

件債務に適用されるべきとしている 34。つまり、非金融負債に該当する多くの環境負債は

無条件債務として認識される可能性を意味し、 FASだけではなく IASにおいても環境負債

が無条件債務として見出されることは、自然環境の立場からすると喜ばしいことである。

前項の環境修復負債と本項の資産除去債務を総括して、自然環境の視点からみると、環

境修復負債は既に発生している環境問題への対応であり、資産除去債務はこれから発生す

るであろうと推測される環境問題への対応であるとも言える。財務的側面に視点を置くと

両方共に、解決に長い時間的スパンが必要である点では同じであり、そこで費用処理する

か、あるいは資本化するかの問題が生じる。そして、資産除去債務の認識において、 FASB

は法的債務に限定しているのに対して、 IASBは法的債務のほかに推定的債務も認めてい
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ることから、理論的には IASBによる環境負債の範囲が FASBによる環境負債の範囲により

広域であると言える。それはともかくして、環境事象が環境負債と認識されることは制度

会計における大きな進歩であると言える。しかし、自然環境の視点から、前項で述べたよ

うに環境コストの固有費用と特有費用の議論の必要性をここで再び指摘して置きたい。

第3項 電気・電子機器廃棄物処理負債

2003年に発効した WEEE指令は、 ・電子機器廃棄物発生の予防を最優先の目標とし、

それに加えて、廃棄物処分量を削減するために「再使用 (Reuse)」、「リサイクル(Recycling)」

および「再利用 (Recovery)」も目標に掲げている 35。ここで再利用とは再使用、リサイ

クルおよびエネルギー回収 (EnergyRecovery)を含んだ広義の概念である 36。そして WEEE

指令は生産規定ではないので、殆どの電気製品がこの指令の対象となり、 10のカテゴリ

ーに分類された製品に対してそれぞれ再生率と再利用・リサイクル率を義務付けている 37 0 

例えば、カテゴリー 1とカテゴリー10に該当する製品は再生率 80%、再利用・リサイク

ル率は 75%、カテゴリー3とカテゴリー4に該当する製品は再生率 75%、再利用・リサイ

クル率は 65%、そしてその他のカテゴリーに該当する製品は再生率 70%、再利用・リサ

イクル率は 50%という具合である。

そして、電気・電子機器廃棄物処理費用負担については、 2005年 8月 13日を境にして

過去廃棄物と新規廃棄物に分けられ、さらに一般家庭用と一般家庭以外用に分類されてい

る38。ここに、生産者と利用者の分類を加えると電気・電子機器廃棄物処理費用の負担者

は八つのグループに分けることができる。しかし、一般家庭の利用者を除いた企業だけに

限定すると、電気・電子機器廃棄物処理に関連する会計主体は六つのグループに分けるこ

とができる。

会計基準に関して、 IASBはWEEE指令を受けて IFRIC解釈指針第 6号「特定市場への参

加から生じる負債一電気・電子機器廃棄物」 (2005)を公表し 39、FASBはFSP143-1「電子

機器廃棄物債務の会計」 (2005)を公表している 40。このほかに EU加盟国である英国の会

計基準審譲会 (ASB)の緊急問題検討委員会 (UITF)が公表した Abstract45とドイツの会
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計基準委員会 (DRSC) の会計解釈委員会 (AIC) の解釈指針第 2号「電気・電子機器の廃

棄債務」があり、 EU加盟国においては、 WEEE指令の規定がそれぞれの国が制定した国内

法となり、その国内法がまたそれぞれの国における会計処理方法、特に債務発生事象の特

定に大きな影響を及ぼしているとする 41 0 

具体的には、一般家庭からの過去廃棄物処理負債については生産者が責任を負うことに

なり、 IFRIC解釈指針第 6号は、現行の IAS第 37号が定める負債認識要件を充足すれば

引当金認識をするとし42、ABSのUITFのAbstract45とFSP143-1とAICの解釈指針第 2

号は IFRICの解釈指針第 6号と特段の相違がない43。つまり、この場合において過去廃棄

物処理負債は環境修復負債として引当金処理される。次に、一般家庭以外からの過去廃棄

物処理については使用者と生産者がいずれも責任を負う可能性があり、使用者側が責任を

負うべき電気・電子機器廃棄物処理負債は実質的には資産除去債務になるが、 IFRICの解

釈指針第 6号が特段の規定を設けていないことから IAS第37号と IAS第 16号を適用して

処理することになり、 UITFのAbstract45とAICの解釈指針第 2号も同様の処理を示唆し

ている 44。なお、 FSP143-1は使用者側が機器の取替を行わない限り FAS第 143号に基づ

いて会計処理することを規定し、使用者側が機器の取替を行う場合は FSP143-1に基づい

て会計処理することになり、使用者側の資産除去債務相当額の生産者側への転嫁に関する

会計処理が必要となる 45。つまり、この場合において過去廃棄物処理負債は生産者側の資

産除去債務として処理される。

また、一般家庭からの新規廃棄物処理負債についは生産者側が負担することになり、

IFRIC解釈指針第 6号の一般家庭からの過去廃棄物に関する規定をそのまま適用される点

では Abstract45も同様であり、さらに、 AIC解釈指針第 2号は生産者の負担割合の決定

に「直接割当方式」と「賦課方式」という二つのバリエーションを採用し、 IAS第 37号

に基づき引当金を認識する 46。つまり、この場合も過去廃棄物処理負債は引当金処理とな

る。

さらに、一般家庭以外からの新規廃棄物処理負債については、生産者が負担する場合、

あるいは義務が使用者に移転した場合、 IFRICの解釈指針第 6号は IAS第 37号で対応で

64 



きるとし、使用者側で資産除去債務として処理する 47。つまり、この場合は引当金と資産

除去債務に関する会計基準を適用することになる。

以上を総括すると電気・電子機器廃棄物処理負債に関する会計処理は実質的には環境修

復負債と資産除去債務に関する会計基準を適用することによって処理されると言える。そ

して、環境負債の範囲という視点からすると、環境修復負債、資産除去債務および電気・

電子機器廃棄物処理負債は法的債務という意味で共通点をもっている。但し、 IASBの負

債認識における推定的債務と衡平法上の債務が負債の範囲を曖昧にしているのと同様に、

WEEEでも市場占有率による負債額の認識が範囲の曖昧さを増加させている。

第4項 排出権取引に関する会計処理

1997年 12月に採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約の京都譲定書」（いわ

ゆる「京都議定書」）では、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスにつ

いて、 1990年を基準として先進国における削減率を設定し、温室効果ガス削減のために

市場原理を導入した48。排出権取引が実際に政策として運用され成功したのはアメリカの

酸性雨プログラムであり、その考え方が CO2を中心とした温室効果ガスについての「京都

議定書」で、各国の目標達成の補完策として導入された49。その補完策は、「京都メカニ

ズム」と呼ばれる「共同実施メカニズム」、「クリーン開発メカニズム」および「排出権取

引メカニズム」である。

「共同実施メカニズム」とは、温室効果ガス排出量の数値目標（総排出権）が設定され

ている附属書 Iの国同士が協力して、附属書 Iの国において排出削減（または吸収増大）

プロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減（または吸収増大）に基づいてクレジッ

トが発行され、そのクレジットを排出権として投資国が取得できる制度である。「クリー

ン開発メカニズム」は、温室効果ガス排出量の数値目標が設定されている附属書 Iの国が

関与して、数値目標が設定されていない非附属書IIの国において排出削減（または吸収増

大）プロジェクトを実施し、その結果生じた排出削減（または吸収増大）に基づいてクレ

ジットが発行される制度であり、これは先進国が途上国への技術・資金等の援助を行い、
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その代わりに削減できた排出量に相当する分の排出権を投資した先進国の温室効果ガス

削減分の一部として充当することができる制度である。「クリーン開発メカニズム」への

参加は自主的であり、参加者としては関係締約国（京都議定書の締約国であれば、非附属

書IIの国も可）、または関係締約国からプロジェクトヘの参加の承認を受けた民間事業者

および公的機関を挙げることができる 50。そして、「排出権取引メカニズム」は、温室効

果ガス排出量の数値目標が設定されている附属書 I国間で排出権の取得・移転（取引）を

規定した制度であり、先進国が温室効果ガスを削減した結果、削減できた排出量に相当す

る排出権をその国やその国の企業が売買することができるという制度である 51。つまり、

「共同実施メカニズム」は先進国同士が協力して先進国の国内で実施した排出削減（また

は吸収増大）プロジェクトによるクレジットの産出に関するメカニズムであり、「クリー

ン開発メカニズム」は関係締約国、または関係締約国から参加の承認を受けた民間事業者

および公的機関が途上国国内で実施した排出削減（または吸収増大）プロジェクトによる

クレジット産出に関するメカニズムであり、「排出権取引メカニズム」は上記の二つのメ

カニズムを利用して取得した排出枠の取引に関するメカニズムである。

そして、排出権を取得するモデルには「ベースライン・アンド・クレジット」モデルと

「キャップ・アンド・トレード」モデルがあり、その概要は下記の通りである 52 0 

「クリーン開発メカニズム」および「共同実施メカニズム」は「ベースライン・アンド・

クレジット」モデルによる排出権の取得を規定したものであり、この場合、上記の二つの

メカニズムを適用しなかった場合の排出量をベースラインとし、国レベルでは、温室効果

ガス排出量の数値目標（総排出枠）が設定されている附属書 Iの国、あるいは附属書 Iの

国同士が協力して数値目標が設定されていない非付属書IIの国（途上国）あるいは附属書

Iの国において排出削減（または吸収増大）プロジェクトを実施した結果として実現した

排出削減量がプロジェクト参加国の取得クレジットになる。企業レベルでは、まず、規制

当局が個々の市場参加企業のベースラインを当該企業が排出削減プロジェクトを実施し

なかった場合における温室効果ガスの排出量に応じて設定する。そして、実際の排出量が

ベースラインを下回った場合には、下回った部分が排出権となり、その排出権が市場での
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取引対象になる。つまり、排出量削減プロジェクトが実施されなかった場合における温室

効果ガスの排出量が市場参加企業の排出量のベースラインになり、その企業が排出削減量

プロジェクトヘの投資によってベースラインを下回る排出削減を実現した場合、その排出

削減量に相当する排出権を取得する。

「キャップ・アンド・トレード」モデルは、温室効果ガスの総排出可能量を設定した上

で、これを何らかのモデルで個々の規制対象主体に排出枠（排出量を一定のキャップまで

減少させるべき上限枠である数値目標）を割り当て、その排出枠の一部の取引を認める制

度である。規制当局は、温室効果ガスの削減目標を達成するために個々の市場参加企業の

排出許容量として上限枠を設定し、市場参加企業が排出量の削減に繋がるような新規プロ

ジェクトを実行して上限枠を下回ることに成功した場合、企業はその余剰排出枠をほかの

企業に売却することができる。逆に、実際の排出量が排出枠の上限を超えた場合にはペナ

ルティーが課せられることになり、そのペナルティーを支払うための排出枠を取引市場で

購入することもできる。

上述したモデルによる排出権の取得と排出量の市場取引に伴う経済事象を会計情報と

して捉えるのが排出権取引会計に課せられた任務である。「キャップ・アンド・トレード」

モデルを適用したアメリカ連邦エネルギー規制委員会の S02排出量取引の会計処理基準が

世界で初めての排出量取引に関する会計基準であり、その後の排出権取引会計基準に影響

を与えている 53。この会計基準の特徴は、 1993年当時の公益企業を対象としたものであ

り、政府が排出削減を法律上義務化することにより、負債（法的義務）と資産（排出量）

が生み出されたことにある。まず、ここでは排出量の勘定を流動資産の中に排出量棚卸資

産と留保排出量に区別し、後者の留保排出量勘定には CAAA(Clean Air Act Amendment: 

修正大気浄化法）によって定められた EPAによる留保分（オークションによって割り当て

られる 2.8%分）が相当し、排出量の評価に関しては、当初認識は取得原価、その後は時

価評価が採用されている 54 0 

そして、黒川によれば、フランスでは 2002年 2月に「温室効果ガス排出枠の会計処理

オプション」が公表され、それによると排出枠はその取得形態を問わず同じ資産であり、
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その資産は義務を消滅させるために使用される一つの「支払手段」としての権利であり、

割当時はその時の市場価格を参考として決定される基準価格で評価され、それは無形資産

でもなく金融商品でもない「負債の前払金」として取り扱われている 55 0 

イギリスでは 2002年 5月に「イギリスの排出枠取引制度の下でのカーボンに関する会

計」が公表され、排出枠は流動資産であり、金融商品との類似性を強調した方が有用であ

るとし、また、遵守目的で保有する場合には原価で、そして売買目的で保有する場合は時

価で、それぞれ評価するとし、「排出枠」と「排出負債」は異なる属性およびリスクをも

っているので相殺すべきではないとし、無償取得を受けた時には再評価剰余金を計上する

ことで排出枠をオンバランスさせている 56 0 

IASBは2005年 3月に「キャップ・アンド・トレード」方式における排出量取引会計基

準「解釈指針 IFRIC3」を発行したが、その内容は政府から与えられた排出枠が IAS38「無

形資産」に基づいて無形資産として、公正価値との差額は IAS20「政府補助金の会計処理

及び政府援助の開示」により政府補助金として繰延収益に計上し、実際の排出量と同量の

排出枠が IAS37「引当金、偶発債務及び偶発資産」に基づく負債（引当金）として計上さ

れ、排出枠に何らかの減損の兆候がある場合には IAS36「資産の減損」を適用するという

ものであったが、資産と負債の測定に関してミスマッチが指摘され、 2005年 7月に撤回

された 57 0 

企業会計基準委員会 (ASBJ) の実務対応報告 15号「排出量取引の会計処理に関する

面の取り扱い」では、会計処理を①専ら第三者への販売する目的の (i)他者から購入す

る場合と (ii)出資を通じて取得する場合、②将来の自社使用を見込んで取得する目的の

(i)他者から購入する場合と (ii)出資を通じて取得する場合および③無償で取得する

場合の (i)事後清算による排出枠を取得する場合と (ii)事前交付による排出枠を取得

する場合の六つのパターンに分けて下記の通り説明している 58 0 

第三者への販売を目的とした排出クレジットは取得時に「棚卸資産」として処理し、排

出クレジット取得後の期末評価は取得原価によるが、期末における正味売却価格が取得原

価より下落している場合には当該正味売却価格を貸借対照表価格とし、その差額は当期の

68 



費用とする。そして、販売時には「棚卸資産」の販売として処理する。

将来の自社使用を見込んだ排出クレジットの場合は、排出クレジット取得時は「無形固

定資産」または「投資その他の資産」の取得として処理し、取得後の期末評価は取得原価

によるが固定資産の減損会計が適用され、その時、ほかの資産とのグルーヒ°ングは適当で

はないとする。第三者への売却時は「無形固定資産」または「投資その他の資産」の売却

として処理し、自社使用をした場合には原則として「販売費及び一般管理費」の区分内の

適当な科目で計上し、売上高の原価とする場合は「売上原価」または「製造原価」とする。

無償で取得する場合は仮受金そのほかの未決算勘定で処理する。

前述した IFRIC3の失効により、排出権取引会計について国際的には実務上統一された

会計処理が存在しないので現在は複数の会計処理が行われている 59。このように排出権取

引に関する会計処理は排出枠と負債の認識時点、その評価額、初期割当排出量を資産とし

て認識するかまたはその時の資産の性格（棚卸資産、無形資産、金融資産）は何であるの

かにおいて議論が纏まっていない状態であるが、逆に言えば、排出権取引制度設計におけ

る問題が会計基準における混乱を招いているのではないかと考えられる。例えば、排出権

取得における二つのモデルを企業レベルに適用する時、「キャップ・アンド・ドレード」

方式は技術的に排出削減余地がある企業に適用し、「ベースライン・アンド・クレジット」

方式は技術的に排出削減余地があまり残されていない企業に適用すると規定する。そして、

認識時期は、前者・後者共に期末とする。そして、前者については期末においてキャップ

を達成するまでは期中の取引を認めないとし、期末において取引を必要とする事象が生じ

た場合は不足の排出枠の調達ではなくペナルティーを課す。つまり、排出権取引会計では

キャップとベースラインをどこに設定するかによって、温室効果ガスの削減量が変動し、

環境負荷の内部化の量が決まる。換言すれば、環境責任の範囲はキャップとベースライン

によって決まる。

本節では制度会計における環境資産、環境コストおよび環境負債について概観した。そ

して、環境負債については環境修復負債、資産除去債務、電気・電子機器廃棄物処理負債

および排出権について考察した。その結果として、環境コストの分類とその範囲における
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問題、排出権取引制度設計における問題を指摘することができ、制度会計における環境情

報は法律あるいは制度の準拠と深い係わりがあり、その域を超える部分の環境情報は殆ど

対象外になっていることを確認することができた。一言で言うと、現行制度会計における

部分的な環境情報（環境事象に由来する財務情報）をもって、企業活動による環境事象全

般に関わる表現忠実性と目的適合性を論ずることはできない。企業の環境責任を企業活動

による自然資本の欠損として表すという認識からすると、現行環境財務会計の役割は自然

資本の欠損を表すことにおける部分的な対応にあると言える。

第 2節 非制度会計としての環境情報の範囲と内容

企業の収益・費用の視点からすると、企業が営業活動を通じて獲得する収益に対して、

その収益の獲得に必要な価値の犠牲である費用があり、伝統的会計では、期間損益計算が

収益と費用の対比によって行われる。そこに環境負荷の視点を加えるとその費用に環境関

連コスト（内部環境コスト）が追加されることになる。さらに、環境負荷の表示は環境コ

スト（外部環境コストー市場経済を経由せず自然環境に直接的に与える負荷を貨幣価値で

表すもの）と環境負荷（エコバランスー自然環境全体への負荷を認識・測定の対象とし、

貨幣評価を直接的にしないもの）に分けて行うことができる 60。ここで、環境コスト（外

部環境コスト）は環境法規・定款により強制的、あるいは自主的に行う環境改善措置によ

り環境関連コスト（内部環境コスト）として内部化されるが、そのうち、法規・定款等に

より内部化された環境関連コストは前節の制度会計の対象であり、それも含めて自主的に

行う環境改善措置によって発生する環境関連コスト（内部環境コスト）と環境コスト（外

部環境コスト）および環境負荷（エコバランス）は非制度会計である現行環境会計の対象

になる。

第 1項 環境会計ガイドラインにおけるストック情報とフロー情報

非制度会計である現行環境会計は環境報告書の構成部分であり、それにはストック情報

を重視した環境会計とフロー情報を重視した環境会計が考えられ、前者は企業活動の中か
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ら環境活動に関連する資産・負債を取り出したものであり、後者は環境コストとベネフィ

ットを対比した環境会計である 61。この分類方法を適用すると環境保全コスト（貨幣単位）、

環境保全効果（物量単位）および環境保全対策に伴う経済効果（貨幣単位）を構成要素と

する『環境会計ガイドライン 2005年版』（以下「ガイドライン」と略称する）が示唆する

環境会計はフロー情報を重視する環境会計であると見倣すことができる。さらに、管理会

計は企業内部で営利を追求する手段であり、財務会計はその結果を利益として示す計算書

であるという視点に立てば、ガイドラインは結果を示す計算書というよりも、むしろその

計算構造の点から見れば、環境保全活動を効率的に促進するための手段としての計算書で

あり、これは環境管理会計としての特徴を有する 62。つまり、外部報告が主要な目的とな

っているガイドラインが示唆する現行環境会計は、本質的には環境保全コストと環境保全

効果（物量および金額）の対比構造をもつフロー情報を扱っていることから、効率性を重

視する環境管理会計的な性質をもっていると言える。換言すれば、企業会計における内部

管理目的の管理会計情報が外部開示目的の会計情報として利用され、外部開示される環境

会計情報には経年累積的なストック情報を含む結果報告としての環境会計情報が欠けて

いることになる。

まず、ストック情報の視点からするとガイドラインには環境資産、環境負債および環境

資本の概念が存在しない。目的基準によって抽出され、投資額と費用額に分類される環境

保全コストにおける投資額の対象となるのは土地および建設仮勘定を除く、建物、構築物、

機械装置等の有形固定資産と、営業権、特許権およびソフトウェア等の無形固定資産であ

り、環境保全コストは環境負荷発生の防止、抑制または回避、影響の除去、発生した被害

の回復またはこれらに資する取組みを貨幣単位で測定したものである 63。例えば、影響の

除去および発生した被害の回復に資する資産除去債務（例えば、アスベスト除去）の会計

処理における借方計上額を投資額として認識し環境資産として捉えることは可能である

が、貸方勘定科目である環境負債および環境資本については言及されていない。

次に、フロー情報の視点からすると、ガイドラインにおける環境保全コストは事業活動

内容と環境保全対策分野に応じて分類され、目的基準によって集計する。複合コストの場
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合は差額集計、按分集計（合理的な基準による按分集計、ないしは簡便な基準による按分

集計）によって集計する 64。ガイドラインでは環境保全コストを事業活動内容に応じて①

事業エリア内コスト、②上・下流コスト、③管理活動コスト、④研究開発コスト、⑤社会

活動コスト、⑥環境損傷対応コストおよび⑦その他のコストに分類し、さらに、①事業工

リア内コストを i)公害防止コスト、 ii)地球環境保全コストおよびiii)資源循環コスト

に細分している。そして、環境保全対策分野に応じて①地球温暖化対策に関するコスト、

②オゾン層保護対策に関するコスト、③大気環境保全に関するコスト、④騒音・振動対策

に関するコスト、⑤水環境・土壌環境・地盤環境保全に関するコスト、⑥廃棄物・リサイ

クル対策に関するコスト、⑦化学物質対策に関するコスト、⑧自然環境保全に関するコス

トおよび⑨その他のコストに分類している。その環境保全コストには社会的コストは含ま

れていないが 65、企業が負担している私的コストを網羅的に内包していることが分かる。

しかし、これは反って環境保全コストの集計における恣意性の排除を困難にしている。

環境保全効果についてガイドラインは事業活動の関連から①事業活動に投入する資源

に関する環境保全効果、②事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する環境保全

効果、③事業活動から産出する財・サービスに関する環境保全効果および④その他の環境

保全効果の四つに分類している 66。そして、環境保全効果は基準期間における環境負荷量

と当期における環境負荷量との差として算定し、基準期間は原則として前期とする 67。こ

れを等式で表すと下記のようになる。

環境保全効果＝基準期間の環境負荷の総量ー当期の環境負荷の総量

つまり、次期においては当期の環境負荷の総量は基準期間の環境負荷の総量になり、次

期の環境負荷の総量が当期の環境負荷の総量になる。しかし、環境負荷のストックは将来

期間における毎期の環境負荷の残高の累積によって年々増え続けることになる。換言すれ

ば、ガイドラインの環境保全効果に関する情報では、基準期間の環境負荷の総量と当期の

環境負荷の総量は毎期リセットされ、経年累積的なストック情報である環境負荷の残高を

読み取ることができない。
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環境保全対策に伴う経済効果についてガイドラインは、その根拠の確実さの程度によっ

て、実質的効果と推定的効果に分類する 68。その実質的な効果は実施した環境保全活動の

結果、当期において実現した収益のうち、確実な根拠に基づいて算定される収益と当期に

おいて発生が回避されると認められた費用のうち、確実な根拠に基づいて算定される費用

である。そして、推定的な効果は、実施した環境活動において実現した収益のうち、仮定

的な計算に基づいて推計される収益と当期において発生が回避されたと見込まれる費用

のうち、仮定的な計算に基づいて推計される費用である。環境保全対策に伴う経済効果は、

収益および費用削減を貨幣単位で把握しているが、環境保全効果についてもその経済価値

を評価しようとする試みがあり、ガイドラインにおける環境保全効果はその効果が企業等

のみならず、社会全体に及ぶもの（社会的効果）もあり、例えば、財・サービスの使用時・

廃棄時の環境保全効果について、その経済価値を貨幣に換算して評価するような場合は環

境保全効果の経済価値評価に該当する 69。前述したようにガイドラインでは、社会的コス

トを環境保全コストから除外しているが、社会的効果を経済価値評価して環境保全活動に

伴う経済効果に算入しようとすると、収益と費用の対応関係を把握するためには社会的コ

ストもガイドラインの対象に組み入れなければならない。

上述したようにガイドラインは完璧なものではないが、現に日本国内の企業が実施する

環境会計に多大な影響を与えている。環境省が 2009年に行った「環境に優しい企業行動

調査」の結果によると環境会計を既に導入している企業は合計 771社に上り、そのうち上

場企業が 427社、非上場企業が 344社である。環境会計を既に導入している上場企業 427

社のうち、環境コストを把握している企業が 413社、環境保全効果を把握している企業が

315社、経済効果を把握している企業が 299社、一般への情報開示をしている企業が 374

社である。そして、環境会計を既に導入している非上場企業 344社のうち、環境コスト把

握している企業が 310社、環境保全効果を把握している企業が 218社、経済効果を把握し

ている企業が 203社、一般への情報開示をしている企業が 182社である 70。ガイドライン

の構成要素が環境保全コスト、環境保全効果および環境保全対策に伴う経済効果であるこ

とからすると、現行環境会計を既に導入している企業のガイドライン準拠率はかなり高い
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ことが分かる。そして、日本経済新聞社が企業の環境対策を総合的に評価することを目的

に 1997年から毎年 1回実施している調査の一つである第 16回「環境経営度調査」の結果

7 1によると製造業上位 10の企業は表 1に示した通りである。

表 1.第 16回環境経営度ランキング（製造業）

順位 企業名 報 名 参照ガイドフイン

環 t
1 東芝 環境レポート 2012

ガイドライン2005

環
2 日産自動車 サスティナビリティレポート 2013

ガイドライン※1

環
3 デヽンソー CSR Report 2012 

ガイドライン

環
4 富士通 富士通グループ社会・環境報告書2013

ガイドライン※2

富士フィルム 環境鑓t
Sustainability Report 2013 

ガイドライン
5 

ホ 1げゞ ィングス

環
6 パナソニック サスティナビリティレポート 2013

ガイドライン※3

環 t
7 トヨタ自動車 Sustainability Report 2012 

ガイドライン※4

環
8 三菱電機 環境報告書 2012

ガイドライン2005

環境会計， ホンダ 環境年次レポート 2013
ガイドライン2005

環境会計
10 シャープ シャープサステナビリティ~ート2012

ガイドライン2005

環
10 キャノン電子 Canon Sustainability Report 2013 

ガイドライン

出典：著者作成、第 16回「環境経営度調査」の結果を元とし、諸企業の報告書を参照。

※ 1. 日産自動車の報告書では、環境保全費用の算出を環境会計ガイドラインに準拠している。

※2. 富士通の報告書では、準拠したガイドラインを明記していないが、コスト、実質的効果および推定的効果を環境会計情

報としていることからすると、環境会計ガイドラインに準拠していると見倣すことができる。

※3. パナソニックの報告書では、準拠したガイドラインを明記していないが、環境保全効果、投資額、費用額、経済効果お

よび推定的効果を環境会計情報としていることからすると、環境会計ガイドラインに準拠していると見倣すことができ

る。

※4. トヨタ自動車の報告書では、環境コスト（環境投資、維持コスト）、経済効果（実質的効果、顧客効果）、環境効率およ

び環境負荷の改善効果を環境会計情報としている。そして環境コストの実績について、当社独自のフォーマットによる

実績と環境省フォーマットによる実績の両方を同時に開示していることからすると、環境会計ガイドラインに部分的に

準拠していると見倣すことができる。

このように、ガイドラインは事実上の規範であると見倣すことができるが、制度化がさ
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れてないがゆえに各企業が完全に準拠している訳でもない。各企業の独自の工夫が容認さ

れている現状では、一見、標準化された情報であるように見えても会計情報としての比較

可能性を有することはない。そして、広範なステイクホルダーの環境意思決定に影響を与

えようとするガイドラインが示唆する環境会計情報では経年累積的なストック情報が欠

けていることによりその有用性はさらに低下することになる。また、コスト対効果の関係

については、特定の環境保全活動に対して環境保全効果が直接対応するもの、複合的なた

め個別には対応しないもの、あるいはコストと効果のいずれかが把握されずに対応関係が

不明確なもの等様々であるとガイドラインは解説する 72。このような状況を前提とするフ

ロー情報中心のガイドラインが示唆する環境会計による環境会計情報は企業の単なる自

己 PRのための環境情報であると指摘されても反論の余地はない。しかし、色々な不備は

あるが、環境情報の範囲の側面からすれば、制度会計における環境情報の範囲を超えてい

る点（自然資本の欠損を把握するための物量情報を含む）は評価することができる。

第 2項 環境会計の国際的動向（韓国）

環境会計の国際的動向については、まず隣国の韓国の環境会計について概観することに

する。韓国環境部の『2006環境会計ガイドライン』（以下「韓国のガイドライン」と略称

する）では、環境会計は企業の経営活動によって発生する環境影響を削減するための多様

な活動から発生する環境コスト (environmentalcost)と便益 (benefit)を認識し、測定・

配分することによって、内部意思決定者と利害関係者の正しい意思決定のための情報を提

供する一連の体系であるとする 73。そして、環境会計の必要性については企業の内部での

意思決定支援と外部利害関係者の情報要求の満足を挙げている 74。さらに、その適用につ

いては日本における業種別ガイドラインの存在を例として挙げながら、ガイドラインが提

している概念の範囲内での業種別ガイドラインを制定して活用することを認めている

7 5。つまり、韓国のガイドラインも日本のガイドライン同様に環境会計情報の内部利用と

外部利用の両側面を想定しており、基準ではなく企業の創意工夫を認めている点では日本

のガイドラインと同様の問題を抱えていると言える。
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韓国のガイドラインでは、ストック情報について、設備および機械装置のような有形資

産だけではなく、研究開発費のような無形資産も含めるとし、環境活動に関連する環境コ

ストについては媒体別（大気、水質、廃棄物、士壌・地下水、騒音・振動およびその他）

に記載し、投資については投資分類表に記載することにしている 76。そして、環境コスト

は環境活動によって①事後処理活動コスト（社内施設運営コスト、委託処理コストおよび

その他のコスト）、②事前予防活動コスト（環境経営関連コスト、資源節約と再活用活動

コスト、研究開発活動コストおよびその他の予防活動コスト）、③利害関係者活動コスト

（対外協力活動コストおよびその他の関連活動コスト）および④法規対応と環境復元活動

コスト（法規対応コストおよび環境復元と訴訟コスト）に分類し、社会的コストは環境コ

ストから除外している 77。つまり、韓国のガイドラインでの環境コストの分類の仕方と日

本のガイドラインでの環境保全コストの分類には違いがあるが、その範囲は大体同じであ

る。

しかし、韓国のガイドラインでは環境便益は企業の環境活動に伴って発生する有形・無

形の便益であり、広義の環境便益には経済的効果と環境負荷の低減を通じて発生する物量

的な効果を含むが、企業の環境活動に起因する貨幣による測定が可能な企業内部の経済的

効果を対象とし、環境配慮型製品の使用段階における環境負荷削減については環境便益か

ら除外している 78。つまり、日本のガイドラインでは環境保全効果と環境保全対策に伴う

経済的効果という構成要素があるが、韓国のガイドラインでは環境便益に経済的効果しか

含めておらず環境管理会計の性質をより強くもつガイドラインであると認識することが

できる。そして、環境保全効果である物量情報を貨幣による測定が可能な部分に限定して

いることから費用対効果の分析には向いているが、環境情報の視点からすると日本のガイ

ドラインより狭義的であると言える。

以上から明らかように、日本と韓国のガイドラインは、情報の外部開示のためのガイド

インであること、環境負債のような経年累積的なストック情報が欠如していること、フ

ロー情報が中心であることおよび制度化がなされていないこと等の面で多くの共通点を

有している。逆に言えば、違う国同士のガイドラインではあるが多くの共通点があるがゆ

76 



えに、それぞれが示唆する環境会計情報は共に、企業外部者の環境意思決定に対して充分

な有用性をもたないことが分かる。

第3項 環境会計の国際的動向（欧州諸国）

国際的な環境会計への取り組み状況については、欧朴I諸国（ノルウェー、スウェーデン、

デンマーク、イギリス、ドイツ、オランダおよびフランス）と北米諸国（アメリカとカナ

ダ）およびオーストラリアを調査対象国とした環境省の『環境報告書の諸制度に関する海

外動向調査報告書』（以下「環境省調査」と略称する）を中心に検討する。

環境省調査によれば、欧州では、年次財務報告書における非財務情報として環境や社会

性に関する情報開示の義務化が進む一方で、独立した環境報告書や持続可能性報告書の作

成については、自主的な取り組みを促進する政策も進展の方向にあり、国際機関や各国に

おける議論は環境の側面だけではなく、社会的側面に関する記載項目を含めた持続可能性

報告書の作成を促す方向へと大きく変化している 79。そして、調査対象国の年次報告書に

おける環境に関する記載事項の内容と環境報告書における記載事項の内容等を概観する

限り、定量情報としては物量情報が主である。そして、環境報告書における記載項目に環

境会計情報の総括（オランダを除く）の項目がなく、その代わりに環境マネジメントシス

ムの状況（デンマークを除く）の項目がある 80。環境省の調査では、調査対象国の年次

報告書と環境報告書における記載項目と『環境報告書ガイドライン 2003年度版』の記載

項目との比較も行われている 81が、同ガイドラインの「事業活動に伴う環境負荷及びその

低減に向けた取り組みの状況」における諸項目のうち、総エネルギー投入量およびその低

減対策、総物質投入量およびその低減対策、温室効果ガス等の大気への排出量およびその

低減対策、化学物質排出量・移動量およびその低減対策、総排水量およびその低減対策、

並びに輸送に関わる環境負荷の状況およびその低減対策については、調査対象国の年次報

告書と環境報告書における記載項目が日本の環境報告書の項目と全部または一部に一致

する部分が多い。そして、調査対象国の環境報告書ガイドラインの発行時期 82をみると

2000年から 2003年の間になっているが、 ドイツ (2001年）、オランダ (2003年）および
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カナダ (2003年）のガイドラインのタイトルには "SustainabilityReporting" という

文言が入っており、オーストラリア (2003年）のガイドラインのタイトルは"TripleBottom 

Line Reporting in Australia" となっている。当該諸国のガイドラインの名称と GRIガ

イドラインの作成作業が 2000年から続いていることからすると、その間が環境報告書に

よる環境情報開示の全盛期であったことが推測できる。このことは、後述する日本公認会

計士協会の調査からも明らかになっており、 GRIガイドラインの発行後は環境の側面だけ

ではなく、社会的側面に関する記載項目を含めた持続可能性報告書と企業の社会的責任報

告書が主流を成している。

企業が準拠するガイドラインの変遷と共に報告書が内包する環境情報の内容も変わる

ことになる。環境省の調査から明らかになった調査対象国の環境報告書に含まれている環

境情報を概略すると下記の通りである 83 0 

• ノルウェー

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

ここでは、企業の環境保全活動の概要、環境パフォーマンスおよび製品の環境へ

の影響の三つに分けられている。この記載項目の中には生産過程だけでなく製品の

環境配慮に関する事項も含まれる。企業活動が外部環境に与える影響だけでなく、

製品による環境影響も物量情報として記載されている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

ノルウェー規格協会によって、 2000年に環境報告書ガイドラインが作成されてお

り、企業の自主的な取り組みが推奨されている。

• スウェーデン

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

環境に関わる許可または届出義務のある事業を行う企業は、外部環境に及ぼす影

響に関する説明を行うことが求められている。環境情報の開示は生産過程における

環境影響に限定されている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：
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環境報告書は三つのパートに分けられ、基本パートでは、事業者名、住所等の一

般的t青報のほか、監督と許認可の権限を持つ地方当局および企業における環境マネ

ジメントシステムの活用状況が、そして記述パートでは、事業活動と製品等に関す

る概説および定量情報が、それぞれ記載されており、さらに排出量パートでは、特

定の化学物質の排出量に関する情報が求められている。

• デンマーク

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

企業活動が環境に与える影響、環境への全ての悪影響を予防、削減、ないし修復

するための対策についての開示が求められている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

環境計算書は基本情報（企業概要等）、経営陣による説明（環境管理の計画等）お

よび環境状況に関する情報（環境パフォーマンスデータ）の三つのパートから構成

されている。環境状況に関する情報は、製造プロセスの環境影響に関する情報に限

定され、製品の環境配慮やサプライチェーンの環境配慮などの間接的な環境影響に

関する情報は求められていない。

• イギリス

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

ここでは、企業活動が環境に与える影響に関する主要なパフォーマンス指標を用

いた分析と、水の使用、エネルギーの使用、廃棄物および気候変動問題（温室効果ヘ

の寄与や排出管理・オゾン層破壊物質を含む）という四つの事項の記載を求めている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

環境報告に関するガイドラインは、基本ガイドラインのほかに、個別の環境分野

ごとに、温室効果ガス排出、廃棄物および水の各ガイドラインの三つが発行されて

いる。環境パフォーマンス指標では、 CO2換算した温室効果ガスの総排出量について

は年間 CO2排出量、従業員当たり／生産量当たり／売上高当たりの CO2の総排出量およ

び前年からの総排出量または従業員当たり排出量の比較がなされ、廃棄物排出量と
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水の消費についても同じ分析が行われている。その他の指標として、温室効果ガス

以外の大気汚染、資源消費および原材料、輸送、エネルギー、水質汚染、土壌／生態

系、有害廃棄物および騒音等の指標の記載を求めている。

• ドイツ

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

ここでは、非財務情報としての環境問題に関する情報と収益に関連する情報とし

て、環境保全支出および環境保全対策を開示することが求められている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

ここでは、重要なデータ、過去の戦略および取組み目標、パフォーマンスデータ、

パフォーマンスデータの分析と評価および新しい目標の設定のほかに、環境パフォ

ーマンス指標については、生産工程における環境指標について開示すべき指標につ

いての具体的な解説を求めている。

• オランダ

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

環境情報としては、環境負荷の管理、資源の利用（例えば、エネルギー、水およ

びその他の資源）および生産連鎖における環境影響を対象とすることが推奨されて

いる。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

法律に基づく環境報告書は政府提出用のみとなる。施設ごとに作成し、記載内容

は製造工程の直接的な影響に限定されている。直接的な環境影響の物量データのほ

か、削減計画や対策について記載する。したがって、製品の環境配慮やサプライチ

ェーンの環境配慮や企業全体の計画など包括的な環境情報を記載するものではない。

政府提出用報告書では、気候変動、酸性化、大気への拡散、地表水への拡散、富栄

養化、排出、枯渇資源、土壌保全、環境管理、環境関連状況の変化および環境に関

する許可等の項目に関する記載を求めている。

• フランス
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(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

ここでは、資源の利用とその効率化のための特別措置、土地利用状況、大気・水・

地中への廃棄、騒音・悪臭・産業廃棄物、生態バランス、環境アセスメントシステ

ム、法律対応と予防のための特別措置とその支出額、環境引当金と補償金の額およ

び損害賠償額等の記載を求めている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

独立した環境報告書の作成に対する法制度およびガイドラインは確認されていな

し‘。

• オーストラリア

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

企業活動に関わる環境法規制がある場合、法規制に関わる企業の詳細なパフォー

マンスの開示を求めている。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

環境マネジメント指標では、コア指標（環境マネジメント認証、環境パフォーマ

ンス改善プロセスおよびほかの事業マネジメントシステムヘの環境の統合）、追加的

指標（デューディリジェンスプロセス、環境法の遵守）、そして、環境パフォーマン

ス指標の各項目の詳細な記載を求めている。

• アメリカ

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

ここでは、環境に関わる法律の遵守状況、訴訟および環境に関わる偶発事故とい

った経営上のリスクに関連する情報の開示を求める。

(2)独立した環境報告書における記載項目：

環境報告書の作成に対する法制度およびガイドラインは確認されていない。

• カナダ

(1)年次財務報告書における環境報告の記載項目：

環境報告に対する法制度は確認されていない。
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(2)独立した環境報告書における記載項目：

ここでは、組織概要、報告範囲、成果へのハイライト、経営者の意見表明、ガバ

ナンスと管理体制とシステム、ステイクホルダーとの関わりおよびパフォーマンス

（経済、環境、社会性）と財務成果との関わり等の記載を求めている。

上記のように、調査対象国の独立した環境報告書の記載項目の内容からすると、環境報

告書における環境情報は物量情報が中心であり、イギリスのように環境パフォーマンス指

標として物量情報と生産量、売上高および従業員数との比率を用いるパフォーマンス指標

としての環境t青報もあることが分かる。そして、調査対象国のガイドラインが環境報告ガ

イドラインであって、日本と韓国のように環境会計ガイドラインではないことを勘案する

と環境報告書に環境会計情報が欠けているのは当然なことであると受け止めることがで

きる。逆に、開示すべき環境「青報として調査対象国の殆どが環境マネジメントシステムの

状況に関する情報の開示を求めていることは、調査対象国では環境管理会計情報から環境

情報を抽出し、それを外部報告に利用していると推測することができる。

前半の議論で、日本と韓国の環境会計ガイドラインの欠点として両国の環境会計ガイド

ラインが示唆する環境会計は環境管理会計の性格が強いことを挙げてきたが、環境省の調

査結果からすると調査対象国の環境報告書も同じ問題を抱えていることが分かる。そして、

フロー情報が中心でストック情報を欠いている日本の環境会計情報の問題点を挙げてき

たが、問題点があるとしてもフロー情報を算出するための計算書体系があるという意味で

日本の現行環境会計の方が優れていると評価することができる。しかしながら、どちらに

しても経年累積的なストック情報ーすなわち、ストック情報とその変動に関する情報ーが

欠けていることおよびフロー情報から経年累積的な情報を算出するための計算書体系を

欠いていることからすると、財務会計のような計算構造をもつ現行環境会計は存在しない

ことになる。

第4項 GRIガイドラインの役割

環境会計の国際的動向を把握することを目的とした国連「会計・報告の国際基準に関す
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る専門家作業部会」 (IASR)の取り組みを中心とした研究では、 IASRによる環境会計の研

究を四つの段階に分けている。その四つの段階は、環境情報開示の研究段階、財務会計の

枠内における環境会計の研究段階、エコ・エフィシェンシーの測定・開示の研究段階およ

び企業の社会的責任(CSR)報告を中心とした持続可能性報告の研究段階である 84。つまり、

国際的に見れば環境情報は、環境報告書という独立した開示媒体から CSR報告を中心とし

た持続可能性報告に組み込まれていく傾向にある。この趨勢は、日本公認会計士協会が

2009年に行った調査85からも明らかになっている。同調査（欧州主要 10カ国ーオラン

ダ、スウェーデン、フランス、 ドイツ、イギリス、デンマーク、ノルウェー、フィンラン

ド、イタリアおよびスペインを調査対象国とした）よれば、 2000年当時は、環境のみに

焦点を当てた報告書がイタリアを除く調査対象国で、全体の 50,......,100%の高い割合を占め

ていたが、 2007年時点では持続可能性（環境、社会問題および経済）と企業の社会

任（健康影響、地域および社会問題）の類型の報告書の割合が高くなっている 86 0 

そして、 G250(GlobalFortune 250)と NlOO(lOOlargest companies by revenue)を調

査対象として KPMGInternationalが行った『企業責任報告に関する KPMGInternational 

の調査 2008』によると、調査対象企業が企業責任報告に用いた報告基準とガイドライン

は下記の通りである 87 0 

• GRIガイドライン一N100(69%)、G250(77%)

► 企業独自基準ーNlOO(19%)、G250(20%) 

► 国の報告基準ーNlOO(17%)、G250(19%) 

► その他ーNlOO(13%)、G250(13%)

上記のようにグローバル企業が企業責任報告に準拠している基準あるいはガイドライ

ンでは GRIガイドラインが高い比率を占めている。そして、 2008年における G250の中で

アニュアルレポートと独立した企業責任報告を行った企業は 79%を占めている 88。つ

り、 GRIガイドラインで開示を求めている環境情報がグローバル企業の企業責任報告にお

ける環境情報になる。そして、 G250におけるアニュアルレポートと独立した報告形態を
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とったグローバル企業の比率から GRIガイドラインが非制度開示における環境情報の内

容と範囲に重大な影響を与えていることが分かる。

GRIガイドラインが目的とする持続可能性報告は、組織の内部および外部のステイクホ

ルダーに対しての報告義務として、持続的な発展という目的に向けての組織のパフォーマ

ンスを測定、開示する実践であり、経済的、環境的および社会的影響における報告（例え

ば、トリプルボトムライン、企業責任報告）と同義の広義語である 89。そして、 GRI報告

フレームワークは組織の経済的、環境的および社会的パフォーマンスの報告における一般

に認められたフレームワークとしての適用を意図しており、それは組織の大きさ、業種、

あるいは立地地域のいかに関係なく利用できるように構築されている 90 0 

GRIガイドラインが求める持続可能性報告には、戦略とプロファイル（全ての文脈にお

いて組織の戦略、プロファイルおよび統治のような組織のパフォーマンスを理解できるよ

う開示すること）、マネジメントアプローチ（特定領域におけるパフォーマンスの理解を

助けるために、与えられた課題に対する組織の取り組みを開示すること）およびパフォー

マンス指標（経済的、環境的および社会的な組織のパフォーマンスの比較可能な指標の開

示）を含めるべきであるとする 91。そして GRIガイドラインでは、開示を求める環境パフ

ォーマンス指標は原材料、エネルギー、水、生物多様性、放出・廃液・廃棄物、製品とサ

ービス、法律の順守、輸送および総合に分類され、総計 30項目に及んでいる 92。詳しく

は下記の通りである。

• 原材料

ENl、原材料の重量あるいは体積

EN2、投入した原材料のうち、リサイクルした原材料の比率。

• エネルギー

EN3、一次エネルギー資源の直裁的なエネルギー消費

EN4、一次資源における間接的なエネルギー消費

EN5、能率の向上と管理によるエネルギー節約

EN6、エネルギー効率の良い、あるいは再生可能エネルギーを使用する製品・サービ
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スを提供するための努力とそのような努力によるエネルギー需要の減少

EN7、間接的なエネルギー消費を減らすための努力と達成した成果

• 水

EN8、水源からの総取水量

EN9、取水による水資源への著しい影響

ENlO、リサイクルと再使用した水の総体積の比率

• 生物多様性

ENll、保護地域と保護地域外の生物多様性にとって重要な地域に隣接している地域

における所有、リース及び管理している土地の位置と面積

EN12、保護地域と保護地域外の生物多様性にとって重要な地域に著しい影響を与え

る製品・サービスに関する説明

EN13、修復あるいは保護した生育環境

EN14、生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の行動および将来の計画

EN15、企業活動の影響を受けるエリア内にある国際自然保護連合のレットリスト種

および国の絶滅危惧種リストの数の絶滅危険性のレベルごとの分類

• 排出物、排水および廃棄物

EN16、温室効果ガスの総排出量（直接そして間接的排出した総重量）

EN17、ほかの関連する間接的な温室効果ガスの排出量（重量表示）

EN18、温室効果ガスの排出を削減するための努力とその削減量

EN19、オゾン層破壊物質の排出量（重量表示）

EN20、NO、S093とその他の著しい排気物質（種類別の重量表示）

EN21、総排水量（排出先と量）

EN22、廃棄物の総量（種類と廃棄方法）

EN23、著しい漏出（総件数と漏出量）

EN24、バーゼル条約付属文書 I、IIおよびIIIで有害とする廃棄物の輸送、輸入、輸

出あるいは処理した重量、そして、国際的に輸送された廃棄物の割合
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EN25、報告主体が排出した水と廃液によって著しい影響を受けている水塊および関

連する生息地の生物多様性の価値と規模、保護状況の特定

• 製品とサービス

EN26、製品とサービスによる環境影響を緩和するための努力、緩和された影響の程

度

EN27、再生利用した販売製品及びその梱包材の割合（カテゴリー別）

• 法律の遵守

EN28、環境法規違反による罰金の金額と制裁措置の件数

• 輸送

EN29、企業活動で必要とした製品等と原材料の輸送および従業員の移送のうちの重

大な環境影響

• 総括

EN30、種類別の環境保護のための費用と投資の総額

上記のように、 GRIガイドラインが開示を求める環境パフォーマンス指標を概観する限

り、環境情報は物量情報が中心であり、貨幣情報としては環境法規の違反による罰金の金

額と種類別の環境保護のための費用と投資の総額を挙げることができる。そして、 GRIガ

イドラインは比較可能性を「課題と情報は一貫性を保って選択、編集、報告されるべきで

あり、報告情報はステイクホルダーが組織のパフォーマンスを経年で分析することを可能

にし、ほかの組織との比較の分析に役立つような方法で提示されるべきである 94」と定義

する。つまり、物量情報と貨幣情報をリンクさせることにより環境管理会計の範囲に属す

る環境費用対環境効果の分析は可能であるが、自然資本の欠損を表す環境負債（経年累積

的なストック情報）に関する情報が欠けていることにより、企業活動が自然環境へ与える

影響についての完全な説明責任を果たすことができるとは言い難い。このことは天秤に例

えて説明することができる。天秤の一方に 100kgの重りを載せて置き、もう一方に 40kg、

30 kg、20kg、10kg、5kg、4kg……の重りという具合に重りの重さ（重りの重さがゼロに

なることはない）を徐々に減らしながら、重りを載せ続けていくと最後には予め 100kgの
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重りを載せた方の重さを必ず超過することになる。次々と載せていく重りの重さを減らす

のも重要であるが、次々と載せていく重りの重さの合計を知るのがもっと大事である。換

言すれば、環境会計情報には経年累積的なストック情報である環境負債という情報が不可

欠である。

しかしながら、環境会計システムの基本を物量情報の把握に置くべきであるという考え

方からすると物量情報の把握は環境会計システムを再構築していくのに必要不可欠なプ

ロセスである。例えば、イギリスの環境 KPI報告ガイドライン95では、大気への排出、水

系への排出、士壌への排出、および資源の利用の四つの分類項目における 22個の KPIに

ついて、その定義、生成過程、計算あるいは測定過程、および報告ガイダンス（物量単位

のよる報告）について詳細に述べられている。

そして、物量情報をベースとして環境影響を貨幣換算し、それを環境コストとして企業

の財政状態とリンクさせ、環境持続可能性利益 (environmental1 y sustainable profits) 

を算出しようとする動きとして、 SIGMA環境会計ガイドラインを挙げることができる。

第 5項 SIGMA環境会計ガイドライン

SIGMA環境会計ガイドラインでは、環境影響 (environmentalfootprint) を減少させる

ために真剣に取り組んでいる企業は内部と外部の環境コストおよびそれぞれの効果

(benefits)という四つの要素を考慮する必要があるとする。内部コストとして廃棄物処

理、エネルギー消費、および資源の利用に関連するコストを挙げ、その効果としてはコス

ト削減、環境補助金、および減税あるいは得られた収益を挙げており、両者については会

計記録がなされている 96。反面に、外部環境コストとその効果は企業活動が現在と末来に

おいて、広範な社会と環境に与える影響であり、法規あるいは課税による外部環境コスト

の内部化は進んでいるが、外部環境コストは現在のところ企業の負担になっていない社会

が負担するコストであるとする 97 0 

内部環境コストおよびその効果に関しては環境財務計算書 (EnvironmentalFinancial 

Statement) を利用して開示し、損益計算書で全ての環境関連費用とそれにマッチする財
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務的収益あるいは節約額を計上する。そして、外部コストとその効果については企業の環

境持続可能な利益の算定によって表現する 98 0 

企業の環境持続可能な利益を算定するプロセスを概略すると、まず、企業の最も著しい

環境影響を認識・確認し、次に、環境影響の持続可能なレベルあるいは持続可能なギャッ

プを測定し、そのような影響を回避するためのコストあるいは回避できない場合は復旧す

るためのコスト（可能であるならば市場価格）を利用して外部環境コストを見積もり、そ

れを創設した環境勘定に組み入れることにより環境持続可能な利益を算定するというプ

ロセスを経る 99。外部環境コストの算定ーすなわち、環境負荷の貨幣換算ーは環境への排

出量（大気への影響、土壌への影響および水域への影響）を物量単位で集計し、削減目標

値との差（持続可能なギャップ）に換算係数（環境影響の回避あるいは復旧の原単位）を

乗ずることによって行われる 10 0。つまり、企業活動による環境負荷（持続可能なギャッ

プ）を外部環境コストとして集計し、企業の利益から差し引くことで環境持続可能な利益

を算出するという思考論理である。

上記の思考論理を総括すると、現行企業会計を再構築・拡張することによって、総合環

境会計システムの構築を目指していることになる。この思考論理は現行企業会計の拡張を

通してサステナビリティ会計の構築を目指す思考論理に依拠するものであり、それは、損

益計算書の再構成、損益計算書の拡張および貸借対照表の拡張によって達成される 10 1 0 

つまり、環境財務計算書を導入することにより内部環境コストとその効果をフロー情報と

して、また損益計算書の拡張によって外部環境コストとその効果をフロー情報として、そ

れぞれ把握し、さらに貸借対照表の拡張によって企業の外部と内部の両面における環境ス

トック情報を補足しようとするものである。しかし、環境負債（経年累積情報）について

は言及されていないことおよび体系的な計算書としての提示がなされていないことから

すると環境会計システムとしての不完全性は否めない。

そして、外部性を考慮しない環境財務計算書は企業にとっての環境保全活動の費用対効

果に限定された計算書であることからすると、本質的には日本の環境会計ガイドラインが

示唆する現行環境会計と類似性の高い計算書である 10 2。しかし、外部環境コストに関し
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ては、日本の環境会計ガイドラインにおける環境保全コストと SIGMA環境会計ガイドライ

ンにおける環境コストの定義は相違するが、外部環境コストを損益計算書の拡張により補

足し、さらに貸借対照表の役割を提示したことからすると、 SIGMA環境会計ガイドライン

における環境情報の範囲が日本の環境会計ガイドラインにおける環境情報の範囲より広

いことが分かる。

本節では、非制度会計としての環境会計情報の範囲と内容について検討をしてきた。日

本と韓国の環境会計における問題点として、環境管理会計としての性格を強く有している

ことおよび経年累積的なストック情報を欠如していることを指摘した。そして、環境省の

調査対象国における環境報告書の内容が物量情報中心となっており、そこで環境管理会計

が果たす役割が大きいことが分かった。さらに、国際的に環境情報は環境報告書という独

立した開示媒体から CSR報告を中心とした持続可能性報告に組み込まれていく傾向にあ

ることを明らかにし、そこで GRIガイドラインが果たしている役割を確認した。しかし、

GRIガイドラインにおける環境パフォーマンス指標をみる限り、環境情報は物量情報が中

心であり、貨幣情報としては環境法規違反による罰金の金額と種類別の環境保護のための

費用と投資の総額を挙げることができ、生物多様性に関するパフォーマンス指標を除くと

日本の環境会計ガイドラインをもっても対応できる内容である。そして、最後に SIGMA環

境会計ガイドラインについて検討し、外部環境コストの捉え方には特色があるが、内部環

境コストしか取り扱っていないほかの環境会計情報と比べると、環境会計情報としては最

広義であることが分かった。さらに、環境負債については言及がなされていないものの、

環境ストック情報を補足しようとする貸借対照表の役割を提示したことは評価に値する。

概括すると、財務会計における損益計算書と貸借対照表、そしてその計算構造を会計の

標準モデルであるとすると、制度開示されていない現行環境会計が、内部環境コストと外

部環境コストを網羅した環境コストとそれによる効果をマッチさせるための損益計算書、

さらには損益計算書のフロー情報から貸借対照表における経年累積的なストック情報お

よびその変動を表せる計算構造をもたないことになり、完全な計算構造をもつ現行環境会

計は未だに存在しないと言える。つまり、世界的な規模からみても現行環境会計はフロー
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型環境会計システムの特徴を有していると言える。

く小結＞

本章では、制度会計に組み込まれている環境財務会計と非制度会計における計算書体系

としての現行環境会計について考察し、それぞれの領域における環境会計情報の範囲につ

いて検討した。企業の環境責任を自然資本の欠損として表そうとする立場からすると、そ

の考え方が現行環境会計に存在するか否かが重要であるが、仮に存在するとすれば自然資

本の欠損をどこまで認識するかが問題になる。

制度会計における現行環境会計（環境財務会計）の論点は、究極的には、借方側は環境

コストの即時費用計上、あるいは資産計上を巡る問題に、そして貸方側は環境負債の認識

と測定を巡る問題に、それぞれ収束する。つまり、借方側では私的コストとして内部化さ

れる環境コストの期間配分（過年度、当期、または将来期間）に関わる問題を扱っており、

貸方側では環境負債の範囲（認識と測定）に関わる問題を扱っている。

環境資産と環境負債は環境関連という側面から環境という名詞が資産と負債という名

詞に付け加えられてできた複合名詞であると捉えることができ、根源的には財務的な資産

と負債である。つまり、私的コストとして内部化された環境コストの一部が環境資産と環

境負債という形を取ることになる。環境資産は資本化された環境コストであるが最終的に

は資本化できない環境コストと共に部分的に費用化されることからすると、貸方側の環境

負債の認識問題が最も重要なテーマになる。換言すれば、自然環境に関して原状回復を最

低限どの範囲まで行うかが肝心なところであり、この意味からすると環境負債の範囲が重

要な意味をもつことになる。環境負債の検討に当たって、環境負債が環境コストの側から

一般に言及されていることから、環境コストの性質に基づいて環境負債の範囲を考察した。

ゆえに、貸方側の環境負債の範囲の視点から、環境修復負債、資産除去債務および電気・

電子機器廃棄物処理負債について検討し、さらに環境負債の内部化の視点から排出権取引

に関する会計処理について検討した。環境負債が制度会計における環境コストとして認識

されるためには、企業が負担する私的コストとそれ以外の社会的コストとの間の線引きと
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いう問題が存在し、私的コストと社会的コストの境界線は固定化されたものではなく、法

的債務と擬制債務の内容のいかによって決まることが分かった。換言すれば、法的債務と

擬制債務の域を超える部分の環境コストは殆ど環境財務会計の対象外になっている。した

がって、現行制度会計における私的コストに関する部分的な環境会計情報をもって、企業

活動による環境事象全般に関わる表現忠実性と目的適合性を論ずることはできないとい

う結論に達した。そして、環境コストの分類とその範囲における問題、さらに排出権取引

制度の設計における問題を指摘することができた。

非制度会計における現行環境会計は環境報告書の構成部分であり、それにはストック情

報を重視した環境会計とフロー情報を重視した環境会計が考えられる。前者は企業活動の

中から環境活動に関連する資産・負債を取り出したものであり、後者は環境コストとベネ

フィットを対比する環境会計である。そして、非制度会計における環境会計はそれが準拠

しているガイドラインの影響を受けている。つまり、環境会計情報の内容と範囲は準拠し

ているガイドラインによって左右される。

そこで、日本と韓国におけるそれぞれの環境会計ガイドラインについて考察し、国際的

な展開としては欧米諸国の環境報告書の内容を検討することにより、非制度会計における

現行環境会計の状況を探ることを試みた。日本と韓国におけるそれぞれの環境会計ガイド

ラインについての考察を通じて、両ガイドラインにおける多くの類似点を確認することが

でき、フロー情報中心の両ガイドラインが示唆する現行環境会計による環境会計情報は企

業の単なる自己 PRのための環境管理会計情報であることを指摘した。そして、欧米諸国

の環境報告書の内容からすると環境報告書における環境情報は物量情報が中心であり、イ

ギリスのように環境パフォーマンス指標として物量情報と生産量、売上高および従業員数

との比率を用いるパフォーマンス指標としての環境情報もあることが分かった。つまり、

ここでは計算書体系としての環境会計情報を欠いているが、それは調査対象国のガイドラ

インが環境報告ガイドラインであり、日本と韓国のように環境会計ガイドラインではない

ことを勘案すると当然なことであると受け止めることができる。そして、開示すべき環境

情報として調査対象国の殆どが環境マネジメントシステムの状況に関する情報の開示を
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求めていることは、環境管理会計情報から環境情報を抽出し、外部報告に利用していると

推測することができた。しかしながら、経年累積的なストック情報ーストック情報および

その変動に関する情報一の欠如とフロー情報からストック情報を算出するための計算書

体系が存在しないことからすると、そこには財務会計のような計算構造をもつ現行環境会

計は存在しないことが分かった。

そして、環境会計研究の国際的動向を踏まえて、今日の環境報告は環境報告書という独

立した開示媒体の利用から CSR報告を中心とした持続可能性報告書という開示媒体の利

用への移行が確認でき、その過程で GRIガイドラインが果たしている役割を確認した。確

かに、 GRIガイドラインが開示を求める環境パフォーマンス指標と貨幣情報をリンクさせ

ることにより環境管理会計の範囲に属する環境費用対環境効果の分析は可能であるが、企

業活動による自然資本の欠損を表す環境負債（経年累積的なストック情報）というストッ

ク情報を欠いているため、企業活動が自然環境へ与える影響について完全な説明責任を果

たすことができるとは言い難いことが分かった。

そして、内部環境コストだけでなく外部環境コストも対象範囲に入れている SIGMA環境

会計ガイドラインについての考察を通じて、日本の環境会計ガイドラインにおける環境保

全コストと SIGMA環境会計ガイドラインにおける環境コストの定義には違いがあるが、外

部環境コストを損益会計の拡張により補足し、さらに貸借対照表の役割を提示したことか

ら、 SIGMA環境会計ガイドラインにおける環境会計情報の範囲が日本の環境会計ガイドラ

インにおける環境会計情報の範囲より広域なものであることが分かった。しかし、 SIGMA

環境会計ガイドラインでは環境負債（経年累積的なストック情報）について言及されてい

ないこととフロー情報からストック情報を算出する計算書としての提示がなされていな

いことからすれば環境会計システムとしての不完全性は否めない。

以上から明らかなように、現行制度会計に組み込まれている環境財務会計は私的コスト

を対象としており、全般的な企業の環境責任を表すにはその環境会計情報の範囲は狭義の

ものであるのに対して、非制度会計における現行環境会計は環境管理会計的な性質をもっ

ものであり、環境情報の範囲は前者より広い。そして、内部環境コストだけでなく外部環
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境コストをも取り扱う環境会計として SIGMA環境会計を挙げることがで るが、そこでは、

企業の利益から外部環境コストの合計を差し引くことで環境持続可能な利益をストック

情報として表示しているが、環境負債については言及されていない。 このことから、財務

会計がもつ計算構造を会計の標準モデルとした場合、現状では、内部環境コストと外部環

境コストを網羅した環境コストとそれによる効果をマッチさせるための損益計算書、さら

には損益計算書のフロー情報から貸借対照表におけるストック情報およびその変化を表

わす計算構造をもつ環境会計は存在しないことを明らかにすることができた。つまり、世

界的な規模からみても現行環境会計はフロー型環境会計システムの特徴を有していると

言える。 しかし、財務会計のような計算構造をもちさらに計算書体系を整えたとしても、

物量情報ではなく貨幣情報に基盤を置く環境会計が、企業の環境責任を明らかにできるか

どうかは別の問題である。つまり、仮に貨幣情報に基盤を置く環境会計を構築することが

できたとしてもそれは財務会計の範疇に属するものであり、わざわざ環境会計と名付ける

必要はない。換言すれば、環境会計システムはその情報基盤を物量情報に置くべきである。
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第3章 環境会計システムと物量情報

企業の財政状態と経営成績を表すことが企業会計の役割であるとすると、環境会計シス

テムは企業活動が環境に与える負の影響をフロー情報とストック情報として表すことに

その役割を見出すことができる。しかし、現行環境会計は企業の環境活動に起因する物量

効果を貨幣数値に表すところに焦点が当てられている。その結果、例え企業の環境活動の

物量効果を全て反映しても結果的に企業内部の物量バランスでは依然として環境負荷の

残高が存在し、この環境負荷の残高の経年累積的な蓄積により企業外部（自然界）での物

ンバランスが引き起こされているというのが現状である。そして、環境問題の主な原

因が企業外部の物量アンバランスにあることを勘案すれば、環境会計システムの情報基盤

を物量情報に置き、さらに焦点を環境負荷の残高に当てることにより初めて企業の環境責

任を表すというストック型環境会計システムとしての環境会計システムの本来の役割を

果たすことができるものと考えられる。

企業活動が環境に与える影響はその活動内容によって千差万別であり、持続可能な観点

から製造企業をみると、使い捨て商品、短寿命の製品および資源としてリサイクルできな

い製品等を世に送り出す企業が環境に与える影響は甚大なものであり、そこには持続可能

性が見当たらない。ゆえに、企業活動と環境を繋ぐ媒体は物質であり、環境会計システム

の出発点は物量単位に求められるべきである。

企業の財務パフォーマンスと環境パフォーマンスを統合するため会計手法としては、環

境管理会計が重要な役割を果たしている。その環境管理会計は、現行管理会計手法に環境

の要素を追加した「環境十管理会計」（環境配慮型設備投資、環境品質原価計算、環境配

慮型原価企画および環境配慮型業績評価）と現行管理会計手法をその枠内に包含する「環

（管理）会計」（マテリアルフローコスト会計とライフサイクルコスティング）に分類

される 1。企業活動に起因する環境負荷（製品を含める）の源は自然資源にあり、その環

境負荷が適切に処理されなかった場合に環境問題が引き起こされることを勘案すると、物

量情報を部分的に取り入れているに過ぎない「環境十管理会計」より、情報基盤を物量情
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報に置く「環境（管理）会計」の方が自然環境にとって重要な意義をもつ。

本章では、環境会計システムの情報基盤を物量情報に置くべきであるという観点から、

現行環境管理会計システムを活用するという形で、企業全体でのマテリアルフローバラン

スと製品のライフサイクルを通して物量情報から必要な部分を抽出し、それを、環境会計

システムにおける環境会計情報を構築するための基礎情報として利用することができる

か否かについて検討する。

第 1節 マテリアルフローバランスとフローコスト会計

マテリアルフローバランスは質量保存法則に沿った考え方を基にした等式（投入＝産出）

であり、マテリアルフローバランスでは、使用する原材料と生産される製品の数量、廃棄

物および排出物等の全ての対象物質（資材原材料には常に資源原材料、水およびエネルギ

ーの投入が包含される）を、重量（キログラム、 トン）やエネルギー（メガジュール、キ

ロワット時）などの物理単位で測定する凡そして、マテリアルフローバランスは、いく

つかの特定の資材原材料または工程、あるいは一つの組織のあらゆる資材原材料および廃

棄物に対して設定することが可能であり、そのマテリアルフローを工程およびコストセン

ターごとに細かく分類し、貨幣価値に換算することもできる 3。つまり、企業に出入りす

る全ての物質を物量単位で把握するマテリアルフローバランスから、マテリアルマネジメ

ントの効率を経済と環境の両面で向上させるために必要な基礎データを取得することが

できる。

企業に出入りする物質は、産業分野ごとに相違するが、それは、一般的に、投入項目（単

位kg、kWh, etc.)一すなわち、原材料、補助材料、容器包装材料、操業材料、部材、エ

ネルギーおよび水ーと、産出項目（単位kg,etc.)ーすなわち、製品、廃棄物、排水およ

び排ガスーに一般的に分類することができる凡このような項目に、投入＝産出という質

量保存法則を適用することによって、企業活動に関連する全ての物量情報を詳細に把握す

ることが可能であり、ここに包括的な物量データを収集する手法としてのマテリアルフロ
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ーバランスの意義がある。

そして、環境管理会計の視点から、マテリアルフローバランスを企業におけるマテリア

ルフローに関する包括的な物量データを把握するための手法であると位置付けすると、次

は、マテリアルフローに関する物量データを貨幣データに関連づけるための会計手法が求

められることになり、相応の手法としてフローコスト会計を挙げることができる。

フローコスト会計の焦点は総環境コストのシェアを割り出すことではなく、総生産コス

トを算定することに当てられており、既存の会計アプローチを経済性と環境性への配慮と

いう二つの点で改善することにある尺経済的観点からすると、フローコスト会計では、

マテリアルフローに物量データと貨幣データをリンクさせて企業へ投入されるマテリ

ルのうち、どのマテリアルが、どの程度の価値を有し、どの程度付加価値として実際に製

品へ組み込まれるか、あるいは非生産的に廃棄物として企業から排出されるかを十分な情

報に基づいて把握することを可能にする。そして自然環境の観点からすると、フローコス

ト会計は体系的に資材原材料およびエネルギー使用量の削減を中心としたコスト削減に

焦点を当てることにより、結果として廃棄物、排水および排気ガス等の抑制という自然環

境に良い結果を生み出すことに貢献することができる凡つまり、フローコスト会計は、

資源生産性を向上させることにより、経済と環境におけるトレードオフ関係をウィンーウ

ィン関係に変えられる会計手法であると理解することができる。

このように、フローコスト会計は総合的なマネジメントアプローチ（フローマネジメン

ト）であり、企業における全てのマテリアルと情報のフローを効率的に計画することを目

的としており、人件費削減に焦点を置く従来の原価計算と違ってマテリアルコストの削減

をその主要な目的としている 7。そのため、フローコスト会計では妥当なマテリアルフロ

ーをコストコレクター (costcollectors) と見倣し、企業の製造・操業コストをコスト

コレクターに配分する。手順として、まずマテリアルフローモデルを利用して企業内部マ

リアルフローの構造を確認すると同時にフローコスト会計の枠組みを決める必要があ

る。そのマテリアルフローモデルは企業の内部と外部のクワンテイテイロケーション

(quantity locations) とマテリアルフローによって構成される凡内部クワンテイプイ
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ロケーションは企業の空間的・機能的構成部分であり、そこではマテリアルが蓄積、加工、

若しくは移動される。典型的なクワンテイテイロケーションは財の受取り (goods

reception)、原材料の蓄積、様々な製造エリア、そして、残余物保管施設、水処理施設等

である。外部クワンテイテイロケーションとしては、企業と関係のあるサプライヤー、消

費者および廃棄物処理工場等を挙げることができる。そして、マテリアルフローはクワン

テイテイロケーションを繋ぐ役割をしている。マテリアルフローモデルでは企業に入って

くるマテリアルをマテリアルストックの変化、製品に組み込まれたマテリアルおよびマテ

リアルロスに分けて、純マテリアル価値を配分するだけではなく、従来の原価計算のよう

にシステムコスト（人件費と原価償却費）とマテリアルロスの処分費用の配賦も可能であ

る又このように、フローコスト会計は総合的なコスト会計アプローチであるがゆえに、

その適用には多様性が認められる。

フローコスト会計の多様性はマテリアルフローモデル、コストカテゴリーおよびデータ

ベースの三つの要素の組み合わせによって決まる 10。最初の要素であるマテリアルフロー

モデルにおいては、マテリアルのインプットとアウトプット、残余物フロー (residueflow) 

およびマテリアルフローを扱うそれぞれ三つのモデルが構築可能である。そして、 2番目

の要素であるコストカテゴリーには、マテリアルコスト、システムコストおよび供給・処

分コストがある。最後の 3番目の要素であるデータベースには、 ERP(enterprise resource 

planning)システムと独立したデータベースがある。つまり、三つの要素を企業ぞれぞれ

の実態に照らして組み合わせることによって、各企業の実態を反映したフローコスト会計

を構築することができる。

上述したマテリアルフローバランスを基礎に置いたフローコスト会計（マテリアルフロ

ーコスト会計の原型）の考え方はドイツで産まれたものであり、その考え方が日本におけ

る生産過程に特化したマテリアルフローコスト会計の形成•発展の礎となっている。

第 2節 マテリアルフローコスト会計における物量情報
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リアルフローコスト会計は、 1990年代後半にアウグスブルク大学の B.ワグナー教

授と同教授が創設した IMU(経営環境研究所）の M. ストローベル博士らが開発した手法

で、ワグナー教授のエコバランスに関する研究を基礎としてマテリアルフローコスト

へと発展させたものである 11。そのエコバランスは物量に基礎を置くという意味で、マス

バランス (massbalance)、インプットアウトプットバランス (input-output balance)、

たはマテリアル・バランス (materialbalance) ともほぼ同じ内容である 12。その後、

マテリアルフローコスト会計はドイツの環境管理会計の主要手法として位置付けられ、さ

らに管理会計の基礎をマテリアルフローに置くその考え方は国際会計士連盟 (IFAC)にも

け入れられ、物量のインプット、アウトプットを一貫性のある正確な環境管理会計の適

切なコスト分類と関係づけるという形で 2005年の『国際ドキュメント：環境管理会計』

に反映されている 13 0 

日本では、マテリアルフローコスト会計が経済産業省の 2002年の『環境管理会計手法

ワークプック』で環境管理会計の主要手法の一つとして取り上げられ、 2004年から 2005

年にかけては 30社（大企業と中小企業）以上へのモデル導入が実施され、さらに、 2007

年に入ってはマテリアルフローコスト会計を中心とする管理会計手法を IS014000ファミ

リーの一つとして国際標準規格として提案する方針が経済産業省によって決められ、同年

6月に国際標準化機構 (ISO)のTC207(環境マネジメント）に対し新業務項目提案 (NewWork 

Item Proposal) がなされた 14。そして、 2007年から 2009年にわたって、経済産業省に

よって『マテリアルフローコスト会計導入ガイド』の Ver.1から Ver.3がそれぞれ発行さ

れた。 2011年にはマテリアルフローコスト会計の国際標準化が確定され、 IS014051:2011

(Environmental management -Material flow cost accounting -General framework) 

として発行された。

このように、ドイツで産まれて日本に伝わったマテリアルフローコスト会計は、日本で、

環境マネジメント手法としての理論体系化がなされ、実務に適合する環境ビジネス手法と

して著しい発展を成し遂げ、さらに日本の提案によって IS014051として国際標準化され

るに至った。この意味からすると日本におけるマテリアルフローコスト会計の理論と実践
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の成果がこの国際標準に多く反映されていると理解することができる。その意味合いも込

めて、以下の議論では日本におけるマテリアルフローコスト会計の内容について概観する

ことにする。

経済産業省の『環境管理会計手法ワークブック』では、マテリアルフローコスト会計（以

下 MFCAと記す）を、投入された原材料・補助原料（マテリアル）を物量で把握し、

リアルの企業内もしくは製造プロセス内での移動を追跡することによって、測定対象とし

ての最終製品（良品）を構成するマテリアルだけではなく良品を構成しないマテリアルロ

ス分にも注目し、マテリアルロスをその発生場所別に投入された材料名と物量で記録・価

値評価すると共にマテリアルロスを削減することで、環境負荷の低減とコスト削減を同時

に達成することを目的とする環境管理会計手法であると説明している 15 0 

そして、製造プロセスを MFCAの対象域とする場合、そのコスト要素にはマテリアルコ

スト、システムコストおよび配送／処理コストの三つのコスト要素があり、その三つのコ

ストの概略は以下のようである 16 0 

三つのコスト要素の中で、マテリアルコストが最も重要なコストであり、 MFCAでは、

マテリアルフローとストックを把握・記録するため、マスバランスを企業内プロセス

入し、測定点（物量センター）を設定し、その物量センターヘのインプット・アウトプッ

ト・ストックを、等式一「（投入されたマテリアル＋期首在庫）一（良品を構成するマテ

リアル＋期末在庫）＝差額（マテリアルロース）」ーを利用して、材料別に物量で把握・

記録する。つまり、物量センターごとにインプット／アウトプット・ストック／マテリアル

ロスを材料別に物量で把握し、それぞれに相応する単価を乗じることによって価値評価す

る仕組みである。

システムコストとは、製造原価からマテリアルコストと廃棄物の配送／処理コストを差

し引いたもの（減価償却費や労務費などの加工費）で、それも物量センターごとに把握・

記録する。そして、マテリアルロスの製造費用を明示化するために、原則としてはマテリ

アルの物量で按分し、良品とマテリアルロスに配賦する。

ここでの配送／処理コストは、一般的には、廃棄物に関わる配送費と廃棄物処理コスト
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であるが、 MFCAの対象範囲を企業全体あるいはサプライチェーンにまで拡張すると、一

般的な物流費も配送費に含める必要がある。

また、エネルギー（電力、燃料等）に関するマテリアルコストは単独に把握・表記する。

このエネルギーに関するマテリアルコストを単独に把握・表記するという考え方を反映す

る形で『マテリアルフローコスト会計手法導入ガイド (Ver.3)』-MFCA手法の導入を志

す企業向けの MFCA導入の基本的な考え方を示すガイドーでは、全ての製造コストをマテ

リアルコスト システムコスト、エネルギーコストおよび廃棄物処理費に分けている 17 0 

しかし、企業に投入されるマテリアルのうちエネルギーだけではく、水も構成成分（原材

料）として物的生産物に保存されるというより、生産プロセスにおける生産手段（道具）

として消耗されることが多いことおよび殆どの生産過程において水が必要不可欠である

ことから、物量バランスの視点からするとエネルギーだけではなく、水のバランスも企業

に投入されるほかのマテリアル・バランスと区別する必要があると考えられる。この考え

方は IFACが『国際ドキュメント：環境管理会計』で、エネルギーと水をほかのマテリア

ル・インプットと区別しているマテリアル・インプットの分類の仕方と適合する 18 0 

以上のように MFCAではマテリアルのフローとストックが把握・価値評価されるが、一

般的な原価計算のように製品付加価値計算を目的とするものではなく、マテリアルロスの

原材料別構成とその構成原材料ごとのコストテーブルを提供することに第一義的な目的

がある 19。つまり、そのコストテーブルを根拠として、廃棄物の削減によるコスト削減、

延いては資源生産性の向上を目指しているところに MFCAのコスト表記方法の第 1の特徴

がある。

もう一つの特徴は、 MFCAでは製品になった材料を「正の製品」、製品にならなかった材

料（廃棄物、排出物）を「負の製品」とし、負の製品を生産することに費消された総コス

トを算出することに主眼が置かれている点である。 MFCAにおいては、負の製品に含まれ

るシステムコストも考慮し原価を計算することで、従来なら歩留りとして切り捨てられて

いる材料を最後まで追求することにより、材料の物量的投入と産出の全体像を把握し、ト

ータルロスを認識可能にしている 20。そして、 MFCAが日本で導入拡大しつつある理由は、
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MFCAは廃棄物のリサイクルではなく、廃棄物の発生量そのものの削減に繋がる改善を促

進し、それによって材料の投入量の削減によるコストダウンを可能にし、さらに加工業務、

廃棄物処理業務の効率化にも繋がって製造コスト全体のコストダウンになるというとこ

ろにあり、したがって、製造業としては廃棄物発生量の削減と材料の投入量の削減が環境

負荷低減の活動として環境経営にとって非常に重要なテーマであることに求められる 2I 0 

つまり、廃棄物のリサイクルをするにも多くの費用とエネルギーが必要となるので、廃棄

物の発生そのものを削減することがより重要である一すなわち、廃棄物である負の製品に

もシステムコストがかかるだけでなく、さらに廃棄物の処理にも費用が必要になる一とい

う立場から、その負の製品による経済的損失を回避するところに MFCAの目的がある。

上記の議論から、資源生産性を向上させることにより経済と環境を両立させようとする

点に環境管理会計手法としての MFCAの有用性を認めることはできるが、用役の提供を終

えた正の製品も資源としてリサイクル・リューズされないと結果的には環境負荷となり得

るということからすれば、MFCAは経済性を重視する究極の管理会計手法であると言える。

したがって、例えば資源生産性が良い製品 100個と資源生産性が良くない製品 10個の場

合、最終的にどちらの製品グループが自然環境により大きい影響を与えることになるかと

いう問いに答えることはできない。この問いに解答できないのは MFCAが環境管理会計で

あるがゆえのことであり、企業に出入りする物質に関する物量情報を正確に把握するとい

う意味に限定した場合にだけ環境会計システムの基礎システムとしての有用性を MFCAに

見出すことができるに過ぎない。

繰り返しになるが、マスバランスの標準的手法や、業務システムに関する環境パフォー

マンス指標評価規格である IS014031の一般的な枠組みに沿って企業へのインプット・ア

ウトプット別の物量ベースのマテリアルをみると、マテリアル・インプットには原材料・

補助材料、包装材料、製商品、消耗品、水およびエネルギーがあり、マテリアル・アウト

プットには製品（包装を含む）、副産物（包装を含む）、固形廃棄物、有害廃棄物、排水お

よび大気排出がある 22。そして、マテリアルコスト、システムコスト、エネルギーコスト

および廃棄物処理費を構成要素とする MFCAから前述の物量情報をほぼ網羅的に把握でき
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ることが分かる。つまり、 MFCAは環境管理会計としての機能を有しながら、環境会計シ

ステムに必要な大部分の物量データを提供可能なことから、 MFCAの施行からは一石二鳥

の効果を期待することができる。

しかし、 MFCAのマテリアルフローバランス情報は主に企業内の物量情報を表すもので

ある。したがって、自然環境の観点からすれば、マテリアルフローバランスにおける製品

としてのマテリアルのアウトプット、あるいは MFCAにおける正の製品による環境影響を

把握するためには正の製品に対する LCAの視点を付加する必要がある。さらに厳密に言え

ば、企業活動に必要なマテリアル・インプットついては再生可能か不能かという視点、マ

テリアル・アウトプットについてはリサイクル・リューズできるか否かというライフサイ

クルの視点および廃棄物についてはどこまでの排出削減が可能かという視点が必要であ

る。

第 3節 MFCAとLCAの部分的統合

LCA (1 ife cycle assessment) は産業システムを「揺りかごから墓場まで」評価するア

プローチであり、ここで言う「揺りかごから墓場まで」は、地球から原材料を採取するこ

とから、生産物の産出を経て、最後に全てのマテリアルが地球に戻るところまでという意

味をもっ23。そして、用語「LC」(lifecycle)ーライフサイクルーが意味するのは製品の

製造に必要な原材料の採取から製品を製造、使用、整備および最終廃棄までの過程を含む

製品のライフスパンを通しての主な営みを意味する。したがって、このマテリアルの流れ

を意味するライフサイクルは原材料の採取、製造、使用／リユーズ／整備およびリサイクル

／廃棄物処理の四つの段階に分けることができる。その四つの段階の概要は下記のようで

ある 24 0 

最初の原材料の採取段階は製品のライフサイクルの始まりであり、地球からの原材料と

エネルギー源を移動させるものである。例えば、木の伐採あるいは再生不可能資源を採掘

して次の製造段階までの輸送がこの段階に含まる。
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第 2の段階である製造段階には、三つのステップ（材料の製造、製品の製造および充填

／包装／運送）がある。材料の製造ステップは原材料を最終製品の製造に利用可能な形態に

変換するステップであるのに対して、製品の製造ステップは材料を加工して製品（充填／

包装ができる状態）にするステップであり、充填／包装／運送ステップは完成品を充填／包

装して小売業者あるいは消費者まで運送する段階である。このことから、製造段階が MFCA

の適用範囲になることが分かる。

第 3の段階である使用／リューズ／整備段階は、消費者が実際に製品を使用する段階であ

る。

最後のリサイクル／廃棄物処理段階は、エネルギー需要と環境破壊を伴う製品あるいは

材料を処分する段階である。

図 5. ライフサイクルの諸段階

インプット

原材料ー一~

エネルギー一..... 

システム境界

アウトプット． 大気への
排出

....... 工場魔水

ー....固形廃棄物

ー.....副宦物

．． 鴫~
その他の
放出

出典： SAIC, LIFECYCLEASSEMENT:PRINCIPLESANDPRACTICE, U.S. EPA, 2006, p.1をみて、著者作図。

ライフサイクルの諸段階を示す図 5から、 MFCAでは正の製品に対するリューズ／リサ

イクル／廃棄物処理の視点が欠けていることが分かる。

そして、理論上では上記の四つの段階の全てを適用範囲に納める LCAプロセスは系統

的・段階的アプローチであり、目的の明確化と適用範囲の決定 (goaldefinition and 
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scoping)、インベントリ分析 (inventoryanalysis)、影響評価 (impactassessment)お

よび解釈 (interpretation)の四つの要素（段階）から構成される 25。ここで、目的の明

確化と適用範囲の決定は、製品、プロセス、あるいは活動を明確化して表現する段階を指

す。したがって、評価が行われる状況を確立し、境界を確認し、さらに評価のための環境

影響を再検討しなければならない。次に、インベントリ分析は、エネルギー、水およびマ

テリアルの使用と自然環境への排出を確認し定量化する段階を言う。したがって、この段

階では LCI(life cycle inventory)プロセスを通じてエネルギーと原材料の需要、大気

への排出、水系への排出、固形廃棄物およびほかの排出（製品の全 LC・ 製造過程・活動

による排出）が定量化される 26。そして、影響評価はインベントリ分析によって確認した

エネルギー、水およびマテリアルの使用と自然環境への排出によって、人間が受ける影響

と生態学上の影響を評価する段階を言う。それは LCIA(life cycle impact assessment) 

段階であり、下記の七つのステップからなる 27 0 

1. 影響カテゴリーの選択と定義：関連する環境影響カテゴリーを特定する（例えば、

地球温暖化、酸性化および地球上に生息するものに対する毒性）。

2. 分類： LCIの結果を影響カテゴリーに割り当てる（例えば、二酸化炭素の排出を地

球温暖化要素に分類する）。

3. 特徴づけ：科学に基づく変化係数を利用して影響カテゴリー内で、 LCI影響を数理

的にモデル化する（例えば、地球温暖化要素である二酸化炭素とメタンを数理的に

モデル化する）。

4. 標準化：潜在的影響を比較できるように表示する（例えば、地球温暖化影響として

の二酸化炭素とメタンという二つの選択肢を比較する）。

5. 配置：指標を分類あるいはランキングする（例えば、場所によって局所、地域ある

いは全世界的というような分類を行う）。

6. ウエイト付け：最も重要な潜在的影響を重視する。

7. LCIA結果の評価・報告： LCIAの結果の信頼性に対するより良い理解を得る。
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最後の解釈は、結果を導き出すための仮定と不確実性を明確に理解した上でインベント

リ分析の結果と影響評価の結果に基づいてより良い製造、プロセスおよびサービスを選択

する段階である。

このように LCAはLCを通しての物量情報をベースとして人間と生態系が受ける影響を

評価するもので、その主な目的は人間と生態系への影響を最小にする最善の製造、プロセ

ス、あるいはサービスを選択するもので、どの製造あるいはプロセスが最もコスト効果が

良いのかを決めるものではない28。つまり、 LCAは意思決定者が自然環境への影響と自然

環境の変化が間接的に人間に与える影響を考慮に入れて、複数の代替案のうちにおける製

造、プロセス、あるいはサービスによる主な環境影響を比較することを可能にするが、そ

の比較ではコスト効率の視点を欠いている。

しかし、今日の企業における経営意思決定では、経済事象が一次的考慮事項で環境事象

は副次的な考慮事項になる。したがって、 LCAを実施するに当たっては、企業が LCAを実

施することによって得られる利益とそれを施行するための財務的な費用との間における

トレードオフの関係をクリアしなければならない。

以上の議論からすると、 LCAプロセスでは目的の明確化と適用範囲の決定の段階が最も

重要である。なぜなら、目的の明確化と適用範囲の決定は意思決定プロセスに LCを通し

ての環境影響を含める方法と目的を明示する LCAプロセスにおける最初の段階であり、こ

の段階では意思決定プロセスに価値を付加するに必要なt青報の種類は何か、価値を付加す

るための正確な結果はいかなるものか、そして意思決定プロセスにおいて結果が意味およ

び有用性をもっためにどう解釈・開示すべきか、という三つの項目を決定しなければなら

ないので、 LCAプロジェクトにおける目的の明確化と適用範囲の決定によって初めて、そ

のLCAプロジェクトに必要な時間と資源が決まることになる 29 0 

さらに、前述したようにはライフサイクルには四つの段階があるが、一つの段階あるい

は四つの全ての段階を一括して LCAの適用範囲に入れるかは、調査の目的、必要とする結

果の正確性および許される時間と資源に依存する 30。そして、目的によっては特定の段階

あるいは活動を LCA分析から除外することも可能である 31。実際には、原材料の採取から
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リサイクル／廃棄物処理までの全ての段階で事業を展開している企業は稀である。したが

って、一企業の LCAの適用範囲にライフサイクルにおける四つの全ての段階を含めるよう

に強要することは現実的ではない（ただし、代替原材料を求める場合を除く）。つまり、 LCA

の目的は人間と生態系への影響を最小にする最善の製造、プロセス、あるいはサービスを

選択するところにあるが、財務的側面への影響を考慮するとその範囲を限定せざるを得な

し‘
゜
以上の理由から、原材料の採取段階を MFCAにおける第 1番目の物量センターとして、

そして製造段階以降の三つの段階を統括して第 2番目の物量センターとして、それぞれ見

倣し、第 1番目の物量センターでは MFCAを、そして第 2番目の物量センターでは MFCAと

LCAの両方を、それぞれ勘案した物量情報の把握が妥当ではないかと考えられる。なぜな

ら、第 1番目の物量センターも製造企業の LCAプロセスに入れて原材料の選択を行うとす

れば、企業が影響を及ぼし得る範囲を超えてしまい、 LCAシステムのフローダイアグラム

が煩雑なものになってコスト効率の低下という結果を招く恐れがあるからである。例えば、

牛乳を主原料として乳製品を生産する一企業がその国にある全ての牛乳産地をその企業

のLCAの適用範囲に納めることは可能であっても、コスト効率の面からすると人間と生態

系へ最小な影響を与える選択肢を放棄せざるを得なくなって原材料の採取段階における

LCAの分析が積極的な意義を持たなくなる場合がある。

そして、原材料の採取段階において MFCAだけの適用が妥当であるとする根拠は、市場

原理の下では原材料の採取段階で生産された原材料の大部分が製造段階へと流れ込み、製

造段階ではその原材料への単純な物理的加工よりは化学的合成が施されることの方が一

般的であることにある。したがって、使用済製品を採取段階と完全に同質の原材料にリサ

イクルすることは不可能に近いことであり、また使用済製品が廃棄されるとしても原材料

の状態として自然界に戻ることは有り得ない32。つまり、原材料の採取段階はマテリアル

を社会の範囲に取り入れる段階と見倣すことができ、原材料が生産段階に投入される時点

でライフサイクルとしては一区切りとなる。

製造段階以降の段階では MFCAとLCAの両方を勘案した物量情報の把握が妥当であると
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する根拠は次のようである。製造段階では一部のマテリアルロス（負の製品）を除いた原

材料は製品へと変換し、その製品（商品）が消費者の手に渡り、使用／リューズ／整備の段階

を経て、最終段階であるリサイクル／廃棄物処理の段階に入る。つまり、製造段階では大

部分の原材料に化学合成が施され新たな合成物質（製品のパーツの構成成分）という新た

な物質の新たなライフサイクルが始まる。製造段階以降の段階を一つの物量センターとし

てマテリアルフローを考えると、この物量センターでリサイクルされる正の製品は原材料

の採取段階における正の製品である原材料と同様であると見倣すことができ、その意味で

は二次的原材料（合成物質）としてのライフサイクルが始まる。そしてリサイクルされな

い正の製品とリサイクルできない正の製品は廃棄物として処理され、最終的には負の製品

として捉えられる。つまり、二次的原材料の LCを通じての管理を通じて、自然界への負

の製品の提供を極力抑えることができ、それが自然環境の持続可能性に繋がる。換言すれ

ば、 MFCAとLCAの部分的な統合が必要になる。

図6.MFCAとLCAの部分的統合

原材料の採取

~MFCA における物量情報

⇒ 使用済み製品における物量情報

出典：著者作成
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そして、図 6で示しているように MFCAとLCAを部分的に統合させることにより、環境

会計システムの情報基盤となる物量情報を網羅的に取得することができる。

持続可能な視点からすると最終段階で使用済製品をリサイクルすることにより、廃棄物

として処理される量を極小化することが自然環境の持続可能に役立つ。換言すれば、リュ

ーズ・リサイクルが自然環境の持続可能を実現するための鍵になる。そして、全ての段階

でのマテリアルの流れに必要とされているのがエネルギーと水である。水については自然

界の循環能力を超える部分について人間の力（造水）で補うことができる。しかし、造水

にしても使用済製品のリサイクルにしてもエネルギーは欠かせないものである。エネルギ

ーについては、その大部分を化石燃料に依存しているのが現実であり、化石燃料がいずれ

枯渇してしまうことを勘案するとその前に全てのエネルギーを段階的に自然エネルギー

あるいは再生可能なエネルギーに切り替える必要がある。つまり、原材料の採取段階にお

ける自然環境への影響を最小限に抑えることに尽力しながら、社会の範囲に入ってくる原

材料の資源生産性の最大化 (MFCAの活用）を図り、用役を終えた製品のパーツを二次的

な原材料（合成物質）としてリサイクルし最大限活用すること (LCAの活用）によって、

廃棄物の削減に努めながら大気・水系・土壌への有害排出を自然の自浄能力の範囲内に抑

え込むことが必要になる。換言すれば、自然界から社会の範囲に入ってくる原材料を二次

的原材料として社会の範囲内に極力留めて置くことにより、原材料の採取段階を通じて新

たな原材料が社会の範囲に入ってくるのを極力抑え、自然環境への廃棄物と有害排出を抑

えることが持続可能にとって必要不可欠な要件となる。

もちろん、そのためには社会全体の努力が必要であり、社会の構成員である企業の立場

から環境会計システムを考えると、環境会計システムは企業に入ってくるエネルギー（自

然エネルギーあるいは再生可能なエネルギー以外のエネルギー）、水（自家調達によらな

い部分）および原材料（二次的原材料としてリサイクルできない部分）について、そして

正の製品以外の排出（自然の自浄能力を超える大気・水系・士壌への廃棄物の排出あるい

は有害排出の部分）の四つの部分における環境負荷を貨幣評価し、企業の環境責任から生

じる義務一環境負債ーとして会計的に認識し、環境会計情報として開示すべきである。換
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言すれば、社会の構成員としての企業を自然環境の視点から評価し、外部利害関係者の意

思決定を支援するためにどのような努力をしているという情報（環境管理会計情報）より、

結果として環境負債がどのぐらい残っているかという環境会計情報の方が本質的な意味

をもつ。

さらに、 MFCAにおいて正の製品として企業を出て一般消費者の手に渡る商品の構成パ

ーツ（化学組成）についての情報は、その企業が独占しており企業秘密にも繋がることか

ら、正の製品のリサイクルの責任を負うべき最適任者は当該企業である。この意味からす

ると、製造企業の環境会計システムにおける物量情報の範囲は投入と自然環境への直接的

な排出だけではなく、正の製品のライフサイクルにまで拡張する必要がある。つまり、リ

サイクルの効率を上げるためにも、さらに企業秘密厳守の観点からも、 MFCAとLCAの部

分的統合が有意義である。

く小結＞

本章では環境会計システムの情報基盤を物量情報に置くべきであるという観点から、企

業全体での物量情報を現行環境管理会計システムから抽出することができるか否かにつ

いて検討した。

そのため、第 1節ではマテリアルフローバランスとフローコスト会計について概観し、

投入＝産出という質量保存法則を適用するマテリアルフローバランスが包括的な物量デ

ータを収集する手法として有用であり、それによって企業活動に関連する全ての物量情報

を詳細に把握することが可能であることを確認することができた。そして、物量データと

貨幣データを関連付けるための手法として、フローコスト会計について検討した。フロー

コスト会計はLCAがLCCの基礎となるのと同様に物量データを貨幣データと関連付ける環

境管理会計として機能し、物量データ収集のための動機づけ要因となる。フローコスト会

計は、企業に入ってくるマテリアルの中で、どのマテリアルがどの程度の価値を有するか、

どの程度実際に付加価値として製品に組み込まれ、あるいは、非生産的に廃棄物として企
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業から排出されるかを把握するものである。そしてマテリアルコスト、システムコストお

よび供給・処分コストの三つのコストをコスト構成要素とし、物量をコストドライバーと

して諸コストを配分する。よって、非生産的廃棄物として企業から排出される物量にもコ

ストを配分し、その無駄の削減を通して資源生産性を向上させることができる。

第 2節では、フローコスト会計を原型とする MFCAを挙げ、日本が主導した 1S014051: 

2011 (Environmental management -Material flow cost accounting -General framework) 

が発行されたことから、日本における MFCAの展開について概観した。それは、製品にな

った材料を「正の製品」、製品にならなかった材料を「負の製品」と見倣し、負の製品の

生産にかかったマテリアルコスト、システムコスト、エネルギーコストおよび廃棄物処理

費の削減を目指す会計手法である。しかし、資源生産性の向上を通して経済と環境の両立

を図る環境管理会計手法としてのその有用性を認めることはできるが、用役の提供を終え

た正の製品もリユーズあるいは二次的原材料としてリサイクルされない限り最終的には

環境負荷となり得るという意味からすると、 MFCAは自然環境よりは経済性をより重視す

る環境管理会計手法であると言える。つまり、物量情報に情報基盤を置きながら企業の環

境責任を環境負荷の残高で評価する環境会計システムの立場からすれば、正の製品に対す

るLCAの視点を欠<MFCAは物量情報の網羅性の面で一定の限界があると言わざるを得な

し‘
゜
その意味で、第 3節では MFCAとLCAの部分的統合について検討した。 LCAではライフ

サイクルを原材料の採取、製造、使用／リユーズ／整備およびリサイクル／廃棄物の処理の

四つの段階に分ける。そして、 LCAプロセスは系統的・段階的アプローチであり、目的の

明確化と適用範囲の決定 (goaldefinition and scoping)、インベントリ分析 (inventory

analysis)、影響評価 (impactassessment)および解釈 (interpretation) の四つの要素

（段階）から構成される。つまり、 LCAはライフサイクルを通しての物量情報をベースと

して人間と生態系が受ける影響を評価するものであり、その主な目的は人間と生態系への

影響を最小にする最善の製造、プロセス、あるいはサービスを選択するもので、どの製造

あるいはプロセスが最もコスト効果があるのかを決めるものではない。したがって、 LCA
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を実施するに当たっては、企業が LCAを実施することによって得られる利益とそれを施行

するための財務的な費用との間におけるトレードオフの関係をクリアしなければならな

い。経済と環境の両立を図る めに LCAの目的によっては特定の段階あるいは活動を LCA

分析から除外することができる。 そこで、原材料の採取段階では MFCAを、その後の段階

では MFCAとLCAを適用することが妥当であるか否かについて検討した。

MFCAの視点からすれば、正の製品として企業を出て一般消費者の手に渡る商品の構成

パーツ（化学組成）に関する情報は 該企業が独 しており企業秘密にも繋がることから、

正の製品のリサイクルの責任を負うべき最適任者は当該企業である。この意味からすると、

製造企業の環境会計システムにおける物量情報の範囲は自然環境への直接的な排出だけ

ではなく、正の製品の イフサイクルにまで拡張する必要がある。つまり、現行環境管理

会計システムにおける個別的な環境管理会計手法の活用だけでは不可能であるが、個別的

な環境管理会計手法である MFCAとLCAを部分的に統合することによって初めて、現行環

境管理会計システムから環境会計システムの情報基盤となる物量情報を取得することが

可能になる。
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第4章 環境会計システム存続の条件

物事の発生•発展・終焉は、常に、それが内包する諸関係要素（内部関係要素）とそれ

を取り巻く諸関係要素（外部関係要素）の相互因果関係の結果である。そして、物事の発

生•発展・終焉において、時には内部関係要素が、また時には外部関係要素がメインの因

果関係を形成する。例えば、人間とほかの生命体の最も根本的な区別は道具を上手に製

造•利用することができるか否かにあるが、ある道具の存続は、基本的には、その道具を

必要とする利用目的の存在とその利用目的に適う機能の具備状況によって左右される。し

たがって、道具の機能がその利用目的に適う時にのみ、その道具は本来の道具として存続

し続けることができる。そして、道具がその利用目的に適う機能を十分に具備していると

しても、その道具を利用するか否かの最終決定は人間によってなされる。つまり、道具が

存続し続けるためには、道具の利用目的が存在することおよび道具にその利用目的に適う

機能が付与されているという二つの基本的な条件のほかに、人間によって選択•利用され

るという決定的条件である三つ目の条件を同時にクリアしなければならない。

以上の論理の下で、環境会計システムを企業の環境責任を明らかにするための道具とし

て位置付けると、環境会計システムが存続し続けるためには、企業の環境責任を明らかに

しょうとする利用目的が存在すること、環境会計システムが道具としてその利用目的に適

う機能を具備していることおよび環境会計システムが道具として選択•利用されることが

必要になる。換言すれば、環境会計システムが決定的な条件をクリアし道具として選択．

利用されるためには、基本的な条件として、企業の環境責任を明らかにしようとするその

利用目的が存在することおよび環境会計システムに企業の環境責任を明らかにする機能

が具備されていることが必要になる。仮に、環境会計システムが企業の環境責任を明らか

にすることができれば、企業にその環境責任を果たし得る環境活動の実行を促す契機を提

供することが可能になることを意味する。しかし、環境問題に解決の兆しがみえないとす

れば、それは企業による環境活動の不足を意味し、企業の環境責任が過小評価されている

か、あるいはその環境責任を明らかにすること自体が成し得てないことを物語っている。
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環境会計が既存であることを鑑みると、それは現行環境会計の機能的な欠陥によるもので

あるか、若しくは企業の環境責任を明らかにしようとする環境会計の利用目的そのものが

存在しないことによる。つまり、環境会計システムが存続するための基本的な条件が満た

されていない状態にある。

環境会計システムはその会計情報をもって、企業の環境責任を明らかにすることができ

なければならないという認識からすれば、現行環境会計には機能的な欠陥がある可能性が

ある。会計情報をもって企業の環境責任を明らかにすることができる完全な機能の付与

（ストック型環境会計システムの構築）に関する議論は次章に譲り、本章ではその利用目

的という観点から環境会計システムの存続に関する譲論を進めることにする。なぜなら、

企業の環境責任を明らかにしようとする利用目的が存在しなければ、環境会計システムの

構築そのものが不要になるからである。したがって、ここからは企業の環境責任を明らか

にしようとする利用目的そのものが存在するか否かに対する検証を行う。

第 1節 環境会計研究視点の多元化とその利用目的

環境会計の歴史は 1970年代における企業の社会関連会計に遡り、その課題の一領域と

して環境問題が取り扱われたことに端を発している。伝統的な財務会計が企業の経済的活

動を対象とし、その結果を一元的に会計上の利益に還元するシステムであるのに対し、社

会関連会計は、最終的あるいは理想的には、企業の社会的活動を捉えて社会的利益を算定

するシステムである 1。このことから、自然環境の悪化による負の影響が社会的利益を害

する形で具現化するので、自然環境が社会関連会計における課題の一領域と認識されたと

理解することができるが、 1970年代から 80年代に掛けて、特にヨーロッパ諸国における

社会関連報告の焦点は報告内容および報告対象の両面で「対従業員関係」に当てられてい

た三その後 1980年代の後半になると巨額な浄化・賠償費用の負担を強いる諸企業による

度重なる環境事故が引き金となって、地球環境問題へと世間の関心が集められ、企業レベ

ルでも環境リスクとしての対処の必要性が高まった 3。そして、 1992年にブラジルのリ
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オ・デ・ジャネイロで開催された国際連合環境開発会鏃（地球サミット）を契機として、

広範な社会問題を取り扱う企業の社会関連会計に関する研究が特に環境問題と企業等の

経済主体との関わりに特化する形で、環境会計が会計領域の一分野として認知されるよう

になった九環境会計を道具として位置付ける場合、この社会関連会計から環境会計への

展開は、最初の段階では、社会的責任の一環である環境責任を明らかにするという利用目

的の出現に伴い、現行環境会計へのその利用目的を達成するための機能付与が進められた

と理解することができる。

そして、日本会計研究学会特別委員会が行った環境会計関連文献調査 (1990年から 2009

年）によると、海外文献（世界の環境会計研究を牽引してきた学術雑誌である Accounting,

Organizations and SocietyとAccounting,Auditing and Accountability Journalに載

せている論文と EnvironmentalManagement Accounting Network: E肌Nが定期的に発行し

ている論文）では、 1991年から 2001年における環境会計関連文献の主なものは環境会計、

環境報告・開示、社会環境情報報告・開示に関する理論研究と実証研究であり、 2002年

から 2005年における環境会計関連文献では環境管理会計に関する文献が多数を占め、そ

して 2006年からの環境会計関連文献ではサステナビリティ会計・報告と GRI・サステナ

ビリティ報告に関する文献が登場する尺サステナビリティ会計を環境と社会に関する企

業の経済計算書であるとすると、そこには多様な会計手法（環境会計、環境管理会計、付

加価値会計、社会的コスト対効果計算書、社会的資金調達計算書、さらには環境外部性評

価計算書）が含まれる凡環境会計関連研究のパラダイムの視点からすると、 1990年代の

環境会計に特化していた研究が、 2002年頃からは研究の焦点が環境管理会計の研究にシ

フトし、 2006年頃からは再び社会関連会計の研究へと舵を切ることになったことを意味

する。そして、日本語文献（『会計』、『企業会計』、『産業経理』の 3誌と会計誌である『原

価計算研究』、『管理会計学』、『社会関連会計研究』、『会計プログレス』、『環境経済・政策

学会年報』および『サスティナブルマネジメント』と実務雑誌である『環境管理』におけ

る文献）では、1990年から 2001年における環境会計関連文献の主なものは社会関連会計、

付加価値計算書、環境情報開示、環境会計および環境コストに関する文献であり、 2002
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年頃からは環境管理会計に関する文献が、そして 2005年頃からは、特にマテリアルフロ

ーコスト会計に関する文献が多数を占める以外に、 CSRに関する文献も散見される 7。こ

のように環境会計の展開を大まかにみると、 1970年代における社会関連会計の中の一領

域であった環境会計は、 1990年代から 2000年代前半にかけてその輪郭を強めたが、後の

研究の焦点は環境管理会計の研究へとシフトし、さらに 2000年代中頃からは再びサステ

ナビリティ会計・報告あるいは CSR報告の下に、その影を潜めていることが分かる。以下

の議論では、環境会計の展開に伴うその利用目的の変化に沿って考察を進める。

環境会計の利用目的という観点からすると、環境問題への会計的なアプローチは、社会

関連会計の一環としての企業の環境責任を明白にすることを目的とするアプローチから、

環境問題の解決そのものを目的とするアプローチ（環境管理会計の研究）へと変化し、最

終的には企業の環境責任を明白にすることを目的とするアプローチ (CSR報告）に回帰し

たことが分かる。一見して些細な研究目的における焦点の移行（環境責任→環境問題→環

境責任）にみえるが、環境会計という道具への機能付与という側面からすると根本的に違

う結果をもたらしている。なぜなら、環境会計の利用目的を企業の環境責任の明白化に置

くことは企業が行うべき環境活動の量（ゾレンとしての環境活動量）を表すことに繋がる

が、その利用目的を環境問題の解決そのものに置くことは環境問題の解決に資する企業が

行った環境活動の量（ザインとしての環境活動量）を表すことに繋がると理解することが

できるからである。つまり、企業の環境責任を明らかにする機能は環境会計システムがも

つべき機能であるのに対し、環境問題の解決そのものに直接的に対応できる機能は環境管

理会計の機能である。そして、 CSR報告では環境管理会計情報と物量情報を環境情報とし

て開示することにより企業の環境責任を明らかにしようと試みがなされているが、このこ

とは、外部への情報開示を目的とする環境会計の立場からすれば、現行環境会計に企業の

環境責任を明らかにする会計的機能が未だ付与されていないと言わざるを得ない。換言す

れば、企業の環境責任を明らかにしようとする利用目的が存在するものの、環境会計への

その機能付与が成し得ていないために、現行環境会計はその利用目的に応えることができ

ず、そのポジションを環境管理会計に取って代わられたと見倣すことができる。
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第2節 環境会計システムの潜在的な利用目的の存在

GRIの「サステナビリティレポーティングガイドライン」 (2000年から 2006年）の公表

等により、企業の社会的責任への関心が高まり、近年では環境情報の開示に特化していた

環境報告が再び社会や経済分野まで記載した持続可能性報告書や CSR報告書等に統括さ

れ、環境報告書の名称や報告の内容が多様化している。そして、 2010年 11月に持続可能

な発展を実現するために世界最大の国際標準化機関 ISOによってマルチステークホルダ

ープロセスで開発された IS026000(Guidance on Social Responsibility)ーあらゆる種

類の組織に向けた社会的責任に関する初の包括的・詳細なガイダンス文書ーが発行された

ことを受けて環境報告が社会責任報告に統合される動きは確実なものとなった。

このことから、社会が必要とする環境会計情報における変化を把握するためには、 GRI

ガイドラインにおける環境パフォーマンス指標と IS026000における環境関連条項の関係

を対比・分析する必要があることが分かる。第 2章において、 GRIガイドラインが開示を

求める環境パフォーマンス指標を概観する限り、そこで求められている環境情報はフロー

情報が中心の物量情報であり、貨幣情報としては環境法規違反による罰金の金額と種類別

の環境保護のための費用および投資の総額であることから、経年累積的なストック情報が

欠如している物量情報と貨幣情報をリンクさせることによる環境管理会計の範囲に属す

る環境情報であることが分かる。この環境管理会計が提供する情報によって環境費用対環

境効果の分析は可能であるが、そこでは経年累積的なストック情報に関する情報が欠けて

いるので、その情報をもって企業活動が環境へ与える悪影響としての企業の環境責任を明

らかにすることができない。しかし、注目しなければならないことは環境責任を含む社会

的責任に関する情報の開示を、 GRIガイドラインを参照したレポートとして発行している

企業の数が年々増加していることである凡また、社会的責任開示に関するガイドライン

規格である IS026000は、社会的責任の分野における共通理解の促進を意図しており、社

会的責任の開示に関するほかの文書およびイニシアチブを補完することが目的となって
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いるので、それらに取って代わろうとするものではないことからすれば、 !S026000の世

界的な広がりを予期させる 90

そして、 !S026000の国際マルチステークホルダープロセスに最初から積極的に参加し

たGRIはGRIガイドラインの利用における !S026000との関係についての文書を発表して

おり、それによると、 1S026000での環境における四つの課題（課題 1: 汚染の予防、課題

2: 持続可能な資源の利用、課題 3:気候変動の緩和及び気候変動への適応および課題 4:

環境保護、生物多様性および自然生息地の回復）と GRIガイドラインで開示を求める環境

パフォーマンス指標 (ENI,-..30) との関係は以下の通りである 10 0 

• 全体：環境 6.5 (EN28、EN30)

• 課題 1: 汚染の予防 6.5.3(EN19,....._,25、EN27)

• 課題 2:持続可能な資源の利用 6.5.4 (EN1~10 、 EN25,....._,27 、 EN29)

• 課題 3:気候変動の緩和および気候変動への対応 6.5.5 (EN16~18) 

• 課題4:環境保護、生物多様性および自然生息地の回復 6.5.6(EN9 、 EN11~15 、 EN25 、

EN29) 

上記のように、 GRIガイドラインにおける環境パフォーマンス指標は IS026000におけ

る環境条項を殆どカバーしている。このことは、環境情報の視点からすれば、 IS026000

に対しても前述の GRIガイドラインに対して行った指摘と同様の指摘をすることができ

る。つまり、 IS026000とGRIガイドラインで要求されている環境情報は個別特殊的であ

るので、本質的には、環境管理会計情報を持って対応できる情報である。さらに、社会が

必要とする環境会計情報が上記のようなものであるとするならば、企業の環境責任を明ら

かにすることを目的とする環境会計システムはその存続の基本的な条件をクリアできな

くなる。しかし、一度 IS026000とGRIガイドラインが開示を求めている物量情報の企業

活動に起因する物量情報に対する網羅性の観点からすると、環境会計情報ではないが企業

の環境情報（物量情報）をもって企業の環境責任を明らかにしようとする利用目的（潜在的

な利用目的）が存在することを推測することができる。
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そして、情報の外部開示を目的とする現行環境会計情報は環境報告書あるいは CSR報告

書の構成部分として捉えられており、その必要性は環境報告書あるいは CSR報告書で求め

られている環境情報の内容に左右されてきたことからすると、現行環境会計は企業の環境

責任を明らかにできる機能を持ち合わせていないがゆえに、環境管理会計情報に代表され

るような情報（環境問題の解決そのものを目的とする情報）と物量情報を組合せた環境情

報を企業の環境責任を明らかにするという利用目的に用いたと理解することができる。そ

れは環境問題を解決するための道具の一つである現行環境会計の実質的な位置付けから

みると当然のことである。しかし、開示が求められている環境情報の中身から企業の環境

責任を明らかにしようという利用目的が再び提起されたことからすると、現行環境会計の

機能とその利用目的との間にミスマッチがあることは明らかである。また、環境会計の構

造的な問題として計算書体系が不完全であることおよび環境会計情報が物量情報と金額

情報に跨っており一元化されていないという障壁があること 11からも環境会計システム

への革新的な機能の付与が必要であることは明らかである。そして、自然環境が物量本位

であることからすると、環境会計システムが企業の環境責任を明らかにするための道具と

して機能するためには、環境管理会計情報との有機的な結合を可能にする形での環境会計

システムヘの革新的な機能の付与が不可欠である。

第3節 環境会計システムの機能と存続のための決定的な条件

本章の冒頭で道具が存続し続けるための基本的な条件として、道具に付与された機能

（内部関係要素）とその道具の利用目的の存在（外部関係要素）を挙げたが、環境会計シ

ステムを企業の環境責任を明らかにするための道具であると位置付ければ、この道具には

企業の環境責任を明らかにする機能の付与とその利用目的の存在が必要になる。ここまで、

企業の環境責任を明らかにするための道具としての環境会計システムの利用目的の存在

について議論を行い、そこでは環境会計の展開と現に開示が求められている環境情報の内

容から、現行環境会計では顕在化されていないとしても、そこには企業の環境責任を明ら
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かにしようとする利用目的が潜在的に存在することが判明した。つまり、環境会計シス

ムが存続するための条件の一つである利用目的の存在という基本的な条件は成立してい

る。そして、次章でその利用目的に応えられる機能の付与を成し得ることができれば、道

具としての環境会計システムの基本的な存続条件をクリアしたことになる。だとすれば、

その環境会計システムに必要とされる機能はいかなるものであるかという疑問が湧いて

くる。この疑問に対する解答は序論の部分で既に行われている。それは環境問題、自然資

本、貨幣資本および企業会計の視点から企業の環境責任を明らかにするという言葉の意味

と、そのために環境会計システムが必要とする会計機能に関する検討である。結論的に言

えば、環境会計システムの視点からすると、環境負荷のフロー計算から環境負荷のストッ

クを算定し、その環境負荷のストックをなくすために必要な貨幣資本の量を環境負債とし

て企業会計に組み込み、この環境負債に等しい貨幣資本（自然資本）を企業会計における

自己資本の目減りとして、つまり自己資本の質に対する相殺的評価勘定である末払込環境

資本金勘定で表すことができる環境会計システムがもつ機能である。この環境会計シス

ムの再構築は、環境負債の認識を手段とし、企業の自己資本の質に対する評価を通じて自

然資本の欠損を表そうとする認識に基づくことになる。つまり、資本概念の拡大を通して

企業会計を見直さない限り、現行環境会計における諸問題の本質的な解決はない。換言す

れば、会計情報として自然資本の欠損を表すことが、企業の環境責任を明らかにすること

に繋がるのである。この環境会計システム（ストック型環境会計システム）の構築を成し

得ることができれば、二つ目の基本条件をクリアしたことになる。

しかし、忘れてならないのは、上記の二つの条件は基本的な条件であり、ここで留意す

べきことは決定的な条件である人間によって選択•利用されるという条件が末だ残ってい

るということである。換言すれば、環境会計システムによって企業の環境責任を明らかに

し、企業にその環境責任を果たし得るだけの環境活動の実行を促すことができる必要があ

る。しかし、営利が目的である企業に自己資本をもって環境活動を行うように強要するこ

とは非現実的である。だからと言って、企業の環境責任の明確化が不要であるということ

にはならない。ここで肝要なのは環境責任を果たすことにおける企業と社会との役割分担
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である。

しかしながら、今日の社会関連会計・環境会計に関する議論、環境報告、あるいは CSR

報告においては、環境活動を行うのは企業だけの役割であるような主張がなされている。

これは間違った認識であり、環境責任は社会全体の共通責任であって決して企業だけにそ

の責任を強要すべきものではない。これらの観点からすると IS026000は重要な意義をも

つ。なぜならば、 IS026000はマルチステークホルダープロセスを通じて産まれたもので

あり、本規格の開発に当たっては、先進国および発展途上国を合わせた 99カ国 (16カ国

のオブザーバーを含む）、そして、産業界、消費者、労働者、政府間組織、 NGOを代表す

る42機関が参加し、当初は CSRに関する規格であったが、規格検討において社会的責任

を負うのは企業だけに限らないという考えの下で SRという表現に修正され、あらゆる組

織を対象とするものとなったからである I2。つまり、このことは、環境会計システムの視

点からすると、マルチステークホルダープロセスと企業の社会的責任 (CSR) から全ての

組織の社会的責任 (SR)へと社会的責任の全体像を描き出すことにより、社会的責任の一

環としての環境責任は社会全体の責任であるという認識を広めることができたことを意

味する。換言すれば、 IS026000によって、自然環境の持続可能性を実現するために、行

うべき環境活動の具体的な内容に関する一定の共通認識が社会全体で負うべき環境責任

という形で社会を構成する全ての組織の間に広められる可能性を意味する。強いて言えば、

企業と社会が環境責任を果たす過程における役割分担の根拠をここに見出すことができ

る。

そして、そうであるとすれば企業の環境責任と企業が行う環境活動、そして理解容易性

をもって社会全体で環境責任を果たす過程における企業と社会の役割分担という利害関

係の調整ができる道具は、企業の環境責任を明らかにすることができる機能をもつ環境会

計システムのほかに存在しない。つまり、現行環境会計（フロー型環境会計システム）は

そのような機能をもたないので、企業の環境責任を明らかにできる革新的な機能の付与

（ストック型環境会計システムの構築）が可能であれば、唯一の道具としての環境会計シ

ステムは選択•利用せざるを得ない道具になり得る。
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く小結＞

本章では道具の存続条件から議論を始め、環境会計システムを企業の環境責任を明らか

にする道具として位置付ける場合、環境会計システムの存続に必要な基本的な条件として、

環境会計システムに企業の環境責任を明らかにする革新的な機能を付与すること、その利

用目的が存在することおよび決定的条件である道具として選択•利用されることの三つの

条件を挙げている。そして、機能付与は次章の課題とし、企業の環境責任を明らかにしよ

うとする潜在的な利用目的の存在、環境会計システムに必要とされる革新的な機能および

道具として選択•利用されることの観点から環境会計システムの存続に関する議論を展開

した。

第 1節では、歴史的な環境会計の展開について概観した。 1970年代における社会関連

会計の中の一領域であった環境会計が 1990年代から 2000年代前半に掛けてその輪郭を強

めたが、その後の研究における焦点が環境管理会計の研究へとシフトし、 2004年頃から

は再びサステナビリティ会計・報告あるいは CSR報告の下に環境会計はその影を潜めると

いう歴史的な流れを掴んだ。そして、環境会計の利用目的という観点からすると、環境問

題への会計的なアプローチは、社会関連会計の一環として企業の環境責任を明白にするこ

とを目的とするアプローチから、環境問題解決そのものを目的とするアプローチ（環境管

理会計の研究）へと変化し、最終的には企業の環境責任を明白にすることを目的とするア

プローチ (CSR報告）に回帰したことが分かった。

第 2節では、 GRIのサステナビリティレポーティングガイドライン (2000-2006) の公

表等により、近年では環境報告が再び社会や経済分野まで記載した持続可能性報告書や

CSR報告書等に統括され、環境報告書の名称や報告の内容が多様化している現状を念頭に

きながら、 GRIガイドラインにおける環境パフォーマンス指標と IS026000における環

境条項の類似性を確認し、そして第 2章での GRIガイドラインに関する議論を踏まえ、双

方で要求されている環境情報は本質的には環境管理会計情報をもって対応できる情報で
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あることを明らかにした。 しかし、 1S026000とGRIガイドラインで開示を求める物量情

報の網羅性から、環境会計情報ではないが企業の環境情報（物量情報）をもって企業の環

境責任を明らかにしようとする利用目的（潜在的な利用目的）が潜在的に存在することが

判明した。

第 3節では、環境会計システムが存続するための二つ目の基本的な前提条件となる企業

の環境責任を明らかにする機能がいかなるものであるかに対して簡単に述べ、さらに道具

として選択•利用されることという決定的条件について検討した。 IS026000 のマルチス

テークホルダープロセスの意義 (CSRから全ての組織の SRへと社会的責任の全体像を描

き出したこと）を確認し、それを踏まえて環境責任は社会全体が負うべき責任であること

と環境活動はやらなければならないレベルの問題であることを踏まえて、環境責任を果た

す過程における企業と社会の役割分担の必要性を提示した。そして、企業の環境責任と企

業が行う環境活動、そして社会全体が環境責任を果たす過程における企業と社会の役割分

担という利害関係の調整問題に理解容易性をもって応えられるのは企業の環境責任を明

らかにすることができる革新的な機能をもつ環境会計システムであることを述べた。つま

り、現行環境会計（フロー型環境会計システム）はそのような機能をもたないので、企業

の環境責任を明らかにできる革新的な機能の付与が可能であれば、その利用目的に適う唯

ーの道具として環境会計システム（ストック型環境会計システム）は選択•利用せざるを

得ない道具になることを明らかにした。

以上の議論を通じて、道具の存続条件という観点から、環境会計システムに企業の環境

責任を明らかにする革新的な機能を付与（ストック型環境会計システムの構築）すること

さえできれば、その環境会計システムには、道具としての三つの存続条件が出揃うことを

確認することができた。
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第 5章 環境会計システムの再構築

第 1節 環境問題と環境会計システム

人類の経済活動による環境破壊の根本的な原因は自然資源の乱用にあり、自然の自浄能

力を超えた環境破壊は環境問題として具現化する。例えば、自然の自浄能力の範囲内で自

然資源を消耗してきた初期の経済活動では環境問題は引き起こされなかった。しかし、経

済活動規模の拡大に伴って自然資源の消耗は自然の自浄能力と再生能力の範囲を超え、そ

れに起因する環境問題は局地的な公害問題から地球環境問題へと拡大している。経済活動

規模の拡大は我々が享受している物質文明を向上させるためのものであるがゆえに、先進

工業諸国は自ら享受している物質文明を後退させてまで自然資源の消耗を控えるはずは

ないし、発展途上国は地球環境の現実を承知しているとしても自らの経済成長を諦めるこ

とは決してないはずである。つまり、今日の経済活動は自然資本の自浄能力と再生能力の

範囲を超えた自然資源の消耗を前提としており、このままの状態が続くと環境的持続可能

性、延いては社会的持続可能性の実現は不可能に近い。そのような問題意識の下で自然科

学分野と社会科学分野における環境問題の解決策が色々と模索されている。

資本主義市場経済の枠組みでは、環境問題の原因を外部不経済（外部費用）として捉え

ている。その外部不経済論アプローチ（外部費用論）は、市場取引の外部で発生するがゆ

えに市場価格には反映されない効果や事象を全て市場にとっての外部性を巡る問題とし

て理論的に捉えようとするものであり、そこでは外部性が受け手にとってプラスの影響と

して顕在化する場合は外部経済（外部利益）と呼ばれ、逆にマイナスの影響として顕在化

する場合は外部不経済（外部費用）と見倣され、後者については、何らかの方法を通じて

それらを市場取引の中に取り込むか、あるいは市場価格の中に反映させる（外部不経済の

内部化）ことによって解決できる（ないし解決すべき）とする規範的な議論が展開されて

いる 1。ここで問題視されているのは市場の失敗あるいは市場の欠落である。

それに対して、社会的費用論アプローチは人間社会にとって何らかの意味で有害性をも

つマイナスの諸影響としての様々な社会的損失が、それらを連続的に引き起こす当事者で
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ある経済主体の費用計算やそれに基づく意思決定の在り方に殆ど反映されていないとい

う現実に向けられ、その現実を容認してきた従来からの制度的枠組みを批判対象としてお

り、ここでは言わば制度の失敗ないし制度の欠落という独自の問題の視角に立っている％

上記の二つのアプローチにおける外部費用と社会的費用が具体的にどのような費用を

指しているかは別として、方法論の観点から両アプローチをみると外部不経済論アプロー

チは環境問題の解決策を市場経済メカニズムに求めているのに対して、社会的費用論アプ

ローチは環境問題の解決策を社会制度設計に求めるものであると理解することができる。

しかし、市場経済システムと経済制度を含む社会制度が相互依存の関係にあることからす

れば、両アプローチは環境問題の解決においては一つのコインの両面的な存在であるとも

言える。

社会科学の分野では、今日の環境問題へのアプローチとして上記の両アプローチ以外に

も物質代謝論アプローチ、環境資源論アプローチ、政治経済論アプローチ、固有価値論ア

プローチ、権利論アプローチおよび経済文明論アプローチ等の様々なアプローチによって

環境問題の原因を解明し、その解決策を探索しようとする努力が継続的になされている％

しかし、人間活動による環境問題の根源的な原因はその活動の産物による自然界における

自然資本の自浄能力ないし再生能力によって保たれる平衡状態（物量バランス）の乱れに

あり、人間活動によって発生する環境負荷が自然界における自然資本の自浄能力ないし再

生能力の範囲を超えている状態（物量アンバランス）を取り戻さない限り解決できる問題

ではない。つまり、自然科学的に企業活動によって引き起こされる物量アンバランスを把

握してその技術的な解決策を探るのが先決条件であり、社会科学的な解決策を探るのはそ

の次の問題であるが、社会科学のサポートがなければ自然科学での解決策を探ることも、

さらにはそれを展開することも困難である。なぜならば、今日の社会は社会科学の成果の

一つである市場経済システムを存在基盤とする社会であるからである。換言すれば、環境

問題は自然科学と社会科学の両方における共通課題であり、その解決には学際的な協力が

不可欠である。したがって、環境問題と関わりがある自然科学分野と社会科学分野とを結

び付ける道具が必要になるが、その道具という視点からも、環境会計システムの存在価値
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（役割）を見出すことができる。そして、両科学分野を結び付ける道具の運用基盤を貨幣

額に置くか、それとも物量に置くかという選択肢が存在するが、ここでは環境会計シス

ムは自然環境そのものを会計の対象とすべきものであるという観点に基づき、環境会計シ

ステムは本来的に物質本位でなければならないという立場をとり、物量情報を前提として

その再構築に関する議論を進める。

第2節 環境会計システムの役割

企業活動が自然環境に与える影響を把握して排除するには、企業活動における物量バラ

ンス（物量インプット＝物量アウトプット）に関する情報に基づいて自然界における物量

アンバランスの状況を把握し、さらにそれによる影響を予測することが必要になるが、そ

の情報入手の機会において、企業経営者と企業の環境情報を利用する外部利害関係者の間

には大きな格差が存在する。そして、自然界における物量アンバランスの状況を把握する

ための根拠となる企業活動における物量バランスに関する情報は経営者の努力の次第で

作成することが可能でもあるが、その物量バランスによる環境影響の全貌を予測すること

は経営者ないし外部利害関係者の能力範囲を超えるものである。例えば、企業活動によっ

て発生する地球温暖化ガスの量を把握することはできても、その地球温暖化ガスが地球温

暖化にどのぐらい関わっているかを把握することはできない。しかし、物量バランスによ

る環境影響の全貌を予測することができないとしても、企業の物量バランスを把握するこ

とができるという意味からすると、経営者は環境情報の入手において外部利害関係者より

優位に立っている。そうした環境情報へのアクセスにおける非対称性を緩和するために、

また環境情報を開示することによって企業の環境責任を解除するために、経営者による環

境情報の開示を促進する必要がある。

但し、自然界における物量アンバランスによる自然環境への悪影響はその分野の専門家

でさえ明確に把握することが困難であることからすれば、その他の外部利害関係者の能力

をもってしては企業が開示する環境情報（物量情報）から企業活動が環境に与える影響を
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把握することができるとは到底思えない。そして、企業が現在自然環境に及ぼしている悪

影響の程度（環境負荷の残高）が投資意思決定に及ぼす意味を理解することも不可能であ

る。したがって、環境負荷による環境影響はさて置き環境負荷の残高が意味することの理

解には、企業の財務報告に慣れ親しんでいる外部利害関係者の立場からすると、環境情報

（物量情報）を貨幣情報に置き換える必要がある。

このような問題意識からすると、環境会計システムの役割は企業活動に伴う自然界にお

ける物量アンバランスを把握し、その物量アンバランスを解消するために必要な貨幣資源

の量（環境負債）を表現することに限る。つまり、環境会計システムでは自然科学の成果

をベースとして、自然科学の成果を環境問題の解決に活用するために企業が支出すべき環

境費用（貨幣額）を表すことができれば十分である。さらにそれを成し得た時、環境会計

情報が外部利害関係者の意思決定に影響を与える形で、環境会計システムは自然科学分野

と社会科学分野を結び付ける道具としての役割を果たすことができる。それは、企業経営

の問題は経営者にあり、企業の経営成績と財政状態を表すことに企業会計の役割があるの

と同じである。つまり、企業が環境活動を十分に行うか否かは経営者の判断の範疇に属す

るものであり、環境会計システムの役割は企業が行う環境活動の結果を反映した環境負荷

の状況を会計情報として表すことにある。そのためには、まず環境会計システムの構成要

素を確定する必要がある。

第 3節 環境会計システムの構成要素

財務諸表には財務報告の目的に応じて特定の役割が期待されており、それぞれの構成要

となり得るのは、その役割を果たすものに限られる％したがって、環境会計システム

の構成要素を確定するという目的から、財務諸表の基本構成要素である資産、負債、資本、

収益および費用の順にそれぞれの定義について考察しながら、環境会計システムの構成要

素について検討する。
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第 1項環境 資 産

FASB財務会計概念書第 6号では、資産を「過去の取引または事象の結果として、ある

特定の実体により取得または支配されている、発生の可能性の高い将来の経済的便益であ

る」としているりまた、 IASB概念フレームワークでは、資産を「過去の事象の結果とし

て特定の企業が支配し、かつ、将来の経済的便益が当該企業に流入すると期待される資源

である」としている凡そして、企業会計基準委員会の討艤資料『財務会計概念フレーム

ワーク』では、資産を「過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経

済的資源である」としており、ここで経済的資源とは、キャッシュの獲得に貢献する便益

の源泉を指している 7。このように、それぞれの概念フレームワークにおける資産の定義

からすると、資産の本質は経済的便益の実現という将来収益獲得能力（サービスポテンシ

ャル）にあると言える。

この資産の定義に対して、従来の環境会計では、環境問題や汚染問題に対処するために

投資•取得された資産を環境資産としており、環境資産の会計上の論点は、発生した環境

コストを資産として計上して将来期間に賦課するか、あるいは費用計上するかにあった凡

その結果、企業が環境活動のために投下する貨幣資本は、企業が環境法規の遵守を前提と

しながら営業活動を行う場合、あるいは環境法規の遵守というレベルを超えて環境活動を

行う場合のいずれの場合にあっても企業によって投下される貨幣資本のみとなる。そして、

営利企業の立場からすると、投下される貨幣資本の量は営業活動による収益から十分な余

裕をもってカバーできる額内に限定されざるを得ない。その意味からすると従来の環境資

産は、本質的には環境改善に資する資産への財務的支出を表すに過ぎない。しかしながら、

環境会計システム本来の立場からすると環境改善に資する資産の用役提供能力は、資産へ

の財務的支出（帳簿価額）ではなく、その資産による環境改善効果として反映されるべき

である。つまり、自然がもつ自浄能力とは別個の追加的な環境改善（人工的な自浄能力）

を実現することができて初めて真の環境資産の意義があると言える。

この考え方に基づけば、同等の環境改善能力をもつ資産であっても、その環境改善への

貢献度はその企業の当該資産の活用の程度に比例することになる。例えば、営業活動によ
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る環境負荷の発生量が多い企業と環境負荷の発生量が少ない企業が、同等の環境改善能力

をもつ資産をそれぞれ所有している場合、環境改善に資する資産を活用すればするほど環

境負荷の発生量が多い企業の方の資産が環境改善により多く貢献することができる。しか

し、優れた環境改善能力をもつ資産であるとしても発生する環境負荷をゼロにすることは

現在のところ不可能な状況にあり、物量バランスの視点からすると環境負荷が必然的に残

るのが現実である。したがって、資産における経済的便益あるいはサービス提供能力（サ

ービスポテンシャル）という概念を環境会計システムに援用しただけでは、資産価値は環

境改善による環境負荷の削減程度（コスト節約額）を示すに過ぎず、その結果として未解

決のままに放置される環境負荷に関する情報提供を怠った状態で環境資産を把握する現

行環境会計によっては環境資産の本質を明らかにすることはできない。環境会計システム

上の資産の本質が積極的な環境改善という経済的便益の獲得・サービス提供能力にあると

すれば、環境資産には原状回復を超えた環境改善という成果が求められなければならない。

その意味からすれば、環境負荷を残したままの状態で行われる環境保全活動によっては真

の環境資産は存在しないことになる。

また、現行の環境資産としては排出権（会計実務では、無形資産、金融商品および棚卸

資産として処理されることがある）も考えられるが、それも環境会計上の資産であると考

えることはできない。なぜなら、排出権は人間社会が設定した環境負荷の許容量を示すに

過ぎず、それ自体は自然がもつ自浄能力を伴わないからである。つまり、環境負荷は自然

界における物量アンバランスを引き起こすものであるから、仮に企業が排出権のような資

産を所有しているとしても、財務会計上の資産を構成するとしても、それが積極的な環境

改善に資することができなければ環境会計上は意味を有しない。

さらに、排出権が財務会計上の資産として機能するためには、その権利の保障と取引市

場の存在が必要である。しかし、制度設計に不具合がある場合、排出権と排出権取引市場

という制度自体が環境汚染を助長する可能性がある。

上記の可能性に対する説明として地球温暖化ガスを例に挙げて見よう。自然界による地

球温暖化ガスの吸収能力は決まっている。そして、人間活動による地球温暖化ガスの排出
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量がその吸収能力を超えているところに地球温暖化の原因がある。例えば、 lOOLの容量

をもつ空き瓶 1本（自然の自浄能力）と lOLの容量をもつ瓶 15本があり、後者にはそれ

ぞれ液体が満タンの状態（自然の自浄能力を超える地球温暖化ガス）になっているとする。

lOLの容量をもつ瓶 15本の液体を全部 lOOLの空き瓶に移すと 50Lの液体が溢される。こ

れが地球温暖化の現状であるとすれば、排出権という発想は、企業が環境改善活動を行っ

た結果（例えば、 lOLの瓶 2本分の液体を減らすことに成功したとする）として、 lOLの

空き瓶 2本を新たに用意すること（排出権の創出）を可能にする。その権利を売買するに

は、新たに用意された lOLの空き瓶 2本を再び満タンにすること（自然の自浄能力を超え

る排出量の容認）にほかならない。すなわち、排出権取引市場は、 lOLの瓶 2本の再充填

を制度的に正当化するだけであり、排出権とその取引市場は温暖化の進行を減速させるこ

とはできず、一部の環境汚染を公認することになる。

しかし、上記の設例は制度設計に不具合がある場合における排出権とその取引市場の危

険性を物語るものであり、自然の自浄能力の範囲内での排出権とその取引市場の役割を否

定するものではない。なぜなら、上記の設例の設定を変えて、元々、 lOOLの容量をもっ

空き瓶一本と液体の入った lOLの瓶が 10本（自然の自浄能力の範囲内の地球温暖化ガス）

あったとし、そのうちの 2本を人工的な自浄能力（企業が行う環境改善活動）によって空

き瓶にすることに成功し、その 2本を排出権として排出権取引市場を機能させれば、その

空き瓶 2本が再び満タンになったとしても（液体の総量は lOOLのまま）、液体は空き瓶

lOOLの容量を超えて溢れることはない。

上述した論理からすると、今日の排出権取引制度では、自然環境を汚染している者が環

境改善努力により排出権を獲得し、それを資産として財務的利益を享受することができる

のに対して自然環境を汚染することのない者は排出権それ自体を必要としていないだけ

でなく、排出権を得ることにより逆に環境破壊に加担することが可能になる。したがって、

後者はそれによる利益を獲得することによって自然環境の悪化を促進し、汚染者は積極的

な環境改善なしに財務的利益を獲得するという本末転倒の結果をもたらす制度となる可

能性も否定できない。
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したがって、自然の自浄能力のような環境改善能力をもつ資産を企業が十分に所有し、

積極的な環境改善を成し得た時に初めて本来の環境会計システムの構成要素として環境

資産を計上することが可能になる。

第 2項環境負債

FASS財務会計概念書第 6号では、負債を「過去の取引または事象の結果として、特定

の企業がほかの企業に、資産を引き渡すか、または用役を提供しなければならない現在の

義務から生じる合理的に期待される将来の経済的便益の犠牲である」と定義している 90

また、 IASB概念フレームワークでは、負債を「過去の事象から発生した特定の企業の現

在の債務であり、これを決済するために経済的便益を有する (embodying)資源が特定企業

から流出する結果が予想されるものである」としている 10。そして、企業会計基準委員会

の討議資料『財務会計概念フレームワーク』では、負債を「過去の取引または事象の結果

として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同

等物をいう」としている 11。それぞれにおける負債に関する定義の共通点として、①過去

の取引または事象の結果であること、②現在の債務であることおよび③将来において経済

的資源の放棄あるいは経済的便益の流出を伴うことの 3点を挙げることができる。企業会

計基準委員会の定義では、②と③について明確に言及していないが「報告主体が支配して

いる」という文言から、報告というのは現在行われるものであり、支配しているというの

は現在進行を意味することから放棄あるいは引き渡すのは将来における事象であると理

解することができるので、実質的な差異はない。

上記の三つの共通点を環境事象に当てはめて報告を行う時期を基準点とすると、現在ま

でに排出した環境負荷の総量は過去の環境事象による蓄積であり、将来においてその環境

負荷を減らすための努力が必要であることからすれば、財務的には将来における経済的便

益の流出として具現化することが考えられる。しかし、注意しなければならないのは、原

子力発電における使用済み燃料のようにプールして置くことができる環境負荷もあるが、

多くの環境負荷は財務会計上の負債のように企業内にプールして置くことができないの
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が一般的である。ある企業の特定の会計期間を通して自然界へ排出する環境負荷（物質総

量）の把握は可能であるが、把握した時点では既に自然環境に対して負の影響を与えてお

り、その負の影響の評価・除去が難しいのが現実である。

上述の論理からすると、企業活動によって発生する環境負荷を限りなくゼロにするため

の環境改善努力は重要であるが、現在のところ、実現不可能であるため、果たせなかった

かあるいは不足した企業の環境改善努力を未履行環境義務として企業にその履行を求め

るべきである。換言すれば、処理し切れなかった環境負荷を処理するための費用に対する

現在の債務総額を環境負債として定義しなければならない。

そして、 FASBは財務会計概念書第 6号で、現金に代えてその他の資産・役務を提供し

たり、負債を決済する金額および時期は推定によらざるを得なかったり、あるいは義務を

履行すべき相手先が特定できない場合でも負債の認識を妨げることはできないとしてい

る12。また、 IASBは引当金のような負債は金額の推定が必要であり 13、現在の責務の決

済方法として、現金による支払い、資産の譲渡、役務の提供等を挙げている 14。この意味

からすると、環境改善という役務の提供を必要とし、役務の提供に必要な金額の推定およ

び義務を履行すべき相手先が特定できない義務である環境負荷をなくすための費用を環

境会計システムの構成要素としての環境負債とすることは可能である。

第3項環境資本

FASB財務会計概念書第 6号では、「持分あるいは純資産は負債を控除した後に残る企業

の資産に含まれる残余利益である」としている 15。また、 IASBの概念フレームワークで

は、「持分は企業の負債全てを控除した後に残る資産に含まれる残余利益である」として

いる 16。そして、企業会計基準委員会の討議資料『財務会計概念フレームワーク』では、

「純資産とは、資産と負債の差額をいう」としている 17。つまり、財務会計における資本

は資産と負債の差額であるがゆえに、現状では環境資本の存在を否定する立場をとってお

り、環境資本は自ずと存在しないことになる。財務会計における純利益を資本の部に振り

替える現在の会計処理からすると、現行環境損益計算書は環境資本の変動を算定する計算
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構造をもっているとみることもできるが、環境費用が環境収益を上回る現状からは環境貸

借対照表に積極的な意味での環境資本が表示されるということはない。現状では会計的に

企業内部に環境資本を存在させることは不可能であり、環境会計システムの構成要素とし

て環境資本を認識することができない。そこで、企業と環境資本との関係を表すべき何ら

かの方法を工夫する必要がある。

環境資本（自然資本）は企業外部に存在するものであって、その環境資本の不足が持続

可能な社会の実現を不可能にしている。そして、環境資本の不足という事態の主たる発生

原因が企業の営業活動を通した環境破壊にあり、企業の環境責任という視点からすると、

企業と環境資本との係わりを会計的に表す必要がある。環境資本によるサービスの不足は

会計的には環境負債額と等しく、その環境負債は企業にとって環境破壊に対する責任（環

境責任）の程度を表すので、その内在化を図るための工夫が不可欠である。環境会計シス

ムの本質からすれば、現行の純資産は環境責任を果たさないか、あるいは果たしたとし

ても任意的な企業努力を反映しているに過ぎず、外部不経済としての環境責任の無視ない

しは任意的な内在化に止まっていると言わざるを得ない。仮に自然界との間に市場が設定

されているとすれば、環境負荷は営業費として処理されるべきものであり、環境負荷の処

理は自然界の問題となる。しかし、現実には自然界との間に市場は存在しないので、その

処理は放置されるか、あるいは任意的な処理に任されることになる。換言すれば、環境負

荷を残したままの純資産には自然環境への負の配当が含まれていると見倣すことがで

る。したがって、この負の配当を会計的に表現するためには、資本の相殺的評価勘定の設

定が不可欠になる。これは、資本充実の原則の視点からすれば、現実に払い込まれた資本

金が実際には充実されるべき資本総額を示しておらず、末払込資本金が存在すること

味する。当該不足額が自然環境に関する資本の未払額であることから、ここでは、これを

「未払込環境資本金」という評価勘定で表すことにする。

逆に、企業が積極的な環境改善に貢献することができるようになり、外部経済を

発揮することができるようになった場合も、これも会計的に把握することができな

ければならない。換言すれば、環境資産の自己創設を資本の付加的評価勘定として
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純資産に反映させる必要がある。これは自己創設の資本であり、市場を通した資本

と区別するため、ここでは「環境資本金」と表示することにする。

その結果として、企業に課せられた未履行の環境責任を表すために環境会計シス

テムの構成要素として環境負債とその相手勘定科目として資本の相殺的評価勘定で

ある「未払込環境資本金」を用いることによって初めて財務会計に環境会計を積極

的に取り入れた資本の質的評価が可能になる。

第4項 環境収益と環境費用

FASB財務会計概念書第 6号では、「収益は、企業の継続的な主要事業活動を構成する、

製品の生産もしくは引渡、役務の提供、またはその他の活動からの、企業の資産の流入も

しくは増価、または負債の返済（両方の組合せ）である」とし 18、「費用は、企業の継続

的な主要事業活動を構成する、製品の生産もしくは引渡、役務の提供、またはその他の活

動を実行することからの、企業の資産の流出もしくは費消、または負債の増加（両方の組

合せ）である」としている 19。また、 IASBの概念フレームワークでは、「収益とは、当該

会計期間中の資産の流入もしくは増価または負債の減少の形をとる経済的便益の増加で

あり、出資者からの拠出に関連するもの以外の持分の増加を生じさせるものである」とし

ており 20、「費用とは、当該会計期間中の資産の流出もしくは減価または負債の増加の形

をとる経済的便益の減少であり、出資者からの拠出に関連するもの以外の持分の減少を生

じさせるものである」としているい。そして、企業会計基準委員会の討議資料『財務会計

概念フレームワーク』では、「収益とは、純利益または少数株主損益を増加させる項目で

あり、特定期間の期末までに生じた資産増加や負債の減少に見合う額の内、投資のリスク

から解放された部分である」としており 22、「費用とは、純利益または少数株主損益を減

少させる項目であり、特定期間の期末までに生じた資産の減少や負債の増加に見合う額の

内、投資リスクから解放された部分である」としている 23。それぞれにおける収益と費用

の定義および前述した FASBとIASBの負債決済方法に関する認識、そして企業会計基準委

員会の収益と費用の測定に関する認識から 24、収益は用役の提供に起因する取得対価とし
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ての負債の減少、費用はその用役の提供に起因する費消対価としての負債の増加として理

解することができる。

しかし、現段階における企業の環境活動をみると、環境負荷の削減という用役の提供に

見合う財務会計上の収益が得られていないのが現状である。したがって、財務会計上の収

益と費用の概念を環境会計に援用すると、現行環境会計のように環境収益（実質的効果＋

推定的効果）と環境費用を対応させるという矛盾を避けることができない。つまり、財務

会計上の収益と費用の概念をそのまま環境会計システムの構成要素に適用することはで

きない。

財務的側面から環境的側面へのアプローチとして従来の環境会計が発達してきたが、そ

れは営利企業という制約を考慮すると止むを得ないことであるかも知れない。しかし、そ

のアプローチは企業の環境改善努力を財務的側面から捉えるに過ぎず、環境会計システム

の本質から外れていると言わざるを得ない。なぜなら、環境会計システムは環境そのもの

を会計の対象とすべきもので、本来的に物質本位でなければならないからである。つまり、

財務的側面から環境的側面へのアプローチという従来のアプローチとは真逆のアプロー

チが必要である。換言すれば、企業活動の環境活動に伴って発生する財務会計上の収益と

費用を対応させるフロー計算書ではなく、現実に削減し切れなかった環境負荷の削減に必

要な財務会計上の費用を企業活動に起因する物量に基づいて算定するフロー計算書とそ

れを作成するための計算システムが必要である。削減した環境負荷は、企業活動によって

作り出された環境負荷をなくしたこと一すなわち、原状回復ーに過ぎず、環境の立場から

するとそれ以上の何物でもない。さらに、企業活動に伴う物量バランスからすれば、環境

活動を積極的に行っている企業においてさえ、そこには必ず環境負荷が残っていることか

らすると、現段階の環境フロー計算書では、環境改善効果は発生するが原状回復を超えた

環境改善効果の発生は期待できず、結果として環境負荷（環境回復が必要な部分）だけが

残ることになる。つまり、環境フロー計算書の構成要素として、環境負荷の残高を確定す

ることができる。そして、物量の視点からすると、環境負荷の残高は企業外部に存在して

おり、環境フロー計算書によってその存在を裏付けする以外には、その存在を把握するこ
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とはできない。

総じて、財務諸表の基本構成要素である資産、負債、資本、収益および費用という全て

の構成要素を環境会計システムの構成要素として援用することはできず、環境会計システ

ムにおけるストック計算書ではその構成要素として、環境負債と資本の評価勘定である未

払込環境資本金が不可欠であり、フロー計算書ではその構成要素としての環境負荷の残高

を確定する。さらに、将来において企業の環境活動から原状回復を超えた環境改善が実現

できた時には、その環境改善効果をもって環境利益を算定し、その蓄積として環境資産と

環境資本（財務会計上の資産と資本）を認識することができる。その場合は、環境会計シ

ステムにおけるストック計算書とフロー計算書の構成要素として、環境負債、資本の評価

勘定および環境負荷の残高に代わって、環境資産、環境資本および原状回復を超えた環境

改善効果を環境会計システムの構成要素とすることができる。つまり、環境会計システム

の構成要素として、環境負債、資本の評価勘定および環境負荷の残高と環境資産、環境資

本および原状回復を超えた環境改善効果は同時に存在することはない。そして、原状回復

を超えた環境改善効果が発生している場合はそれを排出権のような取引市場を機能させ

ることができれば、それを財務的収益として取り入れることも可能である。

第4節 環境会計システムにおける計算過程

企業による物量フローの把握は物量ストックとしての環境負荷の残高の証明手段とな

る。そして、それはこれらの事象に割り当てられるべき貨幣数値を評価するための基礎と

しても重要である。したがって、環境ストック情報である環境負債の見積額を会計的に環

境負債として計上するためには、まず、環境負荷の概念と環境フロー計算の過程を明らか

にする必要がある。そして次に、環境フロー計算に基づいた環境ストック情報への計算シ

ステム（貨幣換算過程）の構築を試みることにする。

第 1項 環境負荷と本来的な環境費用

何をもって環境負荷とするかは学際的な鏃論を必要とする問題である。厳密な自然科学
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的議論を避けるために、ここでは入ロコントロール、出ロコントロールおよび相対的ゼロ

コンサンプションと相対的ゼロエミッションの概念を新たに設定し、それらの概念に基づ

いた環境負荷およびその残高に対する基本的な考え方を提示することにする。

企業活動に環境負荷の発生は付きものであり、企業の環境活動は環境負荷物質の発生を

抑制するか、エンドオブパイプ段階で環境負荷物質の排出を削減するか、あるいは事後的

に環境負荷物質を回収するかのいずれかの活動になる。ここでは、環境負荷物質の発生を

抑制することを「入ロコントロール」とし、そして環境負荷物質の排出を削減、あるいは

事後的に回収することを「出ロコントロール」とする。したがって、企業は環境負荷物質

と成り得る物質の消費量を減らすこと（自然エネルギー・再生可能資源の利用）により、

入ロコントロールを行うことができる。そして、環境負荷物質を削減するための措置（エ

ンドオブパイプ段階での対策）を取るか、あるいは事後的回収を通じて出ロコントロール

を行うことができる。例えば、植林のような活動を通じて間接的に環境負荷物質 (CO2)

を回収することは、出ロコントロールに属する。

入ロコントロールと出ロコントロールの対象を物質的な側面からみると、企業へ流入す

る物質にはエネルギー源（電力、化石燃料）、水資源および原材料がある。また、企業か

ら流出する物質には大気への排出物、水系への排出物、士壌への排出物、廃棄物および製

品がある。これらの物質の流れによって、自然界における物量アンバランスが引き起こさ

れ、これらの物質による負の影響が環境負荷となる。

エネルギー源である電力は生産手段として利用され、商品として製品に組み込まれるこ

とは稀である。水資源も特定産業を除いて商品として製品に組み込まれることは稀であり、

主に生産手段としての役割を担っている。そして、大部分の原材料は企業内部に長期に蓄

積されることもなく、製品あるいは廃棄物という形で企業から放出される。また、熱源と

して使われる化石燃料は燃焼を終えて大部分は大気への排出物となる。このような物量の

視点に立つと、企業の生産活動に関連する物質の負の影響は生産手段と産出物に関連する

環境負荷に分けることができる。そこで、入ロコントロールでは生産手段の役割を果たす

電力と水資源に起因する自然環境への負の影響を環境負荷として認識し、出ロコントロー
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ルでは大気への排出物、水系への排出物、土壌への排出物、廃棄物および製品に起因する

自然環境への負の影響を環境負荷と認識する。結果的として、網羅的に環境負荷を把握す

ることができる。

本来的には、企業の環境活動の結果に起因する自然環境への負の影響の全てを環境負荷

の残高という形で評価すべきであるが、現段階で自然資源の消耗と廃棄物の排出をゼロに

することーすなわち、絶対的ゼロコンサンプションと絶対的ゼロエミッションーを求める

ことは、企業に営業活動そのものを放棄させることを意味するので、ここでは相対的ゼロ

コンサンプションと相対的ゼロエミッションという考え方を取ることにする。

相対的ゼロコンサンプションは企業内外での環境活動を通じて、企業の営業活動に不可

欠な環境負荷を有する生産手段の消費を直接または間接に一定の許容範囲内にすること

である。そして、相対的ゼロエミッションとは、企業内外での環境活動を通じて、企業の

営業活動から放出される環境負荷を直接または間接に一定の許容範囲内にすることであ

る。ここで、環境活動は企業内部における環境活動だけではなく、直接または間接に行う

環境関連事業（自然エネルギー開発・利用、リサイクル、植林および造水等々の環境負荷

をなくすことを目的とする事業）をも指す。つまり、相対的ゼロコンサンプションと相対

的ゼロエミッションの考え方をとることにより、企業内部だけに制限されていた環境活動

の範囲を企業外部へと拡充することができる。

次に、環境費用としては、企業が排出した環境負荷によって既に引き起こされた環境影

響を回復するための費用と環境負荷そのものをなくすための費用を挙げることができる

が、ここでは後者を本来的な環境費用とする。なぜなら、企業活動による環境影響は環境

負荷に起因するものであり、環境負荷をなくすことが環境問題の予防・解決にとって本質

的な意味をもつからである。したがって、ここでの環境費用は環境問題に起因する外部不

経済の内部化に必要な費用ではなく、当該外部不経済の発生を抑制・防止するための費用

であると捉えることができる。また、本来的な環境費用における「本来的な」という言葉

の意味は当期における物量アンバランスの完全な解消を暗示すると同時に、企業がその努

力を怠っていることに起因して発生する当期における環境負債の存在をも示唆している。
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さらに、踏み込んで言えば、本来的な環境費用は個別企業が環境技術の開発に費やした金

額でもなく、その技術の運用に費やした金額でもない。それは当期における環境負荷の残

高の完全な解消を図るために必要な金額（末認識環境費用）を意味している。

自然の自浄能力の範囲（人間がもつ自然科学の知見による判断）を基準値とするか、あ

るいは相対的ゼロエミッションと相対的ゼロコンサンプションを基準値とするかによっ

て、認識されるべき環境負荷の残高に差異が生じ、それはさらに末認識環境費用（環境負

債）の見積額にも影響を与える。

環境負債（環境負荷をなくすために必要な標準財務費用）の見積りは、下記の算式によっ

て行うことができる。

環境負債の見積額＝単位標準財務費用※x未処理環境負荷物量

※算式の単位標準財務費用は、合理であると認められる活用可能な環境技術を用いて、環境
負荷物質をなくすための環境負荷物質単位当たり費用である原単位を指す。

環境負債の見積額は評価額であるので、単位標準財務費用を用いることにより環境会計

情報の比較可能性と信頼性を高めることができる。また、企業の環境改善努力（環境技術

の適用状況）は環境負荷の残高の多寡から自ずと判断することができる。

第 2項 環境負債の見積りと環境負債の会計処理

環境負債を見積り、それを会計的に負債として表すために、ここからの議論では、自然

界における物量アンバランスを引き起こす原因となる環境負荷を企業内部の物量バラン

スに基づいてその残高を把握する方法、貨幣換算の方法および環境負債の会計処理方法に

ついてそれぞれ考察することにする。

まず、環境負荷の残高の把握が最初のステップになる。環境負荷の残高の把握において、

営利を目的とする企業の性質を勘案して、「環境ポジション」という概念を導入する。環

境ポジションという用語は、企業会計における財務ポジション(Financialposition)の考

え方を環境会計に援用したものである。この財務ポジションの測定に直接関連する要素は、

貸借対照表の構成要素である資産、負債及び資本（純資産）であることから 25、財務ポジ
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ションは企業の財政状態を表すためのものであると理解することができる。この考え方を

援用して、企業が当面負うべき環境責任の範囲・状態を環境ポジションという用語を用い

て表せば、環境ポジションは、企業活動に伴って発生する種類別環境負荷の残高のうち、

企業の環境責任として当面認識しなければならない環境負荷の割合（％）を表すことになる。

そして、環境ポジションの導入方法としては、次の三つの方法が考えられる。第ーは企

業が各自に環境ポジションを設定する方法（第 1法）である。この方法は、国がストック型

環境会計システムの適用を制度化するが、関連環境政策を施行しない場合に取り得る方法

である。第二は国が環境政策の一環として企業が当面負うべき環境責任の範囲として設定

する方法（第 2法）である。この方法は、国がストック型環境会計システムの適用を制度化

するだけではなく、主導的に環境関連政策をも施行し、企業はそれに追随するだけの場合

に取り得る方法である。第三は環境政策の一環として国がベースラインとしての環境ポジ

ションを設定し、企業がベースラインを超える環境ポジションを個別的に設定することが

できる方法（第 3法）である。この方法は、国がストック型環境会計システムの適用を制度

化するだけでなく、国が主導的に環境関連政策を施行し、企業はさらにそれを超える積極

的な環境活動を行う場合に取り得る方法である。次の仮説例は第 2法による環境ポジショ

ンの導入に当たる。

環境負荷は種類によって自然環境に与える影響に違いがあるので、環境ポジションは環

境負荷物質ごとに設定する必要がある。そして、自然環境の立場からすると、環境ポジシ

ョンを 100%に設定することが原則になる。

しかし、環境ポジションを 100%に設定すると、現状では企業に過大な環境責任を負わ

せることとなり、それによって企業の環境活動に対する意欲を失わせる恐れがある。つ

り、環境ポジションは企業が全面的な環境活動に取り込むまで、時間的余裕を与える役割

を果たす。しかし、地球環境の現状を鑑みると低すぎる環境ポジションの設定は、かえっ

て環境的持続可能性の実現を妨げてしまうことに留意しなければならない。

上記の議論を前提にすると、環境負荷の残高の把握は下記の二つの算式によって行うこ

とができる。
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当期総消費量X環境ポジション一入ロコントロール効果＝入口環境負荷………①

当期総発生量X環境ポジションー出ロコントロール効果＝出口環境負荷………②

ここで、当期総消費量は入ロコントロールの範囲に属する環境負荷であるのに対して、

期総発生量は出ロコントロールの範囲に属する環境負荷である。

説明の便宜を図って、当期における環境負荷の種類別総消費量（総電力 500単位、総水

源 400単位）、環境負荷の種類別総排出量（製品 800単位、発生排出物 100単位）、入口環

境ポジション（電力 50%、水源 40%)、出口環境ポジション（製品 80%、発生排出物 90%)、

入ロコントロール効果（電力 200単位、水源 100単位）および出ロコントロール効果（製

品 300単位、発生排出物 50単位）をそれぞれ仮定する。そして、上記の算式①と②を適

用すれば、入口環境負荷と出口環境負荷は下記の表 2と表 3に示した通りになる。

表2.入口環境負荷

環境負荷の種類別総消費量 環境ポジション 入ロコントロール効果 環境負荷

総電力 (500単位） 50% 200単位 50単位

総水源 (400単位） 40% 100単位 60単位

表3.出口環境負荷

環境負荷の種類別総発生量 環境ポジション 出ロコントロール効果 環境負荷

製品 (800単位） 80% 300単位 340単位

発生排出物 (100単位） 90% 50単位 40単位

次のステップは貨幣換算である。貨幣換算は表 2と表 3の環境負荷に基づいて行う。そ

して、貨幣換算は前項で提示した下記の算式による。

環境負債の見積額＝単位標準財務費用x未処理環境負荷物量

最初のステップでの設例の結果を踏まえ、さらに、単位標準財務費用を電力 @¥4、水源
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@¥3、製品 @¥2および発生排出物 @¥1と仮定すると、環境負債の見積額は下記の表 4で示

した通りになる。

表4.入ロ・出口環境負荷の貨幣換算

環境負荷 単位標準財務費用 環境負債の見積額

電力 (50単位） @¥4 ¥200 
入口

水源 (60単位） @¥3 ¥180 

製品 (340単位） @¥2 ¥680 
出ロ

発生排出物 (40単位） @¥1 ¥40 

合計 ¥1, 100 

最後のステップは環境負債の会計処理である。環境負債は環境負荷の残高の把握に基づ

いて見積られるが、環境負荷の残高に焦点を当てる理由を以下に述べる。これは、環境負

債の会計処理における理論的根拠でもある。

企業内部における物量バランスは質量保存法則 (lawof conservation of mass) によ

って何時も保たれている。そのため、物量バランスに焦点を当てることにより、企業は環

境負荷ごとのフローを見逃すことがなく網羅的かつ正確に把握することができる。しかし、

企業内部の物量バランスに焦点を当てるだけでは資源生産性の向上を図ることはできる

が、企業外部における物量アンバランスの解消には殆ど役に立たない。なぜならば、企業

内部における物量バランスは企業外部における物量アンバランスを外部不経済とするこ

と（すなわち、企業が自然資本によるサービスのフリーライダーになること）によって成

り立っているからである。すなわち、企業活動による環境破壊の主な原因は企業内部にお

ける物量バランスにではなく、企業外部（自然界）における物量アンバランスに求めるこ

とができる。それを不等式で表すと下記のようになる。

入口における物量のアンバランス

出口における物量のアンバランス
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つまり、企業が自然の再生能力と自浄能力（自然資本の能力）を超えた環境負荷を自然に

与えていることに環境問題の根本的な原因がある。換言すれば、環境問題の根本的な原因

は自然資本の欠損にある。したがって、環境問題を予防・解決するためには、企業は自然

資本の不足（未払込環境資本金）を補うことに資する環境活動を行わなければならない。

企業は入ロコントロールと出ロコントロールのような自然資本の不足を補うにことに資

する環境活動を通じて初めて環境義務を履行することができる。この場合、自然資本の不

足を補うための環境活動の主体は企業であることから、自然資本の不足部分を自然資本と

は区別して仮に環境資本とする。環境資本を創造するための企業の環境活動は必然的に環

境費用（財務会計上の費用）の発生を伴いそれは財務会計の対象範囲となる。しかし、企

業の環境費用は企業の環境努力を表すことはできても、それによって自然資本の不足がど

の程度補足されたかを表すことはできない。換言すれば、環境負荷の残高に基づく環境負

債の見積りによって初めて企業内部に不足している環境資本の大きさを知ることが可能

になる。つまり、企業には営業活動に伴う環境負荷の原状回復義務があり、その原状回復

には環境費用の発生が必要になるのであるが、環境費用は発生することによって把握され

るのであって、それによって本来的な環境費用を把握することはできない。したがって、

企業の環境責任を明らかにする意味からすると、原状回復に必要な環境負債の見積りが必

要になり、その見積額が企業の環境義務から生じる環境負債となる。仮に環境活動のため

の費用が発生し、その結果として自然資本の不足を補う効果が発揮されたとすると、その

費用は財務会計上の環境費用となる。しかし、財務会計上の環境費用は企業が認識した環

境活動を反映するに過ぎず、本来的な環境費用に対する全面的な対応を意味しない。換言

すれば、企業によって認識されない環境費用（未認識環境費用）の存在は原状回復に必要な

環境活動のための資金調達がなされていない状態で利益計算を行うことを意味しており、

環境負債に対する資金調達の必要性を会計的に表現する必要がある。すなわち、企業が必

要な環境活動に対する資金調達を怠ったことを事後的に表現するとすれば、資本の消極的

評価勘定としての末払込環境資本金勘定で処理するのが妥当である。仮設例を用いてこれ

を仕訳すると、下記のようになる。
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未払込環境資本金 1, 100 環境負債 1, 100 

そして、環境負債を総勘定元帳に転記すると下記のようになる。仮に、前期末の環境負

債残高が 800であったとする。

環境
古::環境:本： 800 

1,100 

企業の環境活動の不足を表す環境負債は、企業が十分な環境活動を行った結果として環

境負荷がなくならない限り存続し続けることから、元帳を締め切る時に環境負債は繰越処

理される。

次期 繰 越竺］前期繰越 800 
未払込環境資本金 1,100 

1,900 1,900 
"'''''" ""'■ "''""'一"●" 

前 期繰越 1,900

そして、環境負荷も棚卸資産と同様に繰越処理される。仮に、入ロ・出口環境負荷の過

年度蓄積量がそれぞれ電力 40単位、水源 70単位、製品 200単位および発生排出物 30単

位であったと仮定すると、環境負荷の当期末蓄積量は下記の表 5で示した通りになる。

したがって、企業が環境活動を積極的に行い、その結果として環境負荷を減らすことが

できない限り、環境負債は累計的に蓄積されていくことになる。つまり、環境負債は現に

発生している環境費用とではなく、環境負荷の残高と直接な対応関係にある。

表5.入ロ・出口環境負荷の繰越

環境負荷の過年度蓄積量 環境負荷の種類別当期発生量 環境負荷の当期末蓄積量

入 電力 (40単位） 50単位 90単位

ロ 水源 (70単位） 60単位 130単位

出 製品 (200単位） 340単位 540単位

ロ 発生排出物 (30単位） 40単位 70単位
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例えば、企業が環境活動を通じて環境負債の全額を減らすことができた場合を仮に仕訳

で示すと、下記のようになる。

環境負債 1,900 未払込環境資本金 1,900 

環境負債は営業活動に伴う環境負荷の蓄積を意味しているので、財務会計での負債認識

の前提条件を満たしている。その意味からすると、環境負荷の残高の測定は財務会計的に

も必要である。

環境負荷は環境影響を引き起こす原因であり、環境影響が外部不経済であるがゆえに現

状では財務会計的には存在しない事象となり、これを認識する術がないように思われるが、

環境負債の認識に関する会計処理の例として、資産除去債務の会計処理を挙げることがで

る。

資産除去債務は環境負荷をなくすための環境負債を意味しており、その環境負債に対応

する資産除去費用は資産の取得原価に算入される。資産計上された資産除去費用は、減価

償却を通じて、当該資産の耐用年数にわたり、費用配分される。資産除去債務の対象とな

る資産の環境負荷をなくすための活動は当該資産を除去する際になされることから当該

会計期間における減価償却費の計算は資産除去費用の見積額に基づいている。

しかしながら、資産除去債務は将来発生すると予測される環境負荷をなくすための環境

行動に対する財務的措置を取り上げているに過ぎず、環境負荷の残高に対する企業責任を

直接問題にしていないという意味では環境会計システム的な本質的処理であるとは言え

ない。

資産除去債務は、①法律によって会計処理が義務付けられていること、②資産除去に関

連付けられていることおよび③原状回復が将来期間に予定されていることから、環境負債

としては特殊な例である。このような点を念頭に置き、さらに環境負荷物質は排出された

時点から外部不経済を引き起こす可能性があることを鑑みると、環境負債に対する本質的

な会計処理は緊急性を要するものであることが分かる。したがって、環境負債一般に資産

除去債務と同じ会計処理を環境会計システムに適用することはできない。
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ここまでの議論では、環境フロー計算では環境負荷の変動を通して環境負荷の残高を把

握し、環境ストック計算では環境負荷の残高に基づいた未認識環境費用の見積額を環境負

債とする会計処理の過程について説明を行ってきた。そして、環境負荷の定義および環境

ポジションと単位標準財務費用の設定は学際的な譲論を待たなければならないとしても、

本節で提示した環境会計計算システムの機能を妨げるものではない。また、この環境会計

計算システム（ストック型環境会計システム）をもってすれば、企業の環境責任を明らか

にすることに首尾一貫した対応を取ることができる。

本節の総括として、ここからは現行環境会計システムとの比較を通して、この環境会計

システムがもつ特徴を明らかにする。

現行環境会計システム（フロー型環境会計システム）に対して、環境会計システム（スト

ック型環境会計システム）は環境保全対策ではカバーできなかった環境負荷の経年累積

（環境負荷残高累計額）をマテリアルフローとマテリアルストック計算を通して算定し、

それを企業が負うべき環境責任として位置付けている点に最大の特徴がある。自然資本の

立場からすれば、環境負荷の経年累積にこそ環境問題の根源があるにも拘わらず、現行環

境会計システムのように企業の環境保全対策がもたらす財務パフォーマンスと環境パフ

ォーマンスだけを取り上げても企業の環境責任を適正に表示することはできない。現行環

境会計システムとストック型環境会計システムの相違を図示すると図 7の通りになる。

ストック型環境会計システムの特徴は、環境負荷のフロー計算から環境負荷のストック

を算定し、その環境負荷のストックをなくすために必要な貨幣資本の量ーすなわち、企業

の環境保全対策によっては履行されなかった原状回復義務ーを環境負債として企業会計

に組み込み、この環境負債に等しい貨幣資本（原状回復に必要な自然資本への投資額）を

企業会計における自己資本の目減りとして表すところにある。したがって、ストック型環

境会計システムは、現行環境会計システムにおける財務パフォーマンスや環境パフォーマ

ンスに目を向ける代わりに、ストック（現行環境会計システムの環境パフォーマンスでは

把握できなかった未処理放出負荷量）である環境負荷残高（原状回復義務）を環境負債（対

外的支払義務）として企業会計に取り入れている。
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図7.現行環境会計システムと環境会計システムの比較

企業活動
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つまり、ストックとしての環境負荷への未投資額（フリーライド回避に必要な資本）を環

境負債として企業会計に取り入れている。また、現行環境会計システムにおける財務パフ

ォーマンスのうち発生した費用と実現した収益は自ずと企業会計における損益計算の対

象になるが、それ以外の必要であるにも拘わらず末履行になっている企業努力に関する財

務パフォーマンスも環境会計システムに加えることによって、初めて環境会計システムは

総合的な環境会計システムとして機能することになる。

しかしながら、この環境会計システムを十分に機能させるためには、環境負荷の定義お

よび環境ポジションを設定するに当たって、持続可能な社会の実現という役割が環境会計

システムに期待されていることを鑑みることが必要であり、そこでは持続可能な視点に対

する深い理解と洞察力が求められる。

第5節 持続可能な視点の本質

企業を持続可能な社会の実現のための道具として位置付ける場合には、環境会計システ

ムにおける環境負荷の把握では環境ポジションを 100%とした相対的ゼロコンサンプショ

ンと相対的ゼロエミッションの考え方に基づく環境負荷の残高の認識基準を適用すべき

である。

第1項 持続可能な視点からの企業の物量バランス

自然科学の視点からすると、企業活動による環境負荷を少なくするためには、自然エネ

ルギーを利用しながら自然資源からの廃棄物を少なくするか、再利用可能な資源としての

資本蓄積を大きくする（自然資源を何らかの形で社会の範囲に留めておく）ことが考えら

れるが、廃棄物としての資本蓄積それ自体が汚染問題であることに変わりはない 26。それ

はともかく第 1に、廃棄物を少なくする唯一の現実的な方法は自然環境から取り出した物

質からの廃棄物を小さくすることである。それには生産を縮小すれば良いが、それでは生

活水準を低下させてしまう。また生活水準と汚染とは比例的でないのであって、現実的に
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は先進国の方が後進国より汚染が少なく、発展途上国の方が先進工業国よりも汚染が大き

い。第 2は、自然資源の再利用とリサイクリングによって自然環境から新規に採取する自

然資源を減らす方法である。第 3は、資源生産性を高める方法である。そして第 4は、水

と空気の汚染が最も問題なので自然に還元する場合に自然環境汚染をしないようにする

方法である 27。第 1の方法からは環境問題の解決の難しさを実感することができ、自然科

学的（再生可能資源・エネルギーの開発・利用）・社会科学的（経済的・制度的）な解決

策が求められる。第 2の方法は循環を意味しており、これは自然環境の持続可能性、さら

には経済の持続可能性を実現するための鍵となる方法である。第 3の方法は企業レベルで

現に行われている環境的・経済的営みであるが、持続可能性を実現するための根本的な環

境問題の解決策にはならない。第 4の方法は排出削減を意味しており、これも循環を重視

するという点からすれば持続可能性のためのもう一つの鍵となる方法である。つまり、企

業が自然環境に悪影響を与えない物量バランスを維持するためには入口（再生可能資源・

自然エネルギーの割合を増大）と出口（廃棄物排出削減、廃棄物の削減・製品のリサイク

リング率の増大）における物量のコントロールが必要であり、「塵も積もれば山となる」

という観点からすると環境負荷が少ない物量バランスを維持するための企業の環境改善

努力が地球規模での持続可能性の実現に繋がるとも言える。

第 2項 持続可能な視点からの自然界の物量バランス

持続可能性は、環境的持続可能性（自然および環境をその負荷許容量の範囲内で利用で

きる環境保全システム）、経済的持続可能性（公正かつ適正な運営を可能とする経済シス

ム）および社会的持続可能性（人間の基本的権利・ニーズおよび文化的・社会的多様性

を確保できる社会システム）の三つの側面が均衡した定常的状態（経済および生活上の質

的発展）のことで、この定常的状態における三つの側面は並列ではなく、環境的持続可能

性を前提としながら経済的持続可能性を一つの手段とし、社会的持続可能性を最終的な目

的・目標とする関係性をもっている 28。つまり、持続可能性の究極的な目的は社会的持続

可能性にあり、それを達成するための手段の一つとして経済的持続可能性を用いるが、そ
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れぞれの持続可能性の前提として優先的に環境的持続可能性を考慮しなければならない。

大前提となる環境的持続可能性は自然環境・資源の持続可能な利用の可否に関わる問題

である。自然環境・資源は、①地球環境、②生態学的構造・プロセス、③生物の生息環境

および④最低限の資源ストックの四つに類型化することができ、前三者は生命維持サービ

ス（生態系サービス）を提供する自然環境であり、④は人間が生活を営む上で必要な資源

ストックである 29。換言すれば、環境的持続可能性の問題は生態系サービスや鉱物資源・

化石燃料の供給源である自然資本の持続可能な利用の可否に関わる問題であり、この意味

からすると自然資本による生態系サービスと自然資本のストックの持続可能な利用が社

会的持続可能性と経済的持続可能性の前提条件となる。そして、社会的持続可能性と経済

的持続可能性は人工資本にも大きく依存しており、その人工資本の蓄積は自然資本を利用

して行われるので、環境的持続可能性は自然資本と人工資本の双方に関わりがある。

そして、持続可能性の概念の中で対立的に議論されるものとして「弱い持続可能性」と

「強い持続可能性」の概念があり、両概念の見解の相違は自然資本と人工資本の代替可能

性に求められている 30。弱い持続可能性が自然資本と人工資本間の代替可能性を仮定する

一方で、強い持続可能性は両資本間の代替可能性を認めず、その補完性を前提としている

が、両資本間の代替可能性に関しては必ずしも明白な証拠が存在する訳ではなく、弱い持

続可能性と強い持続可能のうちどちらに基づいて持続可能性を判断すべきであるかとい

う点についてのコンセンサスが得られていない 31。しかし、そのような状況の中でも持続

可能性を判断するための試みがなされている。

持続可能性と経済、社会および制度との関係を明らかにするための分析一弱い持続可能

性の指標としてジェニュイン・セイビング (GS)、強い持続可能性の指標としてエコロジ

カル・フットプリント (EF)、経済指標として 1人あたり GDP、社会指標として人間開発

指数 (HumanDevelopment Index, HDI) と1000人当たり 5歳末満幼児死亡数 (u5mort)

および制度指数として発言権と説明責任 (Voiceand Accountability, VA)を取り上げ、

弱い持続可能性では GS~O をもって、強い持続可能性では EF<l. 8をもって持続可能性の

判断基準とする一では、弱い持続可能性基準を満たす国々の経済、社会および制度パフォ
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ーマンスは、基準を満たさない国々のそれより高いことが明らかとなっており、強い持続

可能性基準を満たす国々の経済、社会および制度パフォーマンスは、基準を満たさない

国々のそれよりも低いことが明らかとなっている 32。つまり、自然資本を利用してより多

くの人工資本を蓄積してきた国の方が、より少ない人工資本を蓄積してきた国より経済、

社会および制度パフォーマンスが高い。そして、弱い持続可能性指標と強い持続可能性指

標の散布図を検討することで、どのような国が、それぞれの基準 (GS~O および EF<L 8) 

を同時に満たしているか、同時に満たしていないかあるいは片方の基準だけを満たしてい

るかを明らかにする分析では、弱い持続可能性基準を満たしているが強い持続可能性基準

を満たしていない国々には多くの先進国が、両方の基準を同時に満たしていない国々には

多くの産油国が、そして強い持続可能性を満たしているが弱い持続可能性基準を満たして

いないあるいは両方の基準を同時に満たしている国々にはアフリカ諸国を中心とする貧

困諸国並びに多くの途上国が含まれているという結果が出ている 33。両方の基準を同時に

満たしているということは持続可能性を達成し得るのに望ましい状態にある国々と言え

る。しかし、 WCED(1987) の持続可能な発展の定義では、当該諸国には経済、社会および

制度のパフォーマンスが低いと指摘されている現代世代のニーズが満たされていない途

上国が多く含まれている 34 0 

上記の両分析の結果から窺えることは、より多くの人工資本を蓄積している先進国の生

態学的負荷が高いのに対して、生態学的負荷が低い貧困諸国は人工資本の蓄積は少ないと

いうことである。そして、先進国を目指して発展を成し遂げている途上国はある程度の人

工資本を蓄積してはいるものの、現在世代のニーズが満たされているとは言えない状態に

あるので、これから生態学的負荷を高めながらでも人工資本を積極的に蓄積していくこと

は自明である。今のところでは、産油国はエネルギー資源の輸出によって先進国並みの物

質文明を享受することができるかも知れないが、枯渇資源という文字通り、そこには持続

可能性が存在しない。

弱い持続可能性の視点からすると、経済、社会および制度のパフォーマンスを高めるに

は、生態学的負荷の増加を考慮せずに人工資本の蓄積を加速して行けば済むが、強い持続
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可能性の視点からすると、自然資本の消滅を無視してまで無闇に人工資本を蓄積していく

ことは持続可能性を阻害する行為である。例えば、宇宙ステーションが良い実例である。

宇宙ステーションは人工資本の塊でありそこには自然資本が殆ど存在しない。自然資本の

代わりに人命維持システムが備わっているので人間がその空間で生きられる。しかし、食

糧と宇宙ステーション自体を維持・増築するための部品を地球から調達することが必要で

あり、それは自然資本に由来するものである。つまり、自然資本と人工資本は代替不可能

である。敢えて代替可能であると仮定すると、人間は SF映画に出てくる場面のように、

人工的なセルの中で暮らすことになるだろうし、それをもって持続可能性の実現であると

するならば環境的持続可能性を考慮する必要がない。仮に自然資本をほぼ完全に代替する

財 (near-perfectsubstitutes) としての人工資本が存在するとすれば、自然資本も人工

資本をほぼ完全に代替するはずであるので、人工資本の蓄積は不要になるが、人工資本が

存在することは人工資本と自然資本が補完財 (complements) であることの例証にほかな

らない35。例えば、都市部にある高層ビルは士地という自然資本の不足を補うための人工

資本であり、土地という自然資本が相対的に豊かな農村部では高層ビルを建てる必要がな

いように自然資本と人工資本は補完関係にある。

自然資本と人工資本以外に生態学負荷の状況を用いて環境的持続可能性を分析するこ

とができる。そして、生態学負荷の状況を把握するために生物生産力（バイオキャパシテ

ィ）、エコロジカル・フットプリントおよびオーバーシュートの三つの概念が用いられて

いる 36。生物生産力はある期間（通常 1年間）、各国と全世界のレベルで入手可能な生態

学的資本を追跡調査して、それによって再生可能資源を生産し、廃棄物（特に二酸化炭素）

を吸収する能力を分類・数値化したものである。エコロジカル・フットプリントはある期

間（通常 1年間）、ある集団が消費する全ての資源を生産し、その集団から発生する廃棄

物を吸収するために必要な生態学的資本を測定したものである。両者は共にグローバル・

ヘクタール (gha) と呼ばれる単位で表現される。オーバーシュートは、ある地域のエコ

ロジカル・フットプリントが同じ地域の生物生産力をどの程度超過し、持続可能性の基本

的な基準を侵害しているかを示す相対的量である。 2008年の地球の総生物生産量は 120
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億 gha、つまり 1人当たり 1.8ghaであったが、当時の実際のエコロジカル・フットプリ

ントは 182億 gha、つまり 1人当たり 2.7ghaに相当していた37。そして、 1人の人間のエ

コロジカル・フットプリントは、住んでいる国、製品やサービスの消費量およびこれらの

製品やサービスを提供するために利用される資源や廃棄物など様々な要因により大きく

左右されており、もし全ての人間が米国の平均的な市民と同様の生活をしようとすると、

そのエコロジカル・フットプリントの年間需要量を満たすため、合計で 4個の地球が必要

となる 38。これは 2008年時点で既に生物生産力が不足（オーバーシュート）していたこ

とを意味し、環境的持続可能性の視点からすると、米国のような先進国入りを目指して経

済発展に拍車をかけている諸国の夢は到底に実現不可能であることが分かる。

自然資本と人工資本が代替不可能であること、そしてオーバーシュートが既に起きてい

ることを勘案すると、現在の社会システムと経済システムの下では環境的持続可能性を実

現することが不可能である。換言すれば、今日の社会的システムと経済的システムは環境

的持続可能性という前提を無視している。

環境的持続可能性を実現するためには、①士壌・水・森林・魚などの再生可能な資源の

持続可能な利用の速度は、その供給源の再生速度を超えてはならないこと、②化石燃料・

高品位の鉱石・化石地下水など再生不可能な資源の持続可能な利用の速度は、再生可能な

資源で代用できる速度を超えてはならないこと、そして③汚染物質の持続可能な排出速度

は、自然環境が汚染物質を循環し、吸収し、無害化する速度を超えてはならないこととい

う三つの規則を厳守する必要があり、さらに汚染物質の持続可能な排出速度は人工的に処

理する場合に必要なエネルギー投下が再生可能エネルギーで賄える限度を超えてはなら

ないというのが適切であるとする 39。環境的持続可能性の視点からすると、汚染物質の持

続可能な排出を人工的に処理し、二次的資源として製品のリサイクルを徹底的に行う場合

における必要な全てのエネルギー投下を再生可能エネルギーあるいは自然エネルギーで

賄うことという④の規則を追加する必要があると考えられる。そして、地球は一つだけで

あるという認識の下では自ずと四つの規則に導かれざるを得ない。

地球は一個だけであるが、今後 50億年ぐらい続くとする太陽の寿命から推測すると、
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自然エネルギーの一種である太陽エネルギーは無尽蔵であると言える。例えば、上記の四

つの規則を厳守する前提で、環境的持続可能性の実現に必要とする全てのエネルギーを太

陽エネルギーから調達することを可能にする人工資本を蓄積することができれば、環境的

持続可能性の実現に一筋の希望の光があると考えられる。そして、そのような人工資本を

蓄積するほかに、環境的持続を不可能にしている今日の社会システムと経済システムも根

本から見直す必要がある。つまり、社会的持続可能性と経済的持続可能性に対する考え方

を変えることにより、自然エネルギーを主軸とするエネルギー革命を引き起こす必要があ

る。

以上の議論から、持続可能性の視点の本質はある国あるいは地域に限定したエネルギー

安全保障ではなく、全人類のためのエネルギー安全保障にあると言える。そして、全人類

のためのエネルギー安全保障の実現の鍵は自然エネルギーの開発にある。

第3項 企業ないし社会の物量バランスと自然界の物量バランス

企業の物量バランスと自然界の物量バランスに対する説明は砂時計をもって簡単に説

明することができる。

例えば、 1kgと 100kgの砂がそれぞれ入っている二つの砂時計があるとする。 1kgの砂

時計（以下砂時計Aと略称する）を企業の物量バランス、そして 100kgの砂時計（以下砂

時計 Bと略称する）を自然界の物量バランスと仮定する。

まず、物量バランスの視点から砂時計 Aを見よう。

大量の自然資源を消費し大量の廃棄物を出すという物質の一方通行によって成り立っ

ている今日の企業の営業活動を鑑みると、砂時計 Aの上下両底面には穴が開いていると見

倣すことができる。これは、ボトルネックを通る時に起きる砂の変質（再びボトルネック

を通ることができない状態）が砂時計 Aのリセット使用を不可能にしているからである。

したがって、この砂時計 Aの上器には常に砂を入れ続け、その砂がボトルネックを通る時

に変質して下器に溜まるので下器の底面の穴から変質した砂を出し続けないと砂時計 A

は持続的に時を刻むことができない。これは、企業の営業活動における物質の一方通行に
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例えられる。そして、操業量が一定の条件の下で資源生産性の向上を目指して行われてい

る企業の環境活動は砂時計 Aにおける砂の時間当たり落下量（以下「単位落下量」と略称

する）を減らすことはできるが、砂の変質を防ぐことはできない。

次に、物量バランスの視点から砂時計 Bを見よう。

砂時計Bの下器には変質した砂を還元させる機能（再びボトルネックを通ることができ

る状態にする）がある。したがって、砂時計Bのボトルネックを通る砂に多少の変質が起

きたとしても砂時計 B自体はリセット使用が可能である。これは、自然資本による生態系

サービスに例えることができる。そして、自然の再生能力と自浄能力に限りがあることか

らすると、砂時計 Bの下器の変質した砂を還元させる能力には限界がある。しかし、現実

には多数の砂時計 Aが砂時計 Bのボトルネックに組み込まれている。つまり、砂時計 B自

体が必要とする還元能力を考慮外にすると、砂時計Aのボトルネックを通る時に変質する

砂の合計量を砂時計 Bの下器がもつ変質した砂を還元する能力の範囲内に抑えるか、砂時

計Bの下器がもつ変質した砂を還元する能力を何らかの形で増強しない限り、変質した砂

の増大により、砂時計Bが刻める時間に限界が生ずるようになる。砂時計Aのボトルネッ

クを通る時に変質する砂の量を減らすか、砂時計Bの変質した砂を還元する能力を何らか

の形で増強するためには、企業の環境活動である入ロコントロールと出ロコントロールを

行う以外に方法がない。

さらに、複数の砂時計Aと消費活動に起因する物量バランスも含めてそれを社会の物量

バランスとし、砂時計 Cであると仮定すると、砂時計 Cと砂時計Bの間の関係は砂時計A

と砂時計 Bの間の関係を増幅したものになる。つまり、変質する砂の量を砂時計Bの下器

が持つ変質した砂を還元する能力の範囲内に抑えるか、砂時計Bの下器がもつ変質した砂

を還元する能力を増強するための環境責任は企業だけの環境責任ではなく社会全体の環

境責任である。

上記の砂時計 Bに入っている砂の量を自然資本のストックと見倣し、下器の変質した砂

を還元する能力を自然資本による生態系サービスの量に例えると、後者を維持するために

前者を保持する必要がある。そして、自然分解できない廃棄物の処理と製品のリサイクル

158 



のような作業は生態系サービスに頼ることができない。そのため、人工資本を蓄積して擬

似的な生態系サービスを作り出さなければならない。それには膨大なエネルギーが必要に

なるかも知れないが、そのエネルギーを化石燃料に頼っては本末転倒の結果になり兼ねな

い。そこで自然エネルギー開発の必要性が浮き彫りになる。しかし、現在の社会システム

と経済システムの下では、現に人類が消費しているエネルギーの全てを自然エネルギーに

入れ替えるのは至難の業であるというよりは不可能に近い。だからと言って社会システム

と経済システムが不要であることを意味しない。両者は共に人間中心的な視点に立って構

築したシステムであることからすると、人間中心的な視点に持続可能な視点を加えて、そ

れぞれのシステムを改革する必要がある。経済システムに限って言えば、環境産業の育成

を主軸とする産業構造への改革は避けて通れない。

持続可能な視点の本質は自然エネルギーを主軸とする全人類のエネルギー安全保障に

ある。それを実現するためには社会システムと経済システムの改革が必要であり、経済シ

ステムに限って言えば、環境産業の育成を主軸とする産業構造の改革が不可欠である。

そして、環境活動を行うための道具として企業を位置付ける場合、企業の環境活動を支

援するための環境関連社会諸制度を再設計する責任は社会にあり、再設計した環境関連社

会諸制度の施行を後押しするのが社会の環境責任である。

く小結＞

本章では、企業の環境責任を企業が開示する環境会計情報をもって明らかにするという

環境会計システムの基本的な役割を前提として、その役割を果たせる環境会計システムの

在り方を描き出すことを試みた。

第 1節では、環境問題と環境会計システムの関係に焦点を置いて考察した。環境問題の

根源的な原因は自然界における物量アンバランスにある。その物量アンバランスを取り除

かない限り環境問題はなくならないが、自然界における物量アンバランスは企業の物量バ

ランスにおける環境負荷の存在によって主として引き起こされる。したがって、環境負荷
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をなくすための企業努力は自然科学的に環境負荷をなくすための技術的な解決策を見付

けてからのことになる。そして、環境改善が功を奏するためには企業努力を支援するため

の社会科学的サポート体制を講じる必要がある。社会科学的サポートは環境関連社会諸制

度を前提としてなされるものであり、具体的には企業が開示する環境会計情報を意思決定

に用いる外部利害関係者の行動を通して具現化される。そこで、企業の環境責任を明らか

にできる環境会計システムは環境問題と関わりがある自然科学分野と社会科学分野とを

結び付ける道具としても活用することができる。

第 2節では、道具としての環境会計システムの役割について検討した。持続可能な社会

の実現が人類の共通課題となっている今日、企業の環境責任を明らかにすることができる

環境会計情報は企業内部と企業外部における利害関係者の環境意思決定に対する有用性

をもたらすこともできる。環境意思決定有用性の立場からすると、企業の環境活動の結果

である環境負荷の残高の状況を会計情報として開示する必要がある。つまり、物量情報か

ら貨幣情報への変換、そして会計理論に基づいた会計情報としての環境情報を処理する役

割が環境会計システムに求められている。

第 3節では、環境会計システムに寄せられた役割を果たすための前提条件として、その

構成要素について議論した。そして、財務諸表における基本構成要素である資産、負債、

資本、収益および費用に対する制度会計における既存の定義に基づいて環境会計システム

の構成要素を確定した。そこでは、 FASB財務会計概念書、 IASB概念フレームワークおよ

び企業会計基準委員会の討議資料『財務会計概念フレームワーク』における財務諸表にお

ける基本構成要素の各概念を参照しながら譲論を進めた。

環境資産に関する譲論では、財務会計における現行の環境資産は、本質的には、環境改

善に資する資産への財務的支出を表すに過ぎないことを明らかにした。そして、環境の立

場から、環境改善に資する資産の用役提供能力は資産への財務的支出（帳簿価額）ではな

く、その資産による環境改善の結果として捉えることができ、自然がもつ自浄能力を超え

た環境破壊の回復効果を発揮することができて初めて真の環境資産としての意義をもっ

ことを指摘した。つまり、資産における経済的便益あるいはサービス提供能力という概念
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を環境会計システムに援用すると、環境改善をしても環境負荷を残したままでは真の環境

資産として把握することができないことを明らかにした。そして、物量バランスの視点か

らは排出権取引制度における盲点を突き、制度設計によって保障されている今日の排出権

は環境改善に積極的な意味をもたない単なる財務会計上の資産に過ぎないことを指摘し

た。

環境負債に関する議論では、財務会計における負債の概念を検討し、それを環境会計に

おける環境負債に援用することができることが分かった。つまり、環境義務の観点から環

境負荷の残高を把握し企業の環境改善努力の不足部分を企業の未履行環境義務とすれば、

会計的に環境負債を認識することができることを明らかにした。その結果、環境会計シス

テムの構成要素の一つとしての環境負債の把握が可能になった。

環境資本に関する議論では、現行の財務会計では環境資本（自然資本）を内在化させる

ことが不可能であることを明らかにし、企業と環境資本との関係を表すための何らかのエ

夫をする必要があることを指摘した。環境資本は企業外部に存在するものであって、その

環境資本の不足が持続可能な社会の実現を不可能にしている。環境資本によるサービスの

相対的不足量は会計的には環境負債額と等しく、環境負債は環境破壊による環境資本の不

足に起因するので、環境会計では資本の評価勘定である「未払込環境資本金」を環境負債

の相手勘定科目とすることができる。つまり、企業の環境責任を表すために環境会計シス

テムの構成要素として、資本の評価勘定である「未払込環境資本金」を用いることによっ

て、初めて企業と自然資本との関係を会計的に捉えることが可能になる。

環境収益と環境費用に関する譲論では、財務会計における収益と費用の概念をそのまま

環境会計システムに援用することはできず、企業における物量フローに焦点を置いて環境

負荷の残高を算定するフロー計算が必要であることを示した。つまり、物量フロー計算を

通して環境会計システムの構成要素として環境負荷の残高の確定を試みた。

総じて、環境会計システムにおけるストック計算では、その情報の構成要素として環境

負債と資本の評価勘定である未払込環境資本金（環境資本）が不可欠であり、フロー計算

では物量情報である環境負荷の残高の算定が必要であることを示した。
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第 4節では、前節で確定した環境会計システムの構成要素を基礎とする環境会計システ

ムの計算構造を環境負荷の残高の把握、貨幣換算および環境負債の会計処理の三つのステ

ップに分けて構成し、結果として環境会計システムの計算過程を提示した。

環境負荷の残高の把握に関する議論では、入ロコントロール、出ロコントロールおよび

相対的ゼロコンサンプションと相対的ゼロエミッションという新たな概念に基づいた環

境負荷および環境負荷の残高に対する基本的な考え方を提示した。そして、貨幣換算の方

法として環境負荷の残高に基づく環境負債の見積もり方を示した。

そして、現状を勘案した環境負債の見積もり過程では、さらに環境ポジションという概

念を用い、それに基づく環境負債の見積もり過程を例示した。次に、環境負債の見積額を

環境負債とする会計処理を明らかにした。企業の環境責任を会計的に明らかにするために

は、その見積額を企業の環境義務から生じる環境負債と見倣す必要がある。その環境負債

の見積額に対しては、環境負債の源である環境負荷をなくすという環境活動のための資金

調達がなされていないという意味で、会計的には環境負債の相手勘定科目として資本の消

極的評価勘定である「未払込環境資本金」を必要とする。つまり、環境フロー計算では物

量バランスに基づいて環境負荷の変動を取り入れた環境負荷の残高を把握し、環境ストッ

ク計算では環境負荷の残高に基づいた環境負債の見積額を環境負債として会計処理を行

う環境会計システムが誕生したことを意味する。この環境会計システム（ストック型環境

会計システム）をもってすれば、企業の環境責任を明らかにするための首尾一貫した会計

的な対応を取ることができる。

環境会計システムをもって企業の環境責任を明らかにできるとしても、持続可能な社会

を実現するためには自然科学に基づいた持続可能な視点が必要になる。

第 5節では、持続可能な視点の本質を明らかにするために、社会的持続可能性と経済的

持続可能性の前提となる環境的持続可能性の観点から持続可能性について検討した。そこ

では、強い持続可能性を支持する立場から持続可能性を実現するための鍵が自然エネルギ

ーにあることを明らかにし、持続可能な視点の本質は全人類のエネルギー安全保障にある

という結論に至った。そして、砂時計の例をもって、企業の物量バランスと自然界の物量
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アンバランスの相関関係を明らかにし、社会の環境責任という考え方に基づき、環境会計

システムを企業の環境責任を明らかにするための道具として位置付け、そして環境活動を

行うための道具として企業を位置付ける場合、企業の環境活動を支援する環境関連社会諸

制度を再設計する責任が社会にあり、再設計した制度の施行を後押しするのが社会の環境

責任であるこという結論に達した。つまり、環境ポジションの設定を徐々に 100%まで近

付けるためには社会の環境責任が問われることになる。
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第 6章 環境会計システムと社会環境

企業が営業活動を通じて社会に提供する財・サービスの質は消費者が享受する物質文明

のレベルに合致する。そして、企業が提供する財・サービスの量は消費者の数とその消費

様式の影響を受ける。これは社会の構成員である消費者が享受する物質文明のレベル、消

費者の数およびその財・サービスに対する消費者の消費様式によって、特定の財・サービ

スに対する社会全体における相対的な需要量が決まることを意味する。一般的にその需要

情報は市場における需給バランスという形で企業側に伝わり、企業による財・サービスの

供給量が決まる。したがって、営利を目的とする企業は基本的に消費者が享受する物質文

明のレベル、消費者の数および消費者の消費様式を念頭に置きながら市場原理に基づいて

営業活動を行い、その上で市場規模の拡大を目指して新しい財・サービスの提供に積極的

に取り組んでいる。しかし、自然環境の立場からすると、営利目的で財・サービスを供給

する企業の営業活動による環境負荷と財・サービスを享受する広範な消費者の消費行動に

よる環境負荷が自然環境に与える影響には何ら相違するところはない。さらに、企業も消

費者も同じく社会の構成員であることからすると、環境問題における責任は企業だけにあ

るのではなく社会全体に帰属するものである。

消費者レベルでの環境活動は享受する物質文明のレベルとその消費様式を変えること

に限られており、それには限界がある。そこで、営利目的で財・サービスの供給を行う企

業の環境責任が厳しく問われることになる。しかし、営利が企業存続の前提条件である以

上、一方で財・サービスの供給を企業に求めながら、他方で企業だけに多額の環境費用の

負担を負わせて営利を放棄させてまでその環境責任を追及することは非現実的である。つ

まり、環境負荷をなくすための企業の環境活動は必然的に環境費用の発生を伴い、その環

境費用が企業の営利を阻害する要因となる現状を鑑みると、企業の環境活動を環境費用の

側面で支援するための何らかの措置を社会的に講ずる必要がある。換言すれば、環境活動

を行う主たる責任は企業にあるとしても、その環境活動に必要な環境費用の一部を拠出す

る義務（環境責任）としての社会の環境責任が問われる。その意味からすると、企業が環
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境活動を行うに当たり必要な環境費用の調達を社会が支援するためには、環境関連社会諸

制度を再構築する必要がある。

この問題意識から、本章では、企業の環境活動を社会が環境費用の面で支援することが

きるような環境関連社会諸制度の再構築について検討する。具体的には、社会の環境責

任という観点から環境税について検討を行い、それを踏まえて環境税を前提とした環境関

連社会諸制度の構築を試みる。さらに、そのような状況の中で環境会計システム（ストッ

ク型環境会計システム）が果たし得る役割について検討する。

第 1節 社会の環境責任と環境税

外部不経済を解決するための政策として、規制的手段（使用規制、排出規制および技術

規制など）、経済的手段（課税、補助金、および排出権取引など）および社会的手段（公

教育、情報開示および標準化など）を挙げることができる。これらの手段のうち、経済的

手段としての環境税は環境負荷となる様々な財・サービスを課税対象とする税の総称であ

るが、公害問題がある程度解決できている今日において、議論の俎上に良く乗るのは地球

温暖化対策を目的とした税である。その環境税には下記のメリットとデメリットがある 1。

環境税のメリット

①温室効果ガス排出量が多いエネルギー需要量の減少

②省エネ技術の進歩

③国民に対するアナウンス効果

④外部費用の内部化

環境税のデメリット

①税負担の逆進性による不公平な所得配分

②経済成長の阻害

③国際成長率の低下

④適切な環境税率設定や課税対象選択の難しさ

165 



⑤国際的協調実現の困難性

⑥エネルギーの需要の価格弾力性の低い家計や運輸部門への効果の希薄性

しかし、その環境税のメリットについても疑問視する声があり、それは価格弾力性、財

源効果およびアナウンスメント効果に関するものである％具体的には、ガソリン価格と

需要の伸びとの間に明確な相関関係があるとは言えないこと、財源の使途や効果が不明で

あることおよび国民の意識と行動は国民運動や普及啓発活動に求めるべきであることと

いうものである。

上記の内容からすると環境税は導入すべきではないという結論になる。したがって、こ

こでは環境税に対する視点を変え、環境負荷をなくすための環境責任は企業に限らない社

会全体の責任であるという前章の結論を引き受け、環境税を社会全体が環境責任を果たす

ための手段として位置付ける。

この環境税の位置付けからすると、環境税収は環境負荷をなくすための環境活動に充て

る特定財源とする必要があり、その環境活動によって相応する効果を得て初めて社会全体

の環境責任が解除されることになる。環境税を企業の環境活動に充てる特定財源にするこ

とは、行政側が特定財源の使途や効果に対する説明責任を果たすという観点からも重要で

ある。実際には、欧州諸国における温暖化関連諸税収の使途をみても、前述の環境税のデ

メリットの一部を回避するために、その殆どが一般財源に充てられている％しかし、上

記の環境税の位置付けからすると、環境税収の一般財源化は環境税の本来の目的からの離

脱を意味し、それによって環境税が環境負荷をなくすという形で十分な機能を発揮するこ

とを阻害している。例えば、自然エネルギー産業に焦点を当てると、環境税収の一般財源

化は自然エネルギー産業における設備の即時償却を不可能にし、それは次第に長期にわた

る自然エネルギー単価の高止まりの原因となって自然エネルギーは高価なものであると

いう印象を消費者側ないし社会構成員の全体に与える。この問題は環境税収を自然エネル

ギー産業における設備の減価償却を早めるために特定財源化（環境補助金）することによ

り解決することができる。

環境関連設備の減価償却を早めることによって企業の財務的な負担を減らそうとする
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考え方は既に存在しており、日本の環境関連投資促進税制を挙げることができる。 No.5454

環境関連投資促進税制（エネルギ一環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却

たは税額控除）は、法人が平成 23年 6月 30日から平成 26年 3月 31日迄の期間内に、新

品のエネルギ一環境負荷低減推進設備等を取得または製作若しくは建設をして、その取得

等をした日から 1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した

事業年度において、特別償却または税額控除を認めるものである文その特別償却限度額

は、そのエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の 30%である。特に、エネルギー

の有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で新エネルギー利用設備

等のうち、一定の太陽光発電設備（出力が lOKW以上）または風力発電設備（出力が 1

KW以上）の特別償却限度額は、その設備の取得価額から普通償却限度額を控除した金額

に相当する金額とし、その事業の用に供した事業年度において取得原価の全額を償却（即

時償却）することができるとしている。そして、税額控除限度額はエネルギー環境負荷低

減推進設備等の取得価額の 7%相当額とするが、一つの資産についてこの制度による特別

償却と税額控除との重複適用は認めていない。仮に、この制度における期間制限を解き、

自然エネルギー産業における設備の即時償却を認め、環境税収を財源とする環境補助金を

交付するという形で企業の環境費用を継続して肩代わりすることができれば、自然エネル

ギー産業における設備の減価償却を早めることができる。その結果として、多額の初期投

資を必要とする自然エネルギー産業から早い段階で安価な自然エネルギーの供給をで

る自然エネルギー産業へと変革し、消費者は早い段階から安価な自然エネルギーの供給を

受けることが可能になる。つまり、企業は自然エネルギー産業を営み、その結果として合

理的であると期待される環境改善効果を挙げることにより環境責任を果たすことができ、

社会は環境税を納付するという形で企業の環境費用の一部を肩代わりして環境責任を果

たすことができる。また設備の即時償却を認めれば、消費者側は早い段階から総消費電力

の一部を安価な自然エネルギー源から調達することができる。これは環境税収を財源とし

て自然エネルギー産業へ投資した結果として、早期から社会全体が経済的利益を得られる

ことを意味する。換言すれば、環境税収を財源として自然エネルギー産業へ投資した結果
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として、社会は経済的利益の享受と環境責任の解除を同時に達成することができる。

概括すると、社会が環境責任を果たすための手段として環境税を位置付け、環境税収を

特定財源として企業が営む自然エネルギー産業へ投資した結果、環境負荷を削減する効果

が得られれば、企業と社会はそれぞれの環境責任を果たすことができる。さらに、その即

時償却を認めて安価な自然エネルギーの早期供給を可能にすれば、行政側と企業側は社会

に対する財務的な受託責任を果たすことができる。つまり、現状の環境税制の問題は、そ

の在り方、すなわち社会が環境責任を、行政側が財務的な受託責任を、そして企業側が環

境責任と財務的な受託責任の双方を、それぞれ果たすことができるような税制になってい

ない点にある。換言すれば、環境税の制度設計に問題があると言える。

第2節 環境税と環境会計システムの役割

社会が環境責任を果たすための手段として環境税を位置付ける場合、その目的の明確化

と結果分析が必要になる。目的の明確化は定性的な面と定量的な面の両面における明確化

である。定性的な面における明確化は環境税収を企業の環境活動を支援するために特定財

源化することを意味し、定量的な面における明確化はその環境活動の効果目標の明確化を

意味する。例えば、太陽光発電、風力発電、潮力発電および地熱発電の場合、定性的な面

における明確化はそれぞれの発電産業への投資という形での環境税収の特定財源化を意

味し、定量的な面における明確化は効果目標である発電量を意味する。目的の明確化にお

ける定量的な面の明確化は直接規制を意味し、環境税制自体は経済的手段である間接規制

を意味するので、ここで言う環境税制は直接規制と間接規制をハイブリットした税制にな

る。そして、企業による環境活動の結果分析は単位標準財務費用に依拠する投資効果の分

析にほかならない。その投資効果の分析では、前章に提示した環境会計システムにその役

割が期待される。換言すれば、環境会計システムを通してハイプリット環境税制の効果が

測定されるだけでなく、国が定める環境ポジションが直接規制の役割を果たすことになる。

議論上の便宜から、ここでは地球温暖化対策を目的とした環境税制における電力に焦点
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を当てる形で環境税制の譲論を進める。一般的に、電力は発電時における二酸化炭素の排

出量（熱源としての自然資源の消費量）を評価基準として環境税が課され、間接的な課税

対象になっている。しかし、ここでは電力消費量自体を直接課税対象とする。

環境会計システムの視点からすれば、電力は入ロコントロールの範囲に属する環境負荷

である。例えば、国が電力における環境ポジションを 5%に設定した場合、企業の総消費

電力における環境負債の認識範囲は企業の総消費電力の 5%の消費量に該当し、企業には

総消費電力の 5%に該当する電力の調達を自然エネルギー源に依存しなければならないと

いう環境義務が生じる。したがって、環境税の徴収額は国における総消費電量のうち 5%

に該当する電力を自然エネルギー源から調達できるようにするための自然エネルギー産

業への投資額と等しくなる。つまり、国における総発電量の 5%に該当する電力の供給源

を自然エネルギー源に変換するため、環境税収を特定財源とする形でインセンティブ化し

て企業の環境活動を促す必要がある。

環境税収を企業の自然エネルギー産業への投資を促すインセンティブとすることは、環

境税収を環境補助金として企業の環境活動に投資することにほかならない。ここの講論に

おける環境補助金の在り方を定めるため、日本における「補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律」 5 (以下、「補助金適正化法」と略称する）の内容について検討する。

補助金適正化法では補助金関係者の責務については、補助金を支払う者の責務として、

「各省庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当って、補助金等が国民から徴

収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法

令及び予算で定めるところに公正且つ効率的に使用されるように努めなければならない」

（第 3条第 1項）としており、補助金を受ける者の責務として、「補助金等が国民から徴

収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の定及び補助

金等の交付の目的または間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って、誠実に補助事

たは間接補助事業等を行うように努めなければならない」（第 3条第 2項）として

いる。そして、補助金の使途については、補助金を受けた者は、法令の定並びに補助金等

の交付の決定の内容およびこれに附した条件その他法令に基づく各省庁の長の処分に従
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い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等

のほかの使途へ転用してはならないとされている（第 11条）。次に、補助金の効果につい

ては、補助金を受けた者は各省庁の長に遂行状況を報告しなければならないが、各省庁の

長は、この報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容またはこれ

に附した条件に従って遂行されていないと認める時は、その者に対し、これらに従って当

該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができ、この命令に違反した時は、その者に

対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができるとしている（第 12条、第

13条第 1項、第 2項）。また、補助金の認定については、各省庁の長は、補助を受けた者

等が、補助金等をほかの使途へ流用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定

の内容またはこれに附した条件その他法令またはこれに基づく各省庁の長の処分に違反

した時は、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができるとし、その場

合、補助事業等の当該取消に関わる部分に関し、既に補助金等が交付されている時は、期

限を定めて、その返還を命じなければならないとしている（第 17条第 1項、第 18条第 1

項）。つまり、この規定から補助金の財源の性質からその無駄使いは許せるものではない

こと、補助金は補助事業に使うこと、補助金に相応する効果が期待されていることおよび

その効果が得られなかった場合は補助金を取り消すことが可能であることが分かる。

政策手段の選択基準としては、効率基準、公平基準、社会的受容基準、信頼基準および

動学的誘因基準がある凡効率基準は、政策実施に伴う情報獲得費用を含めた行政費用や

遵守費用などの政策コストが少ない手段を良い手段とするものである。公平基準は、所得

階層別の費用負担が逆進的でない手段や汚染者に負担を求める手段を良い手段とするも

のである。社会的受容基準は、導入時の政治的抵抗が少ない手段を良い手段とするもので

ある。信頼基準は、政策目標達成の確実性が高い手段を良い手段とするものである。動学

的誘因基準は、将来にわたり継続的に政策目標を達成させる誘因がより一層組み込まれた

手段を良い手段とするものである。

上記の補助金適正化法と政策選択基準を念頭に置きながら、前章で提示した環境会計シ

ステムを活用した環境税制に対する政策提言を試みる。

170 



まず、国は電力における環境ポジションを設定する形で直接規制を行う。次に、その環

境ポジションをクリアするための財源を環境税の徴収という形で確保する。そして、自然

エネルギー産業に参入する意欲がある企業に環境補助金として交付する。但し、交付の仕

方として環境補助金を環境貸付金とし、環境貸付は国と企業間の環境貸付契約に基づいて

行う。

環境貸付を行う場合、①企業に環境活動を行う強い意志がある企業にその環境活動計画

書の提出を義務付けること、②専門機関により企業の環境活動計画の実現可能性と妥当性

を評価することおよび③企業が提出した環境活動計画の実現可能性と妥当性が認められ

た場合には国と企業が環境貸付金契約を結ぶことの三点を前提条件とする。

そして、環境貸付金契約の内容は下記のようなものにする。

1. 環境貸付金の利息は原則ゼロにする。

2. 企業が環境貸付金を使途以外に流用した場合、環境貸付金に通常の融資金利以上

の利息を適用して国に返済する。

3. 企業が環境活動計画通りの効果を達成した時に、国が環境補助金として認定する。

4. 企業が環境活動計画通りの効果を達成できなかった時は、計画効果を達成した割

合に応じて、環境補助金の額を認定する。非達成割合の部分に該当する環境貸付

金に対しては通常の融資金利を適用し、企業の環境借入金とする。

環境貸付契約を結んだ企業が環境活動計画書通りの環境活動を実現した場合、企業は自

然エネルギー産業への設備投資を環境補助金によって即時償却することができ、直ちに企

業は安価な自然エネルギー源として電力の供給を行うことが可能になる。

例えば、国が電力における環境ポジションを 5%に設定し、企業による環境活動が既定

の効果を挙げた場合、国の総発電量の 5%に該当する電力の供給源を自然エネルギー源が

代替したことになる。つまり、企業は環境活動を行うことにより環境責任を果たし、社会

は環境税を納付することにより環境責任を果たしたことになる。

ここまでの段階を第 1段階とすると、第 2段階では環境税収の財務的な受託責任の観点

から、その 5%の電力の配分問題が出てくる。電力消費部門は、通常、家庭部門、業務部
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門および産業部門に分類されるが、ここでは電力消費部門を家庭部門と企業部門の二つに

分類する。そして、家庭部門の総消費電力における 5%の電力に対して安価な自然エネル

ギー単価（電気代）を適用する。そして、企業部門の総消費電力についても 5%の電力に

対して安価な自然エネルギー単価を適用するほか、企業の環境会計システムにおける環境

ポジション 5%のクリアを認める。つまり、第 2段階で環境会計システムを制度化すると、

国が設定した環境ポジション 5%に対する企業の電力における環境負債がなくなり、国は

社会に対して環境税の徴収から発生する説明責任（環境責任と財務的な受託責任）を果た

すことができる。安価な自然エネルギーの配分問題が解決されると、今度は社会が消費電

カの一部を自然エネルギー源から調達することによる電力の販売収益の配分問題が出て

くる。ここでは、その電力販売による収益を自然エネルギー産業に参入した企業の収益と

し、国は自然エネルギー産業に法人税を課す。また、自社が流用できる電力は環境ポジシ

ョン 5%までとする。なぜなら環境ポジション 5%を超える電力の使用権は環境税を納付し

たほかの者にあるからである。

そして、第 3段階では上記の法人税の徴収額を企業が自己資本をもって自然エネルギー

産業へ直接投資する場合における環境補助金の財源とする。そして当該自然エネルギー産

業による発電量をもって、投資企業の本業の電力における環境ポジションの引き上げとす

る。また、設備の減価償却を終えるまで、企業が設定した環境ポジションに対応する電力

を超える余剰電力についてはその自然エネルギーの単価を一般電力単価に一致させる。そ

の結果、環境補助金と余剰電力の割高な自然エネルギー単価によって自然エネルギー産業

の投資回収率を向上させることができる。但し、その投資額（環境補助金を控除）を回収

した後は余剰電力の単価を安価な自然エネルギー単価に合わせるようにする。さらに、企

業が自己資本をもって環境改善活動をする場合には、当該自然エネルギー産業に対する法

人税はゼロとする。

ここまでの議論を纏めると、企業の環境活動における積極性の視点から企業を三つのタ

イプ（仮に A型企業、 B型企業およびC型企業とする）に分類することができる。そして、

仮に環境活動を行わず環境税も納付しない企業が存在したら、それを D型企業に分類する。
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D型企業は環境税を納付しないことから国が設定した環境ポジションをクリアすることが

できなくなるだけではなく、 5%の環境ポジションに相当する安価な自然エネルギーを利用

する権利ももてなくなる。

A型企業は環境税だけを納付し環境活動を行わない企業である。このタイプの企業は国

が設定した環境ポジションをクリアすることができ、その環境ポジションに見合う安価な

自然エネルギーを利用することができる。 B型企業は国と環境貸付金契約を結ぶ形で環境

活動を行う企業である。このタイプの企業は国が設定した環境ポジションをクリアし、そ

の環境ポジションに見合う安価な自然エネルギーを利用することができるほか、その産業

による売電収益（余剰電力の販売）を得ることができる。但し、自然エネルギー産業に課

される法人税を納付しなければならない。 C型企業は自己資本をもって積極的な環境活動

を行う企業である。このタイプの企業は自身が設定した環境ポジションをクリアし、その

環境ポジションに見合う安価な自然エネルギーを利用することができる。また、その産業

による割高なエネルギー単価を適用した余剰電力の売電収益を得ることができるほか、そ

の自然エネルギー産業に対する法人税の免除を受けることができる。そして、 C型企業は

環境会計情報を開示することによりクリアした環境ポジションをもって本業に対する

い環境評価を得ることができる。さらに、その良い環境評価をもって社会的責任投資等の

財務的な優遇策を受けることができるならば、企業の環境活動へのインセンティプはさら

に強化される。

仮に、 C型企業が電力における環境ポジションを 100%まで引き上げてそれをクリアし

た場合には、余剰電力に対して何らかの環境権を与える政策を講じれば、その環境権利の

売買によってさらなる財務的な利益を享受することができる。この場合、 A型企業、 B

企業および D型企業に電力における環境ポジションを引き上げようとする動機が存在し、

その環境権を購入してそれぞれの本業の電力における環境ポジションを引き上げること

を認めれば、環境権を取引する市場が形成される。つまり、企業の本業における環境会計

情報を投資基準とした社会責任投資を活発化させ、さらに環境権取引市場が形成されれば、

環境会計システムは企業の環境活動の結果を反映する形で環境問題の解決に大きな貢献
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をすることができる。また、国が環境ポジションを段階的に引き上げれば、企業が行う環

境活動の全体的な量をさらに増加させることができる。そして、前述した政策手段の選択

基準もクリアされることになる。

環境会計システムの役割を説明するために環境会計情報の視点から A型企業、B型企業、

C型企業およびD型企業のそれぞれの環境関連事象を仕訳で示すと以下のようになる。但

し、最初に国が設定する電力における環境ポジションを 5%とし、その後は継続的に引き

上げていくこととする。また、説明上の便宜を図って D型企業の仕訳から示していくこと

にする。

D型企業は、環境税を支払わないことから国が設定した 5%の環境ポジションをクリアす

ることができなくなり、環境負債が発生することになる。仕訳を示すと下記の通りになる。

未払込環境資本金 XXX 環 境負 債 XXX ① 

仮に、 D型企業が、環境権（単位標準財務費用）を購入（環境費用の発生）して国が設

定した 5%の環境ポジションをクリアしたとすると、仕訳は下記の通りになる。

環境権購入費 XXX

環境 負債 XXX

現金 XXX

未払込環境資本金 XXX  

②

③

 

ここで、仕訳②は環境権を購入するための財務的な支出を表す。仕訳③は環境権の購入

による環境負債の消滅を表す。仕訳①と③の相殺結果は貸借対照表に表示され、仕訳②は

損益計算書に費用として記載される。

A型企業は、環境税を納付することにより、入ロコントロールに属する環境負荷である

電力における 5%の環境ポジションをクリアすることができる。仕訳は下記の通りになる。

環境税 XXX

環境 負債 XXX

現金 XXX

未払込環境資本金 XXX  

支払電力料 XXX 現
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①

②

③

 



つまり、仕訳①のように環境税を納付することにより、仕訳②のように A型企業の環境

負債はその分減少する。そして、仕訳③のように安価な自然エネルギーを調達することに

より相対的に財務的支出を減らすことができる。但し、購入できる安価な自然エネルギー

は環境ポジションと同様に総消費電力の 5%までである。また、 D型企業のように環境権を

購入することにより環境ポジションを引き上げることもできる。 D型企業が環境権を購入

して環境ポジションをクリアした場合、 A型企業との違いは安価な自然エネルギーを利用

できないことにある。これは、環境税を納付するか否かによる財務的パフォーマンスの違

いでもある。 A型企業に存在する環境負債は仕訳②の金額控除後の相殺結果として貸借対

照表に表示される。仕訳③の取引は以後も継続的に発生するので、エネルギー費用の節約

額が最終的に環境税を上回ることになる。つまり、環境税を環境産業への投資と見倣すこ

とができ、費用削減効果を通して将来的には利益の創出に貢献する。

B型企業は、 A型企業と同様に電力における 5%の環境ポジションをクリアすることがで

きる。さらに、安価な自然エネルギー売電収益を得ることができるのでA型企業より財務

的パフォーマンスが良い。仕訳は下記の通りになる。

環 境 税 XXX  現 金 XXX  ① 

環 境 負 債 XXX  未払込環境資本金 XXX  ② 

現 金 XXX  環境補助金収入 XXX  ③ 

環境投資支出 XXX  現 金 XXX  ④ 

支払電力料 XXX  現 金 XXX  ⑤ 

現 金 XXX  カ料売上 XXX  ⑥ 

環境産業法人税 XXX  現 金 XXX  ⑦ 

つまり、仕訳②の相殺仕訳によって B型企業の環境負債はゼロになる。そして、仕訳⑤

のように安価な自然エネルギーを調達することにより財務的支出を減らすことができる。

但し、購入できる安価な自然エネルギーは環境ポジションと同様に総消費電力の 5%まで
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である。さらに、仕訳⑥のように環境ポジション 5%を超える余剰電力を安価な自然エネ

ルギーとして販売することにより売電収益を得ることはできるが、その余剰電力の自社使

用は禁止する。 A型企業と B型企業の違いは仕訳⑥と⑦にある。この場合、仕訳②の相殺

結果として環境負債はゼロになり、貸借対照表には表示されなくなる。仕訳⑤、⑥および

⑦は今後も継続的に発生する取引であり、仕訳⑥における収入は常に仕訳⑦における支出

を超えるので、環境投資支出額の回収後に初めてそれは利益の創出に貢献する。

C型企業は、電力における環境ポジションを独自に 100%に設定し、それをクリアしたと

仮定する。そして、自己資本をもってする投資額が環境税額を遥かに超える場合には、そ

の環境税を免除することにする。

環境投資支出 XXX  現 金 XXX  ① 

現 金 XXX  環境補助金収入 XXX  ② 

環境投資支出 XXX  現 金 XXX  ③ 

環 境 権 XXX  環 境 資 本 XXX  ④ 

支払電力料 XXX  現 金 XXX  ⑤ 

現 金 XXX  電力料売 XXX  ⑥ 

現 金 XXX  環 境 権 XXX  ⑦ 

SRI支払利息 XXX  現 金 XXX  ⑧ 

ここで、仕訳⑤は総消費電力の全てを安価な自然エネルギー源から調達することにより、

財務的支出を大幅に減らすことができることを意味する。したがって、国の環境ポジショ

ンによる制限はない。そして仕訳⑥は自社の使用分を超えた余剰電力の販売による収益を

表す。その収益の累計が自己資本による環境投資額①を超えた場合は、割高な自然エネル

ギーが安価な自然エネルギーに代わる。仕訳④は環境回復を超えた環境改善効果が表れた

時の仕訳であり環境権の取得を意味する。仕訳④は貸借対照表に表示される。仕訳⑦は環

境権の販売を表し、仕訳⑧は SRIによる資本コストの節約を表す。仕訳⑤、⑥、⑦および

⑧は今後継続的に発生する取引であるので、将来的には仕訳①の投資を回収し利益を創出
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する。

以上から分かるように、環境活動を積極的に行う企業ほど、将来的により大きな利益を

享受することができ、環境ポジションを高く設定してクリアした企業ほど外部利害関係者

から良い環境評価を受けることになる。そして、環境事象に関連する貨幣のフローとスト

ックは制度設計によって産み出されたものであり、それは物量情報に基づく環境会計情報

をもって裏づけすることができる。つまり、環境会計情報の視点から環境関連事象を仕訳

で表すことにより、環境税を主軸とする環境関連社会制度の再構築の必要性とその中で環

境会計システムが果たす役割について説明することができる。

以上の議論を通じて、入ロコントロールにおける環境負荷である電力以外の環境負荷と

出ロコントロールにおける環境負荷についても環境税制と環境会計システムを活用して、

相応する制度設計を国レベルで行うことが可能であることが分かる。しかし、グローバル

な範囲で行われる企業活動を鑑みると、電力以外の環境負荷については国際的な協調が不

可欠である。例えば、入ロコントロールに属する環境負荷である水源における事情は国ご

とに異なることや、出ロコントロールに属する排出物と製品は国境を越えて分散すること

から、グローバルな対応が必要である。仮にグローバルなレベルで電力以外の環境負荷を

なくすための基金を設立し（それに相応する環境ポジションを設定する）、環境補助金と

いう形で企業の環境活動を支援することができるならば、さらに環境活動へ積極的に取り

組む企業がその環境活動の効果をもって本業における環境ポジションを引き上げること

を認めれば、企業は環境会計情報を開示することにより社会的責任投資の投資先に選ばれ

ることができる。そして、企業が 100%の環境ポジションを設定・クリアした場合（環境

負債がゼロになった場合）、余剰効果に何らかの環境権を与え、その環境権の国際的な取

引市場を形成することができれば、環境会計システムは地球環境問題の解決に大いに貢献

することができる。水源不足と排出物・廃棄物問題（製品のリサイクルを含む）等の問題

に悩まされている国にとって、そのような環境負荷をなくすことができる環境産業の発達

は望ましいことであり、他国の環境産業へ投資する企業はその事業による直接的な収益と

相対的ゼロエミッションと相対的ゼロコンサンプションの考え方の下で、本業における環
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境会計情報の開示による潜在的な財務的収益（社会的責任投資、環境権取引等）を享受す

ることができれば、地球規模での企業による環境活動の実現も夢物語で終わることはない。

第3節 企業の環境活動と社会環境

企業の環境活動を支援するためには、国レベル、延いては国際レベルでの社会環境の整

備が必要になる。社会環境の整備は環境関連機構の設立、社会的責任投資の拡充、環境権

取引市場の整備および消費者の環境意識の向上等の多岐にわたる行動を意味する。そのう

ち、環境関連機構については、国レベルと国際レベルでは規模の差があるにしても、その

機能は同等であると見倣し、本節では国際レベルにおける環境関連機構を設立したと仮定

した上で、それぞれの機構に必要な機能を付与し、その相互関係を明示する。

仮に、環境関連機構として環境調査・基金機構、環境監査機構、環境評価機構および環

境権取引機構を設立したとする。

環境調査・基金機構は、直接規制となる環境ポジションの設定機構としての機能を有し、

兼ねて環境活動に必要な財源確保・提供の機能を有する。ここで、注意しなければならな

いのは、何をもって環境負荷をなくすための環境産業と定義するかである。例えば、電力

の場合自然エネルギー産業（太陽光、風力、地熱、潮力等）を環境産業とし、化石燃料を

使用する発電効率が良い産業を環境産業としてはならないことである。これは、世界銀行

が担う気候投資基金がクリーン技術基金として汚染の程度がややましな火力発電所も融

資の対象としていることへの批判からも分かる 7。つまり、環境負荷をなくす産業を環境

産業とし、資源生産性を高めるための産業を環境産業としてはならない。

環境監査機構は、環境会計の制度化に伴う環境会計情報の信頼性を担保するための機能

を有する。ここで言う環境監査は外部認証登録機構による環境監査である第三者監査を意

味し、環境マネジメントシステムの構築状況の確認と各現場におけるシステムの展開状況

の確認を含めた物量情報に焦点を当てる監査を指す。

環境評価機構は、企業が開示する環境会計情報に基づいて、企業を環境の視点から何ら

かの形で評価する機能を有する。ここで評価の対象となるのは費用対効果の分析ではなく、
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企業活動による環境負荷の残高に基づいた環境負債として表される自然資本の欠損に関

する情報である。つまり、本業の資源生産性を評価するものではなく、環境産業への投資

結果を反映した環境会計情報による企業資本への質的評価を通じて外部利害関係者の意

思決定を容易にさせることを意味する。

環境権取引機構は、企業が開示する環境会計情報に基づいて、該当する環境権を認定し、

その環境権の取引を支援する機能を有する。ここで言う環境権は環境回復量をもって環境

権とすることではなく、環境回復を超えて環境改善が得られた時にその環境改善量をもっ

て環境権とすることである。

上記の環境関連機構を含めて企業の環境活動を取り巻く社会環境の整備状況が実現さ

れて初めて、そこに環境調査・基金機構、環境監査機構、環境評価機構および環境権取引

機構と社会的責任投資規模の拡充、環境権の取引市場の確立および高い環境意識をもつ消

費者の存在という成熟した社会環境が存在することになる。

環境会計の制度化に伴い企業が開示する環境会計情報に基づいて、正確な意思決定を行

う社会環境の諸構成要素とその機能的関係を図示すると下記のようになる。

図8.企業の環境活動を取り巻く社会環境

a
 企翼〖 B

蹟 f覺繹鸞［

~ 
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<8 

財・サ＼、碑ピスの滋れ ー貨叩JO'.)>,靡れ

出典：著者作成。

図8で、①から④の矢印が示すのは貨幣の流れである。矢印①は環境活動を行う企業A
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が行う環境産業への投資を意味し、矢印②は環境活動を行うことにより企業Aが得られる

潜在的な財務的収益を意味する。潜在的な財務的収益には、環境意識が高い消費者が、企

業Aが供給する財・サービス（矢印 a) を選択することによる収益、環境権の売買による

収益、環境調査・基金機構からの補助金および社会責任投資による収益があり、さらに環

境産業による直接収益（矢印③）が含まれる。また、矢印④は環境活動を行わない企業 B

が本業の環境ポジションを引き上げるために、環境権取引市場で環境権を調達することに

よる貨幣の流れを意味する。矢印 bが示すのは企業 Bが供給する財・サービスである。企

業Bには、それが供給する財・サービスが消費者の消費行動における対象から外れるのを

回避するため、環境ポジションを引き上げようとする動機が生まれ、それが環境権の購入

という矢印④が示す貨幣の流れに繋がる。そして矢印 aが矢印 bより太いのは企業 Aの環

境活動が評価され、それが供給する財・サービスが消費者の消費行動における対象に選ば

れることにより、企業 Bより高い売上の実現が可能になることを意味する。

概括すると、矢印②が示す企業 Aが受けることになる潜在的な財務的収益額が、矢印①

が示す企業 Aが行う環境産業への投資額より大きくなれば、企業が環境活動を積極的に行

うためのインセンティブが働くことになる。そして図 8で、環境会計システムは物量情報

に基盤を置きながら財務会計との関わりをもっていることを示している。この関わりは、

前章で提示した環境会計システムで財務会計における環境負債という形で企業の環境責

任を表すことに由来する。したがって、この環境会計システムにおける環境会計情報は財

務的な面で財務会計と実質的な関わりをもつ。この点がこの環境会計システムと現行環境

会計との大きな相違の一つである。もう一つの相違は、現行環境会計は環境改善効果に焦

点を当てているのに対し、この環境会計システムは環境負荷の残高に焦点を当てている点

にある。

く小結＞

本章では環境問題における環境責任は企業だけではなく社会全体が共に負うべき責任
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であるという認識から、企業の環境活動を環境費用の側面から支援するための環境関連社

会諸制度を再構築し、その中で環境会計システムが発揮できる機能的な役割を明らかにし

た。

科学技術を適用した環境活動によって環境問題を解決するには、まず、環境活動に必要

な資金の確保と環境活動主体の確定が必要になる。もちろん、環境活動主体にその環境活

動に必要とされる全部資金の拠出も強要することもできるが、それは今日の企業による環

境活動の限界からみられるように非現実である。しかし、企業は環境活動の主体としての

最適任者である。そこで企業が環境活動を行う役割を、そして社会は部分的な資金提供を

行う役割を、それぞれ担うことにより、企業を含む社会全体で環境責任を負う体制の構築

が不可欠になる。つまり、社会は環境税を納付する形で環境責任を負い、企業は実際に環

境活動を行うことで環境責任を負う必要がある。

第 1節では、上記の認識から現行の環境税制について検討し、その結果として、社会の

環境責任の観点から環境税における問題点を指摘した。環境税のメリットとデメリットを

概観し、そのメリットについて疑問視する声から環境税導入へ反対する理由を理解するこ

とができた。しかし、環境活動の財源として環境税収は不可欠なので、社会全体が環境責

任を果たすための手段として環境税を位置付けた。この位置付けは環境税収の特定財源化

を意味するが、通常では環境税収が一般財源化されており、このような現状の環境税制問

題が、その在り方ーすなわち、社会が環境責任を、行政側が財務的な受託責任を、そして

企業側が環境責任と財務的な受託責任の双方を果たすことができるような税制になって

いない点ーにあることを明らかにした。さらに、自然エネルギー産業のような環境産業に

おける環境関連設備の減価償却を早めることの必要性を社会の経済的利益の享受と環境

責任の解除の視点から指摘した。

第 2節では、前述した環境税の位置付けから、その目的の明確化と結果分析が必要であ

ることおよびその目的の明確化と結果分析で環境会計システムを道具として活用するこ

とができることを述べた。そこでは、議論上の便宜から、地球温暖化対策を目的とした環

境税制における電力に焦点を当てる形で、補助金に対する考え方と政策選択基準を念頭に
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置きながら、国が直接規制する環境ポジション、環境補助金および企業独自の環境ポジシ

ョンについての考え方を説明し、環境税と環境補助金および環境権取引を政策手段とした

社会環境の中で、環境会計システムが企業の環境責任を明らかにするだけでなく、環境税

制における目的の明確化と結果分析の機能を果たせることを証明した。そして、電力以外

の環境負荷についても環境会計システムを活用して、それに相応する制度設計を国レベル

で行うことが可能であることを示唆し、さらに、環境問題の性質を鑑みて企業の環境活動

を支援する目的から国際的な協調の必要性を述べた。

第 3節では、企業の環境活動を支援するための社会環境の全体像を描き出すことを目的

とし、国際レベルでの環境関連諸機構を設立したと仮定した上で、それぞれの機構に必要

な機能を付与し、その相互関係を明示した。 この仮定的な環境関連機構は、規模と機能面

の厳密性を考慮に入れなければ、既に存在する機構である。成熟した社会環境では、環境

調査・基金機構、環境監査機構、環境評価機構および環境権取引機構と社会的責任投資の

規模の拡充、環境権取引市場の確立および高い環境意識をもつ消費者が既に存在している。

そして、環境会計の制度化に伴い企業が開示する環境会計情報に基づいて、適切な意思決

定を行う社会環境の諸構成要素とそれぞれの機能的関係を図示した（図 8参照）。そこで、

環境活動を行う企業による環境産業への投資額が環境会計情報の開示による潜在的な超

過財務収益をもたらすことができれば、環境活動を積極的に行うためのインセンティブを

企業に与えることになる。
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結章

本論文は自然資本の欠損を表す環境負債の認識を理論的根拠として企業の環境責任を

明らかにできる環境会計システム（ストック型環境会計システム）の構築を試みたもので

ある。その上で、企業の環境活動とそれを取り巻く社会環境の在るべき姿を描き出し、そ

の中で環境会計システムが果たし得る役割について述べている。

1 . 環境会計システムの再構築のための議論の基盤整備

序章では、問題提起と共に構築しようとする環境会計システムの枠組みを提示すること

により、本論における議論の道筋を示した。そして第 1章から第 4章では、環境会計シス

テムの再構築を試みる立場から、その譲論における基盤整備として、環境会計の理論的根

拠を提示し、現行環境会計情報の範囲の偏狭さを指摘し、企業が行う環境活動の目的を環

境問題の解決に求める立場ーすなわち、物量バランスの視点ーから環境問題の根本的な原

因を指摘し、そして現行環境管理会計システムから物量情報を抽出し環境会計システムの

情報基盤を形成することが可能であることを明らかにした。さらに、環境会計システムの

存続条件について分析し、新たな革新的な機能の付与ができれば環境会計システム（スト

ック型環境会計システム）が実用性をもつことも明らかにした。

会計システムによって作り出される会計情報は、基本的には、それが依拠する理論的根

拠によって説明することができる。環境会計システムも会計である以上その会計実践を合

理的に説明することができる理論的根拠が必要になる。その意味で現行環境会計の理論的

根拠とされる諸理論について検討し、企業の環境活動によって環境問題を根本的に解決し

ようとする原点に立ち戻り、企業の環境責任を明らかにすることが企業による環境活動を

促すための前提条件であることを明らかにした。そして、企業の環境責任を明確にできる

唯一の方法である企業活動による自然資本の欠損を表すための負債の拡張認識の必要性

を提示し、環境負債の認識を通して企業活動による自然資本の欠損を表すことを環境会計

システムの理論的根拠に置くべきであるという結論に至った。
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そして、自然資本に対する認識を前提としながら企業の環境責任を明らかにできる環境

会計情報の範囲という視点から、現行環境財務会計および非制度会計における環境情報の

範囲について検討し、そこで示されている会計情報からは企業の環境責任を明らかにでき

ないことを証明し、会計的に企業の環境責任を明確にするためには環境会計システムの再

構築が必要であることを明らかにした。換言すれば、現行環境財務会計および非制度会計

における環境情報をもって企業活動による自然資本の欠損を完全に表すことができない

ことを証明した。

そして、環境問題の根本的な原因が自然界における物量アンバランスにあることから、

企業が環境活動を通して環境問題の解決を望む場合には、環境会計システムの情報基盤を

物量情報に置くべきであり、また、その物量情報を取得するための新たなシステムを構築

する必要性はなく、したがって現行環境管理会計システムからの物量情報を抽出して環境

会計の情報基盤を形成することが可能であることが分かった。それは個別的な環境管理会

計手法の単独的な適用では不可能であるが、個別的な環境管理会計手法である MFCAとLCA

を部分的に統合する方法によって可能となる。

しかし、環境会計システムの理論的根拠を確立し、現行環境会計情報からは企業の環境

責任を明らかにできないことを証明し、環境会計システムの情報基盤を物量情報に置くべ

きであるという観点から MFCAとLCAの統合を通して物量情報の取得方法を確立したとし

ても、環境会計システムを再構築するための議論の準備が整ったことに過ぎないという知

見に達した。つまり、環境会計システムを再構築できたところでその実用性が乏しければ

再構築の意義は失われてしまい、新たな機能として企業の環境責任を明らかにすることが

できて初めて、そこに環境会計システム再構築の意義を見出すことができる。

2. 環境会計システムの再構築とその機能的役割

第 5章では、環境会計システムの再構築に当たって、環境会計システムの構成要素を確

定することが前提条件であるという認識から、財務諸表の基本構成要素である資産、負債、
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資本、収益および費用の順にそれぞれの定義について考察しながら、環境会計システムの

構成要素について検討した。

環境資産についての議論では、既存の環境資産は本質的には環境改善に資する資産への

財務的支出を表すに過ぎないことを指摘し、自然がもつ自浄能カ・再生能力を超えて環境

改善を実現することができて初めて真の環境資産の意義があることを述べ、この観点から

すると現段階では環境会計システムの構成要素として環境資産を認識するには限界があ

ることを明らかにした。

環境負債についての諮論では、既存の財務会計における負債の定義から環境改善という

役務の提供を必要とし、役務の提供に必要な金額の推定および義務を履行すべき相手先が

特定できない義務である環境負荷をなくすための費用の見積額を環境会計システムの構

成要素としての環境負債として認識することができることを明らかにした。

環境資本に関する議論では、現状では会計的に企業内部に環境資本を存在させることは

不可能であることから、企業と環境資本との関係を表すべき何らかの方法を工夫する必要

があることを述べ、企業の環境責任を表すために環境会計システムの構成要素として環境

負債とその相手勘定科目として資本の評価勘定である「未払込環境資本金」を用いること

によって初めて財務会計に環境会計を積極的取り入れた環境会計システムにより資本の

質的評価が可能になることを示した。

環境収益と環境費用に関する議論では財務会計上の収益と費用の概念を環境会計シス

テムに援用すると、現行の環境会計のように環境収益（実質的効果＋推定的効果）と環境

費用を対応させるという矛盾を避けることができないことから、企業活動に起因する物量

に基づいて、現実に削減し切れなかった環境負荷の削減に必要な財務会計上の費用を算定

するフロー計算書とそれを作成するための計算システムが必要であることを明らかにし

た。つまり、環境フロー計算書において、その構成要素として環境負荷の残高を確定する

ことができた。物量の視点からすると、環境負荷の残高は企業外部に存在しており、環境

フロー計算書によってその存在を裏付けする以外に、その存在を把握することはできない。

そして、環境負債、末払込環境資本金および環境負荷の残高という三つの環境会計シス
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テムの構成要素を確定することができたことを踏まえて、入ロコントロール、出ロコント

ロールおよび相対的ゼロコンサンプションと相対的ゼロエミッションの概念を新たに導

入し、さらに環境ポジションの考え方を適用して環境負荷の残高の把握、貨幣換算および

会計処理の三つのステップとなる環境会計システム（ストック型環境会計システム）を構

築することができた。この環境会計システムの最大の特徴は、環境会計情報が財務会計と

実質的な関わりをもつ点と経年累積の環境負荷の残高に焦点を当てている点にある。

この環境会計システムの機能的な役割に関する議論は、第 6章において、企業の環境活

動を取り巻く社会環境の在るべき姿を提示する形で行われている。ここでは、社会の環境

責任という視点から現行環境税制の問題点を指摘し、そこから社会が環境責任を果たすた

めの手段として環境税を位置付け、さらに補助金の運用の仕方について提案を行った。そ

して、環境産業における設備投資の即時償却の必要性を明らかにし、そこで環境会計シス

テムが担う役割を述べた。以上の議論を前提として最終的に企業の環境活動を取り巻く社

会環境を図 8として示すことができた。

3 環境会計システムの展望と課題

今日、我々が直面している環境問題あるいは持続可能性危機を解決するためには企業に

よる環境活動は必要不可欠であり、企業による環境活動を促すためには何らかの形で企業

の環境責任を明らかにしなければならない。企業の環境責任と社会の環境責任の視点から

すると、企業と社会がそれぞれの環境責任を負うためには、役割分担が必要であり、企業

には環境活動を行う役割、社会には企業の環境活動を支援する役割が期待される。そして、

それぞれが果たした環境責任は環境会計システムによる環境会計情報によって確認する

ことができる。その意味からすると、企業の環境責任を明らかにすることができる環境会

計システムの再構築は重要な意味をもつ。換言すれば、時代背景に沿った環境会計の研究

は一時的な流行で終ることはないと考えられるし、そう望んでいる所以である。

環境会計システムの再構築という形で環境会計の展開がなされたとしても、課題は山積

している。例えば、開示すべき環境会計情報の構成に関する議論も必要であるし、現状で
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は環境会計システムが負債会計で成り立ち得るが、企業が積極的な環境活動を通じて環境

負債をゼロにすることができ、さらにそれを超える環境改善効果が得られた時、その環境

改善効果を環境会計システムの対象とするか、単に財務会計の対象とするかの面での譲論

も必要である。さらに範囲を広げれば環境監査の在り方についても検討する必要がある。

特に、環境負荷の残高は企業外部に存在することから、その存在を裏付けるためにはフロ

ー情報が重要であり、その信頼性を確保するためには、監査論だけではなく科学技術のサ

ポートも必要である。これらの諸課題は今後の研究課題としたい。
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